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   議事日程第１号       第４回定例会 

   令和元年１２月３日（火）  午前９時３０分開議 

 

   開  会 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

 〃  ２ 会期決定 

 〃  ３ 諸般の報告 

      （１）定例監査結果等報告について 

      （２）山形県市議会議長会第１４２回定期総会の報告について 

      （３）総務産業、厚生文教各常任委員会及び議会運営委員会行政視察報告について 

 〃  ４ 行政報告 

      （１）市政の概況について 

 〃  ５ 質疑 

 〃  ６ 議第５１号 寒河江市教育委員会委員の任命について 

 〃  ７ 議案説明 

 〃  ８ 委員会付託 

 〃  ９ 質疑・討論・採決 

 〃 １０ 議第５２号 寒河江市三泉財産区管理会財産区管理委員の選任について 

 〃 １１ 議第５３号 寒河江市高松財産区管理会財産区管理委員の選任について 

 〃 １２ 議案説明 

 〃 １３ 委員会付託 

 〃 １４ 質疑・討論・採決 

 〃 １５ 報告第９号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について 

 〃 １６ 質疑 

 〃 １７ 議第５４号 令和元年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃 １８ 議第５５号 寒河江市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の制定について 

 〃 １９ 議第５６号 寒河江市職員定数条例の一部改正について 

 〃 ２０ 議第５７号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

 〃 ２１ 議第５８号 寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２２ 議第５９号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２３ 議第６０号 寒河江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

 〃 ２４ 議第６１号 寒河江市営住宅条例の一部改正について 

 〃 ２５ 議第６２号 下水道事業の地方公営企業法全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について 

 〃 ２６ 議第６３号 寒河江市下水道条例の一部改正について 

 〃 ２７ 議第６４号 寒河江市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 

 〃 ２８ 議第６５号 寒河江市水道給水条例の一部改正について 
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日程第２９ 議第６６号 山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する

協議について 

 〃 ３０ 議第６７号 指定管理者の指定の期間の変更について 

 〃 ３１ 議第６８号 土地の取得について 

 〃 ３２ 議第６９号 市道路線の認定について 

 〃 ３３ 請願第２号 次期食料・農業・農村基本計画に関する請願 

 〃 ３４ 議案説明 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから令和元年第４回寒河江市議会定

例会を開会いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  なお、報道機関より本定例会における写真撮

影及び録音の申し出があり、議長においてこれ

を許可しております。 

  本日の会議は議事日程第１号によって進めて

まいります。 

 

会議録署名議員指名 

 

○柏倉信一議長 日程第１、会議録署名議員指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定に

より議長において、５番月光裕晶議員、13番國

井輝明議員を指名いたします。 

 

会 期 決 定 

 

○柏倉信一議長 日程第２、会期決定を議題とい

たします。 

  本定例会の会期など議事日程につきましては、

議会運営委員会で協議を願っておりますので、

その結果について委員長の報告を求めます。木

村議会運営委員長。 

   〔木村寿太郎議会運営委員長 登壇〕 

○木村寿太郎議会運営委員長 おはようございま

す。 

  議会運営委員会における協議の結果について

御報告申しあげます。 

  本日招集になりました令和元年第４回寒河江

市議会定例会の運営につきましては、去る11月

28日、委員６名全員出席並びに関係者出席のも

と議会運営委員会を開催し、協議いたしました。 

  会期につきましては、提案されます議案数や

一般質問通告数などを勘案し、本日から12月16

日までの14日間と決定いたしました。その間の

会議等につきましては、お示ししております第

４回定例会日程表のとおり決定いたしました。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう



 - 4 - 

お願いを申しあげ、御報告といたします。 

○柏倉信一議長 お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員長報告のと

おり決定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から12月16日までの14日

間と決定いたしました。 

 

第４回定例会日程                       令和元年１２月３日（火）開会 

月  日 時  間 会      議 場  所 

１２月 ３日(火) 午前９時３０分 本  会  議 

開会、会議録署名議員指

名、会期決定、諸般の報

告、行政報告、質疑、教育

委員任命議案上程、同説

明、委員会付託、質疑・討

論・採決、財産区管理委員

選任議案上程、同説明、委

員会付託、質疑・討論・採

決、報告、質疑、議案・請

願上程、同説明 

議   場 

１２月 ４日(水) 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

１２月 ５日(木) 午前９時３０分 本  会  議 一  般  質  問 議   場 

１２月 ６日(金) 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

１２月 ７日(土) 休               会 

１２月 ８日(日) 休               会 

１２月 ９日(月) 午前９時３０分 本  会  議 一  般  質  問 議   場 

１２月１０日(火) 

午前９時３０分 本  会  議 
質疑、予算特別委員会設

置、委員会付託 
議   場 

本会議終了後 予算特別委員会 
開会、議案説明、質疑、分

科会分担付託 
議   場 

予算特別委員会 

終  了  後 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

１２月１１日(水) 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

１２月１２日(木) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

１２月１３日(金) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

１２月１４日(土) 休               会 

１２月１５日(日) 休               会 

１２月１６日(月) 午前９時３０分 予算特別委員会 分科会委員長報告、質疑・ 議   場 



 - 5 - 

討論・採決、閉会 

予算特別委員会 

終  了  後 
本  会  議 

議案・請願上程、委員長報

告、質疑・討論・採決、閉会 
議   場 

 

 

諸 般 の 報 告 

 

○柏倉信一議長 日程第３、諸般の報告でありま

す。 

  （１）定例監査結果等報告について、（２）

山形県市議会議長会第142回定期総会の報告に

ついて、（３）総務産業、厚生文教各常任委員

会及び議会運営委員会行政視察報告については、

お示ししております文書によって御了承願いま

す。 

 

行 政 報 告 

 

○柏倉信一議長 日程第４、行政報告であります。 

  （１）市政の概況について、市長から報告を

求めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 皆さん、おはようございます。 

  令和元年第４回定例会の開会に先立ちまして、

去る10月12日から13日にかけて発生しました台

風19号による記録的な豪雨を初めとして全国各

地で発生した災害によりお亡くなりになられた

方々の御冥福をお祈り申しあげますとともに、

被災された方々に心よりお見舞いを申しあげる

次第であります。 

  とりわけ台風19号は、東日本を中心に各地で

洪水や土砂崩れ、河川の氾濫等の甚大な被害を

もたらし、交通網やインフラ、そして電力供給

に大きな影響が生じました。自然災害は避ける

ことのできないものであり、対岸の火事ではな

いことを痛切に感じたところであります。 

  本市におきましては、速やかに災害対策本部

を設置し、避難所の開設や市内の被害状況の確

認を行い、警戒レベル３の避難準備、高齢者避

難開始、警戒レベル４の避難指示の避難情報を

発令し避難誘導を図るとともに、河川の水位監

視等の警戒態勢を配備いたしました。幸いにも

人的な被害はなかったものの、倒木、建物損壊、

農作物の冠水、農地の冠水に伴う稲わらや土砂

等の堆積などの被害が発生いたしました。市民

の皆様におかれましては、大変不安な一夜を過

ごされたことと存じます。 

  市といたしましては、今回の警戒態勢を初め

とした対応等を検証し、市民の皆様の不安を解

消すべく防災対策を強化し、今後とも災害に強

いまちづくりに鋭意取り組んでまいる所存でご

ざいます。 

  それでは、令和元年第４回定例会の開会に当

たりまして、第３回定例会以降、今定例会まで

の主な市政の概況について御報告を申しあげま

す。 

  まず、農産物の作柄状況について御説明を申

しあげます。 

  先般、10月15日現在の水稲の作柄について東

北農政局から公表され、県内、村山地域とも作

況指数105で「やや良」となっております。ま

た、本年産米の寒河江西村山農協の概算金につ

いては、はえぬき１俵当たり１万2,600円（100

円アップ）、つや姫で１万5,800円（300円アッ

プ）と４年連続の上昇であり、これも需要に応

じた米生産に努力した結果であり、引き続き生

産者、農業団体、行政が一致団結して生産の目

安に基づく需要に応じた米生産に取り組んでま

いりたいと考えております。 

  秋果実につきましては、ラ・フランスの着果

状況は平年並みで、果実肥大は平年に比べやや

小玉傾向ですが前年並み、県全体の収穫量は平
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年及び前年並みの１万5,500トン程度と見込ま

れております。 

  なお、県内の統一販売開始日は昨年より４日

遅い10月26日でございました。 

  一方、台風19号によるラ・フランスの果実落

果につきましては、事前に７割以上収穫してい

たことで、大きな被害は見られませんでした。 

  リンゴにつきましては、ことしは村山地域で

広く黒星病の発生が見られました。幸いにも西

村山地域では少ない傾向ではありますが、既存

の殺菌剤の防除効果の低下、さくらんぼなどの

他品目との作業競合による適期防除ができない

ことなどにより拡大のおそれがあるため、リン

ゴ農家の皆様には新たに県病害虫防除基準に追

加された収穫後の防除に取り組んでいただきた

いと考えているところであります。 

  次に、農産物のブランド化と６次産業化につ

いて申しあげます。 

  農産物のブランド化及び本市産農産物を用い

た消費者の求める商品づくりを推進するため、

農業者や商工業者団体等で組織する寒河江ブラ

ンド・魅力発信協議会を去る10月２日に設立い

たしました。10月26日には協議会初の事業とし

て、首都圏の飲食店で開催されたイベントに市

内生産者等約20名とともに参加し、本市農産物

についてＰＲしてまいりました。飲食店関係者

やイベント参加者など首都圏の方々からは市産

品に対する高い評価をいただくとともに、市内

の生産者は大きな刺激を受けてきたところであ

り、新たな商品開発や市産品のブランド化、首

都圏での販路拡大につながるものと大いに期待

しているところであります。 

  次に、景気・雇用情勢について申しあげます。 

  11月22日に発表された日本銀行山形事務所の

山形県金融経済概況では「山形県の景気は横ば

い圏内の動きとなった」としており、昨年12月

発表分から横ばい傾向が続いております。 

  山形労働局発表の10月の県内有効求人倍率は

原数値で1.57倍、ハローワークさがえ管内にお

いても1.26倍、寒河江市内に限りますと1.62倍

であり、１倍を超える高い水準が続いておりま

す。 

  一方、10月末現在の西村山管内の就職を希望

する高校生の内定率は85％であり、昨年同期と

比較すると８％の減となっております。引き続

き高校新卒者就職内定率100％に向けて、雇用

対策事業として地元企業への就業を促進するイ

ンターンシップ事業を初め就職後のフォローア

ップ活動を行ってまいります。 

  今後も関係機関と連携を図りながら、社会経

済情勢の変化に的確に対応した効果的な雇用対

策を推進してまいる考えであります。 

  次に、企業誘致について申しあげます。 

  中央工業団地の企業でありますカルソニック

カンセイ山形株式会社については、国内生産拠

点の再編により来年10月末をめどに操業を停止

することとなりました。平成20年８月から約11

年間、本市の中核企業として地域経済発展に尽

力をいただきました。来年の10月までは現在の

生産体制を維持し、12月までは従業員の雇用が

継続されると伺っております。 

  市といたしましては、今後も情報交換を重ね

ながら、特に従業員の皆様の再就職について、

ハローワークや民間の再就職支援会社と連携し、

また工業団地内企業に対しても従業員の雇用を

お願いしていくなど、できる限りの支援をして

まいります。 

  また、中央工業団地への企業の誘致につきま

しては、10月に自動車附属品修理販売業の会社

と約0.2ヘクタールの分譲契約を締結している

ところであります。 

  次に、プレミアム付き商品券事業について申

しあげます。 

  10月からの消費税率引き上げに伴う影響の緩

和を目的に実施しておりますプレミアム付き商

品券事業につきましては、平成28年４月２日か
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ら令和元年９月30日までに誕生した乳幼児

1,055名分の商品券購入引きかえ券を該当世帯

に発送し、また国が定めた購入対象者の要件に

該当する可能性の高い令和元年度の市県民税が

非課税である7,030人の方々へ案内を発送いた

しました。10月２日現在で3,532人の方々から

申請を受理しているところであります。 

  寒河江まつり及びやまがた雪フェスティバル

について申しあげます。 

  去る９月13日から15日にかけて、古式流鏑馬

や神輿の祭典など歴史と伝統ある寒河江まつり

が開催されました。３日間、天候にも恵まれ、

寒河江八幡宮の神事である放生会や観月雅楽会、

流鏑馬奉納などが厳かにとり行われたほか、第

37回の開催となる神輿の祭典など、多くの皆様

に御観覧いただいたところであります。さらに、

ふるさと芸能まつりを初め歌やお笑いのステー

ジイベントのほか、初開催として市の魚に制定

している清流寒河江川のアユを活用したつかみ

取りイベントなどを実施した結果、３日間で13

万人の観客数となり、寒河江の秋の祭りをお楽

しみいただけたものと思っているところであり

ます。 

  また、第５回を数えるやまがた雪フェスティ

バルは、来年１月31日から２月２日までの開催

期間を予定しておりますが、会場内や周辺の街

路樹へのイルミネーションについて、クリスマ

スなども含めたウインターイベントとして楽し

んでいただくため、11月29日から点灯を行った

ところであります。チェリークア・パーク内の

各施設独自のイルミネーションも同時点灯し、

合計20万球を使用した県内最大級のイルミネー

ションスポットとなっておりますので、２月中

旬までの期間中、市内外から多くの皆様に会場

に足を運んでいただければと思っているところ

であります。 

  最後に、2020年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に係るホストタウンである大韓

民国ローラースポーツ連盟国家代表選手の強化

合宿が本市を本拠地として11月６日から26日に

かけて行われました。期間中、韓国ローラース

ポーツ連盟会長を初めとする役員の方々も本市

を訪問され、今後のホストタウン事業やオリン

ピック出場に向けた取り組みなどについて懇談

をいたしました。さらに、韓国選手団が参加し、

市内醍醐小学校でスケートボード体験教室、給

食交流会を実施したほか、地元愛好者との合同

練習など交流事業も開催いたしました。引き続

き代表選手の受け入れや文化交流などホストタ

ウン事業を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

  以上、第３回定例会以降の主な市政の概況を

申しあげましたが、今後とも議員各位の御理解

と御協力を賜りながら市政運営に努めてまいり

ますので、よろしくお願いを申しあげる次第で

あります。以上であります。 

 

質     疑 

 

○柏倉信一議長 日程第５、行政報告についての

質疑でありますが、後日行われます一般質問の

通告内容等と重複しないよう、議員において配

慮されますようお願いいたします。 

  ただいまの行政報告の市政の概況について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第６、議第51号寒河江市教

育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 

 

議 案 説 明 
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○柏倉信一議長 日程第７、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 議第51号寒河江市教育委員会委

員の任命についてを御説明申しあげます。 

  教育委員会委員のうち國井晴彦委員が本年12

月26日をもって任期満了となりますので、引き

続き任命いたしたく提案するものでございます。 

  よろしく御審議の上、御同意くださいますよ

うお願い申しあげる次第であります。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第８、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第51号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第９、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議第51号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第51号寒河江市教育委員会委員の

任命についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第51号につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第51号についてはこれに同意する

ことに決しました。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第10、議第52号寒河江市三

泉財産区管理会財産区管理委員の選任について

及び日程第11、議第53号寒河江市高松財産区管

理会財産区管理委員の選任についての２案件を

一括議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第12、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 議第52号寒河江市三泉財産区管

理会財産区管理委員の選任について及び議第53

号寒河江市高松財産区管理会財産区管理委員の

選任についてを一括して御説明申しあげます。 

  三泉財産区管理会財産区管理委員が本年12月

23日をもって、また高松財産区管理会財産区管

理委員が令和２年２月29日をもってそれぞれ任

期満了となりますので、寒河江市財産区管理会

条例第４条の規定により、委員の選任について

議会の同意を求めるものでございます。 

  ２議案について御同意くださいますようよろ

しくお願いを申しあげます。 

 

委 員 会 付 託 
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○柏倉信一議長 日程第13、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第52号及び

議第53号については、会議規則第37条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第14、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  初めに、議第52号について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第53号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、議第52号寒河江市三泉財産区管理会

財産区管理委員の選任についてを採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第52号につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第52号についてはこれに同意する

ことに決しました。 

  次に、議第53号寒河江市高松財産区管理会財

産区管理委員の選任についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第53号につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第53号についてはこれに同意する

ことに決しました。 

 

報     告 

 

○柏倉信一議長 日程第15、報告第９号損害賠償

の額の決定についての専決処分の報告について

を議題といたします。 

  市長から報告を求めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 報告第９号損害賠償の額の決定

についての専決処分の報告についてを御説明申

しあげます。 

  本件は、令和元年９月７日午後３時ごろ、寒

河江市大字高屋字北江11番地、寒河江市立南部

小学校地内において、同校の運動会片づけ作業

中、同校ＰＴＡ役員が勤務先所有のトラックに

て同校敷地内側溝にかかるグレーチングの上を

通過した際、側溝の一部が欠落していたことに

よりグレーチングがはね上がり、車体の一部が

破損した事故について示談書を取り交わすに当

たり、地方自治法第180条第１項の規定により

専決処分をしたので御報告申しあげるものでご

ざいます。 

  なお、賠償金については、全額、市加入の全

国市町会市民総合賠償補償保険から補塡される

ものでございます。 

  以上でございます。 

 

質     疑 
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○柏倉信一議長 日程第16、これより質疑に入り

ます。 

  報告第９号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第17、議第54号令和元年度

寒河江市一般会計補正予算（第５号）から日程

第33、請願第２号次期食料・農業・農村基本計

画に関する請願までの17案件を一括議題といた

します。 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第34、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 初めに、議第54号令和元年度寒

河江市一般会計補正予算（第５号）を御説明申

しあげます。 

  このたびの補正予算は、なか保育所及びみな

み保育所の用地取得に係る公有財産購入費の計

上等を行うものでございます。 

  その結果、１億2,185万5,000円の追加となり、

予算総額を歳入歳出それぞれ196億51万3,000円

とするものでございます。 

  次に、議第55号寒河江市コミュニティセンタ

ーの設置及び管理に関する条例の制定について

を御説明申しあげます。 

  自主的な地域づくり活動を推進し、もって地

域の連帯感の醸成及び活性化を図るコミュニテ

ィセンターを新たに設置及び管理するため、本

条例を制定しようとするものでございます。 

  次に、議第56号寒河江市職員定数条例の一部

改正についてを御説明申しあげます。 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正並び

に地方公営企業法の規定を下水道事業に全部適

用することに伴い、所要の改正をしようとする

ものでございます。 

  次に、議第57号地方公務員法及び地方自治法

の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定についてを御説明申しあげます。 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴

い、関係条例の整理を行うため、本条例を制定

しようとするものでございます。 

  次に、議第58号寒河江市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正についてを御説明申しあ

げます。 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正によ

る会計年度任用職員制度の創設に伴い、非常勤

職員の育児休業について所要の改正をしようと

するものでございます。 

  次に、議第59号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部改正についてを御説

明申しあげます。 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴

い、特別職の属する非常勤の職が限定されたた

め、所要の改正をしようとするものでございま

す。 

  次に、議第60号寒河江市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の制定について

を御説明申しあげます。 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴

い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償につ

いて定めるため、本条例を制定しようとするも

のでございます。 

  次に、議第61号寒河江市営住宅条例の一部改

正についてを御説明申しあげます。 

  令和元年10月４日に発生した西浦住宅の火災

に伴い、管理戸数の変更を行うものでございま

す。 

  次に、議第62号下水道事業の地方公営企業法

全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例の
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制定についてを御説明申しあげます。 

  地方公営企業法の規定に基づき、下水道事業

に法の規定の全部を適用することから、所要の

改正をしようとするものでございます。 

  次に、議第63号寒河江市下水道条例の一部改

正についてを御説明申しあげます。 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する法

律の公布を受けて標準下水道条例が改正された

ことに伴い、所要の改正をしようとするもので

ございます。 

  次に、議第64号寒河江市公共下水道事業受益

者負担に関する条例の一部改正についてを御説

明申しあげます。 

  地方公営企業法の規定に基づき、下水道事業

の法の規定の全部を適用すること及び規定を整

備するため、所要の改正をしようとするもので

ございます。 

  次に、議第65号寒河江市水道給水条例の一部

改正についてを御説明申しあげます。 

  水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行

に伴い、所要の改正をしようとするものでござ

います。 

  次に、議第66号山形市との間における連携中

枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する

協議についてを御説明申しあげます。 

  山形連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の

締結について山形市と協議することについて、

地方自治法第252条の２第３項の規定により議

決を求めようとするものでございます。 

  次に、議第67号指定管理者の指定の期間の変

更についてを御説明申しあげます。 

  寒河江市立みなみ保育所について、令和３年

度に民設民営化し新たに設置することに伴い、

現行の寒河江市立みなみ保育所の指定管理者の

指定期間を１年間延長するため、議会の議決を

経ようとするものでございます。 

  次に、議第68号土地の取得についてを御説明

申しあげます。 

  史跡慈恩寺旧境内ガイダンス施設等整備事業

用地の取得について、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により議会の議決を求めようとするもの

でございます。 

  次に、議第69号市道路線の認定についてを御

説明申しあげます。 

  円滑な道路交通の確保と住民生活の向上に資

するため、６路線を認定しようとするものでご

ざいます。 

  以上16案件について御提案申しあげましたが、

よろしく御審議の上、御可決くださいますよう

お願い申しあげる次第でございます。 

 

   散    会    午前１０時０５分 

 

○柏倉信一議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第２号       第４回定例会 

   令和元年１２月５日（木）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、要領よくかつ有効に進行されますよ

うお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、質問者の意

をよく捉えられ、簡潔にして適切に答弁される

よう要望いたします。 

 

 一般質問通告書   

 令和元年１２月５日（木）                        （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

２ 

安心して栽培でき

るさくらんぼづく

りについて 

 

農業経営の安定に

ついて 

（１）さくらんぼ栽培の現状について 

（２）さくらんぼの団地造成について 

（３）さくらんぼにおけるスマート農業

について 

収入保険制度について 

１０番 

佐 藤 耕 治 

市 長 

 

 

 

市   長 

３ 

 

 

 

地域創成による未

来都市さがえの次

代を担う若者の市

政参加促進と新た

（１）若者の市政参加に対する課題認識

について 

（２）若者の投票率向上策について 

（３）若者の「探求型」まちづくり推進

８番 

渡 邉 賢 一 

市 長 

教 育 長 

選挙管理委員長 

 



 - 15 - 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

５ 

 

な発想によるまち

づくりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が安心して医

療を受けられる体

制確保と市立病院

等の統合再編問題 

について 

スポーツの盛んな

まちのさがえっ子

の体力向上と生涯

スポーツ振興につ

いて 

について 

 ア 三十路式（２分の３成人式）によ

るふるさと回帰とまちづくり参加に

ついて 

 イ さくらんぼ大学若者学部（仮称）

開講について 

 ウ 若者の「平和使節団」派遣による

海外姉妹都市交流促進について 

 エ 小中学生の国内平和記念（祈念）

都市ヒロシマ・ナガサキ・オキナワ

訪問について  

 オ 若者・女性活躍推進室（仮称）設

置について 

（１）地域医療構想による新改革プラン

との整合性について 

（２）災害時や伝染病蔓延時等の医療体

制について 

（３）寒河江西村山地域の特殊性について 

（１）全国体力・運動能力、運動習慣等

調査結果に対する課題認識について 

（２）市小学校陸上大会等について 

（３）さがえさくらんぼマラソン参加に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市   長 

病院事業管理者 

 

 

 

教 育 長 

 

６ 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

８ 

防災対策について  

 

 

 

 

宅地開発事業の推

進について 

 

 

 

視覚障がい者のた

めの歩行誘導マッ

トについて 

（１）大規模停電時の対策について 

（２）洪水警報について 

（３）危険箇所について 

（４）市民の防災意識について 

（５）防災ラジオについて 

（１）土地利用計画について 

（２）計画の重要性について 

（３）計画期間について 

（４）用途地域の拡大について 

（５）排水整備について 

公共施設への設置について 

３番 

鈴 木 みゆき 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

９ 

 

１０ 

子育て支援について 

 

健康寿命の延伸に

ついて 

幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費

の無償化を 

加齢性難聴者の補聴器に支援を 

２番 

太 田 陽 子 

市 長 

 

市 長 

１１ 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

危機管理について 

 

 

 

 

 

 

 

慈恩寺振興について 

（１）避難所・避難場所の現状について 

（２）過去の避難勧告・避難指示の実績

について 

（３）台風19号に際しての避難所毎の避

難者数について 

（４）教訓及び改善事項について 

（５）住民説明会について 

（６）ＡＥＤの増設について 

（１）ガイダンス施設のオープン時期に

ついて 

（２）アクセス道の整備について 

（３）ＪＲとの連携について 

７番 

伊 藤 正 彦 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

１３ 

 

 

 

 

 

１４ 

 

 

 

 

 

 

１５ 

証明書等のコンビ

ニ交付とマイナン

バーカードについて 

 

 

 

鳥獣被害対策につ

いて 

 

 

 

 

 

災害時の備蓄品及

び避難所について 

（１）証明書等の交付件数について 

（２）マイナンバーカードについて 

 ア 申請状況について 

 イ ＰＲについて 

 ウ 申請促進対策について 

（３）証明書等のコンビニ交付について 

（１）イノシシの民地への出没について 

 ア 報告件数について 

 イ 市の対応について 

（２）イノシシ及びニホンザルによる農

林被害拡大に伴う市の対策の見直し

について 

（３）注意喚起と対策の周知について 

（１）備蓄品について 

 ア 備蓄状況と備蓄場所について 

 イ 乳児や高齢者向けなどの特殊な食

品について 

（２）避難所について 

 ア プライバシー保護の対策について 

 イ ペット同伴について 

５番 

月 光 裕 晶 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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佐藤耕治議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号１番、２番について、

10番佐藤耕治議員。 

○佐藤耕治議員 おはようございます。 

  一般質問トップバッターということで緊張し

ております。よろしくお願いいたします。 

  師走に入り、新元号令和元年もことしで終わ

ろうとしております。明るいニュースも幾つか

ありましたが、ことしの一番は、何といっても

台風15号、19号の被害でありました。台風や豪

雨で被災されました皆様にお見舞いを申しあげ

るとともに、亡くなられた方々の御冥福をお祈

り申しあげます。また、一日でも早い復旧・復

興をお祈りいたします。 

  本市においては、物損被害や農作物の被害に

遭われた皆様にお見舞いを申しあげます。 

  また、幸いにも人的被害がなくほっとしてい

るところであります。 

  災害は今や毎年どこかで発生することが当た

り前のような気がしてなりません。これからの

季節は気温も下がり、火を使う機会も多くなり、

暖房器具は必需品となり、火のもとに互いに注

意をしましょう。 

  また、降雪により除雪作業や屋根の雪おろし、

樹木の雪おろし作業に当たっては、十分注意を

払わなくてはなりません。安全第一で作業をお

願いしたいと思います。 

  早速、一般質問をさせていただきます。 

  通告番号１、安心して栽培できるさくらんぼ

づくりについてお伺いしたいと思います。 

  初めに、さくらんぼ栽培の現状について。 

  さくらんぼ栽培農家の年齢層と後継者の優遇

に関して、65歳未満の就農人口及び65歳未満の

うち後継者のいる農家数についてお尋ねいたし

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  佐藤議員からはまず、さくらんぼ栽培農家の

年齢層などについて御質問をいただきました。

具体的な数字も伴いますので、農林課長のほう

から御答弁を申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 門口農林課長。 

○門口隆太農林課長（併）農業委員会事務局長 

  お答えいたします。 

  さくらんぼに限定した農家の年齢層の統計と

いったものはございませんが、農林業センサス

2015によりますと、市内販売農家における農業

就業人口は2,285人であり、65歳未満は795人で

約35％となっております。４年前の調査値であ

るため現状把握したものではございませんが、

間もなく年明けの２月から最新の調査が始まり、

今後最新の数値が示されることと思います。 

  また、本市の販売農家戸数は1,215戸あり、

そのうち65歳未満の農家戸数は498戸でござい

ます。これに対しまして、後継者がいる農家戸

数は186戸で、65歳未満の農家戸数の約37％と

なっております。これはさくらんぼ農家に限定

した数字ではないものの、さくらんぼの経営体

数の全体の経営体数に占める割合が約84％であ

ることからも、さくらんぼ農家の年齢層や後継

者も同じような割合ではないかと推測をしてい

るところでございます。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ありがとうございました。 

  2015年ということで、約４年前のデータとな

りますけれども、年々後継者並びに平均年齢が

高くなっていることからすれば、やはりだんだ

ん減少傾向には間違いないのかなということも

感じられているところでございます。 

  続きまして、さくらんぼ面積と生産量につい

てお尋ねしたいと思います。 

  市内の平場地域と中山間地域におけるさくら

んぼの栽培面積、１農家当たりの平均面積及び

主力品種である佐藤錦と紅秀峰、新品種の山形
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12号、やまがた紅王でございます。栽培面積に

ついてお尋ねいたしたいと思います。 

  あわせて佐藤錦、紅秀峰、紅さやかの生産量

についてもお尋ねいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 さくらんぼの栽培面積及び生産

量についての御質問でありますが、先ほど同様、

農林課長のほうから具体的にお答えを申しあげ

たいと思います。 

○柏倉信一議長 門口農林課長。 

○門口隆太農林課長（併）農業委員会事務局長 

  お答えいたします。 

  市内のさくらんぼの栽培面積につきましてで

すが、まず、中山間地域を定義させていただき

たいと思います。 

  食料・農業・農村基本法におきまして、地域

振興立法の指定を受けている地域を中山間地域

等と規定しておりますので、同様に区分して考

えさせていただきますと、さくらんぼの栽培面

積は中山間地域等で103ヘクタール、その他の

平場地域で241ヘクタールの全体で344ヘクター

ルとなっております。そこで、１農家当たりの

平均栽培面積では、約30アールでございます。 

  また、国が県単位で公表している特産果樹生

産動態等調査結果から本市の品種ごとの栽培面

積を推測いたしますと、主力品種である佐藤錦

は約250ヘクタール、紅秀峰は約50ヘクタール、

紅さやかは約15ヘクタール程度でございます。

なお、新品種の山形Ｃ12号の栽培面積につきま

しては、昨年度が苗木配付の初年度で調査が行

われていないことから把握できておりませんが、

申請本数について言えば、平成30年度分が

2,306本で、県全体の13.8％を占めており、県

内第３位となっております。 

  次に、生産量について、これも公表値がござ

いませんので、本年５月に行われた着果数の調

査結果などから推測いたしますと、本市におけ

る生産量は約1,200トンでございます。これは

昨年の８割程度の生産量でございますが、こと

しは作柄不良に加え、６月のひょう害もあった

中での厳しい数字と受けとめております。 

  また、品種ごとの生産量につきましては、佐

藤錦910トン、紅秀峰190トン、紅さやか60トン

程度と推測をしているところでございます。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ありがとうございました。 

  大分中山間地の面積が多いなというふうに私、

今捉えておりました。今、幸生、田代、谷沢山、

平野山、中郷、平塩等の山間部でも随分さくら

んぼ栽培をやめている方が毎年目につくように

なってまいりました。なかなか本当に厳しい環

境、家庭環境も農業経営もあると思っておりま

す。やはり後継者がいない分、どうしても年を

とっていくとやめざるを得ない方がたくさん出

てくるのかなというふうに実情を把握している

ところでございます。 

  そこで、未来都市像である「さくらんぼと歴

史が育む スマイルシティ 寒河江」をさらに

推し進めるためにも、さくらんぼ栽培が基本と

して認識しております。さくらんぼ農家の高齢

化とともに、年々離農者が出て、栽培面積が減

少している状況ではないでしょうか。新規就農

者も大変重要であります。しかし、このままの

状況が続けば必然的にさくらんぼ農家も減少し、

産地としても危惧されます。これまでの栽培形

態や新しいさくらんぼ栽培における政策的な方

向性が課題ではないでしょうか。市長の御所見

をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、これ

までさくらんぼに適した気候などの栽培環境も

あります。それに加えて個々の生産者の皆さん

が栽培技術を研さんして、高品質なさくらんぼ

を生産していただいているというふうに思いま

す。さらに、農協、関係機関、団体、行政など

も含めるのでありましょうかね。そういった関
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係者が一丸となって取り組んできたわけであり

まして、そういった結果、さくらんぼ産地とし

て全国的に知名度を獲得してきたものと認識を

しております。 

  一方で、先ほど農林課長からもお答え申しあ

げましたが、センサスによると2010年から2015

年までの間で栽培農家は173戸減少しておりま

す。面積では23ヘクタール減少していると、

2010年から2015年までの間でありますね。現在

はさらに御指摘のとおり、高齢化、それに伴う

離農などによってさらに減少しているのではな

いかと推測されるところであります。 

  寒河江市といたしましては、寒河江のシンボ

ルでありますさくらんぼの栽培を継続していく、

そして、できれば発展をさせていきたいと、さ

らに、規模拡大などの意欲ある生産者、中には

新しい生産者の方もいるかもしれませんが、そ

の生産環境を整えていくこと。そして３つ目に

は、寒河江のさくらんぼのブランド化というも

のをさらに一層推進をして魅力ある農業品目と

してさらに充実発展をしていくことなど、そう

いう３つの大きな目標を掲げてこれまでも取り

組んできたところであります。 

  具体的に申しあげますと、高齢化によって作

業の負担の軽減を図るということが大変重要で

ありますから、そういった課題に対応するとい

うことで、さくらんぼ作業負担軽減安全確保事

業によって高所作業車等の導入やＹ字仕立てな

どの省力樹形推進によって申しあげました作業

負担の軽減を図っていくこと、さらに、負担軽

減ではなくて、労力軽減ではなくて、経済的な

軽減などもやっぱり大変負担が大きいというこ

とでありますので、国や県の補助事業なども活

用して雨よけハウスの新設などに支援をさせて

いただいております。 

  さらに、ブランド化についてはトップセール

ス、あるいは海外輸出の展開などによって販路

拡大をしてきているところでございます。そう

したこれまでの努力はあるわけでありますけれ

ども、今後はさらにこれらに加えて、寒河江の

みならず他の市町村の優良事例なども大いに研

究をしながら、また新規就農者やさくらんぼ栽

培に新たに取り組む方をふやして面積を維持拡

大していく、そういう新たな施策の創設を真剣

に検討していかなければならないというふうに

考えております。それには何よりも生産現場で

頑張っていただいている皆さんの声が一番大事

でありますので、そうした皆さんの御意見をお

伺いしながら鋭意施策に反映していきたいと考

えているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。 

  これまで私も四十数年さくらんぼ栽培に携わ

ってまいりました。大変技術的なものは進歩し

ております。昔は土地を借りる、購入するとい

うことはほとんどできない状況下であった中で

は、逆を返してみれば本当にやれる条件として

はやり方次第では若い人、そして収入を上げる

ためにもチャンスではないかなと思っていると

ころであります。ですから、本当にやる気のあ

る方を育てるということではすごく市長と同様

にこれからも前向きに推し進めていってもらい

たいと思います。 

  次に、さくらんぼの団地造成についてお伺い

したいと思います。 

  現在のさくらんぼ園は、新規就農者のみなら

ずさくらんぼ農家の方々は園地が点在しており、

傾斜地や小面積で栽培している方がほとんどで

あり、家族農業であります。また、さくらんぼ

栽培は一極集中の作業が多く、共同経営や共同

作業も進まない状況下にあります。また、高齢

になり離農する方がさくらんぼ耕作依頼をお願

いしても、傾斜地や小規模であったりして、受

託側では園地の箇所数がふえることで作業効率

が低くなることや労働力確保に苦慮していると

ころで受託栽培が進まない状況下になっており
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ます。 

  これまで栽培技術のばらつきがあり、剪定の

難しさなどがありましたが、近年は剪定技術も

確立しております。１年生では何センチのとこ

ろではさみを入れ、翌年に何本の枝が出て、２

年目ではどの角度の枝を切り、残す木も決まっ

ており、３年目では主枝候補を選択し、４年目

になっては、５年目後、10年までのマニュアル

化した仕立て方により主枝が何本、亜主枝が何

本と技術が確立し、収量を上げながら確実に誰

でもが取り組むことができるようになりました。

作業効率を考えた低樹高、長寿命化仕立て方と

して、開心形及び変則主幹形を取り入れて、道

路整備、水源確保、電気設備の整った環境の中

で栽培技術の平準化、共同防除や防草対策と高

温対策や休憩所並びにトイレ環境の整備が構築

されている園地を集団化することで研修生の受

け入れも促進され、さらには訪花昆虫のミツバ

チ導入効果が高くなり、結実安定につながり、

生産量向上が図られるのではないでしょうか。

さくらんぼ栽培に意欲のある農家や法人、さら

には異業種の方々に呼びかけ、平場地域及び関

係者の水はけのよい適地に地域ごとに団地造成

計画を推進していくことが将来の寒河江市のさ

くらんぼ産業として生き残れるのではないかと

私は考えますが、市長の御所見をお伺いいたし

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員御指摘のように高齢化

などによってさくらんぼの栽培面積が減少して

いる中であります。そういった中で、新規就農

者などの皆さんが新たにさくらんぼの栽培に取

り組む方をふやしていこうと、さらには産業の

効率化などによって一企業体において栽培でき

る面積をふやしていくことが、そういった課題

を克服して、さらにはさくらんぼ生産の活性化

につながる道ではないのかなというふうに思っ

ているところであります。そういった中で、議

員からもございましたが、道路や水源、電気な

どのインフラに加えまして、休憩所、トイレな

どの労働環境が整備されたさくらんぼ団地を各

地域に造成していくことといったことは、農業

機械の共同利用などによる作業の効率化や栽培

技術継承の面ではもちろんでありますけれども、

新たに始める新規就農者、あるいは企業参入な

どの呼び水として有効な手段の一つになると思

っているところであります。 

  寒河江市におきましては、御案内のとおり、

これまでも紅秀峰のミニ団地造成などの団地化

に向けた取り組みを支援してきたところであり

ます。その生産者の方々が集まって高品質な紅

秀峰を高価格帯で取引をしているという、三泉

あたりもそうですけれども、そういう事例も出

てきている状況であります。 

  一方、新たなさくらんぼ団地造成を実現して

いくとなれば、農地の集約はもちろんでありま

すけれども、継続して栽培を行う生産者の確保、

それからもちろん造成に伴う財源というんです

かね。資金の確保、その投資が回収できるかな

どといった課題も多くあると認識をしていると

ころであります。 

  今年度、人・農地プランの実施化に向けてア

ンケートを市内の農地を所有する、あるいは耕

作されている方全員に対して実施をして、今後

の農地利用についての考え方を調査させていた

だきました。この調査結果を踏まえて今後各地

域の現状、それから将来の課題を関係者の皆さ

んと共有させていただいて、将来の農地利用を

担う中心的な経営体への農地の集約化に向かっ

た方針といったものを、これは当然のことなが

ら地域内でしっかりと話し合っていただかなけ

ればなりませんが、そういったものをつくって

いければというふうに思います。 

  将来の農地の集約利用といった点においては、

現在の担い手の方、あるいは農業後継者の方だ

けではなくて、今度新たに就農を希望する、あ
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るいは新規参入をしていくなどということをど

うしてくかという点も含めて、そういう視点も

大事でありますので、これはもちろんさくらん

ぼだけではありませんが、他の農産物の団地化

なども含めていろんな議論を進めていかなけれ

ばならないと考えているところであります。 

  市といたしましては、こういった地域、それ

ぞれの地域での議論を深めていただきながら、

団地化に向けて具体的に取り組んでいくなどと

いうことで地域がまとまるということになれば、

そこはもちろん国・県の制度なども十分活用し

ながら、その実現に向けて積極的に支援してい

こうと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。大変方

向性が幾らか見えてきたのかなと、私ちょっと

感じておりました。本当に先ほどの数字の面で

言いますと、平均が30アール、１反歩収入が

100万であれば300万でございます。当然それか

ら支出を差し引くと１年間の残るお金というも

のは少なくなってきているわけですけれども、

複合経営だからさまざまな田んぼや野菜をつく

っている方がたくさんいらっしゃいますけれど

も、やはり１町歩、２町歩の人も実際おります。

当然３町歩以上の方もいらっしゃいますけれど

も、本当に専業で目指す、主力的に目指す方を

これから各地域で10人程度で８つのブロックに

分ければ80人という形になりますけれども、２

町歩ずつ、２ヘクタールずつ保有すればそれだ

けの面積は確保できるということになりますの

で、ぜひ新しい方向性を見出すためにも人・農

地プランの構成員の方々にも、最初からお金が

かかるからだめだでなくて、支援を私たちもす

るから一緒にやりましょうという気持ちで取り

組んでいってもらいたいと思います。 

  そのようなことから今、さまざまな国のほう

でも議論されている、今一番新しい話題でもあ

るかなと思っている３番目になりますけれども、

さくらんぼにおけるスマート農業についてお伺

いしたいと思います。 

  現在のさくらんぼにおけるスマート農業の現

状についてお尋ねいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 スマート農業の現状についてで

ありますが、全国的な状況、それから寒河江市

の状況なども含めて農林課長のほうから御答弁

を申しあげます。 

○柏倉信一議長 門口農林課長。 

○門口隆太農林課長（併）農業委員会事務局長 

  お答えいたします。 

  農林水産省によりますと、スマート農業とは、

ロボット技術や情報通信技術を活用して、省力

化や精密化、高品質生産の実現に向けて取り組

む新たな農業とされております。 

  農業における担い手の高齢化の進展や労働力

不足が深刻化する中、スマート農業の活用によ

り作業の省力、軽労化、新規就農者の確保、栽

培技術の継承等が期待されているところでござ

います。 

  果樹栽培におけるスマート農業については、

栽培管理における情報通信技術の活用や自動制

御によるかん水システム、防除や除草作業の無

人化に向けた技術開発が進んでいるようでござ

います。 

  また、さくらんぼにおいては御案内のとおり、

山形県における生産量が全国の８割を占めてい

ることから、さくらんぼに特化したスマート農

業の技術開発は全国規模では進みにくい状況で

はないかと考えております。県においては、山

形大学とさくらんぼの収穫ロボットの開発を行

い、2024年の実用化を目指し、試作段階で課題

となっている収穫効率の向上やコスト削減など

の課題解決に向けて取り組んでいるようであり、

このような技術が実用的なものになることを期

待しているところでございます。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 
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○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。 

  さくらんぼ生産者が必要とされる機械開発や

労力軽減になる機械が重要と私は考えておりま

すが、市長のさくらんぼにおけるスマート農業

についてどのように考えているのかお伺いした

いと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 スマート農業の現状については、

先ほど農林課長のほうから御答弁を申しあげま

したが、ＩｏＴによる遠隔制御、それからＡＩ

の進化による自動制御技術の開発など、ＩＣＴ

の進化によってこれまで不可能であったものが

いろいろ実現しているということであります。 

  さくらんぼ生産の現場においてもさまざまな

作業段階において、このスマート農業の導入が

可能ではないかというふうにも考えているとこ

とであります。 

  このスマート農業の導入に当たっては、生産

者の皆さんが本当に真に必要としている技術と

いうんですかね。そういうものは何かというこ

とが最も大事なのではないかと思います。 

  他方、いろいろ機器材ということになるんで

ありましょうから、そういった機器材の導入に

ついては、おのずと投資の経費、費用もかかっ

ていくということになるわけでありますが、初

期の段階でありますから、技術としてどの程度

安定性があるのか、効果があるのかなどという

のは、まだまだ不安定な、不確実なところがあ

って、生産者の皆さんも不安を持っておられる

というふうにも思っております。 

  市といたしましては、さくらんぼに限りませ

んけれども、このスマート農業についての情報

などを収集して、それをまず農業者の皆さんに

的確に提供していく、あるいは実際の農家の皆

さんが技術に触れる機会などを設けていくとい

ったことで、農業者の皆さんがそういう実態を

踏まえてどういうふうなものに導入などを考え

ていけるかということをお聞きしながら、意向

を聞きながら取り組みを進めていくべきだと考

えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当に農家が欲しいもの、必要

なもの、経費がかかってくるかと私も思います。

しかし、効率化ということではこのスマート農

業、これから新たにさまざまな展開をしていた

だきたいと思っているところです。 

  私が考えておりますことを述べさせていただ

きますと、さくらんぼ作業には剪定作業、防除

作業、草刈り作業、ビニール被覆作業並びにビ

ニール撤去作業、施肥散布、収穫関連作業など

が主にあり、中でも３つの機械開発を願ってい

るところであります。 

  １つ目として、高所作業であるビニール被覆、

ビニール撤去作業が苦慮している現状であり、

最も重労働で危険を伴います。ビニール被覆の

自動化や収穫後のビニール撤去の自動化のでき

る機械が必要であります。せめて半自動でも開

発が進むことを願ってやみません。このことは、

農作業事故の一番に上げられているハウスから

の落下事故も心配しているところでもあります。 

  ２つ目は、高性能選果機であります。さくら

んぼの収穫期は早朝に三、四時間程度、その後

選別作業に４時間程度、さらに箱詰め作業に３

時間程度の時間を要しており、収穫後の労働時

間が大半を占めております。現在の市販されて

いる選果機がありますが、処理能力が低く、精

度も低い現状にあります。私が何度か視察して

まいりました幕張メッセで開催されている国際

農業資材ＥＸＰＯでは、各メーカー等が出展さ

れており、その中に高性能選果機として１時間

当たりの処理能力はずば抜けて高く、重量の選

別ロボットと高性能光センサーによる糖度の選

別も兼ね備えた機械がオーダーメードで作製可

能であると聞いております。雇用確保の軽減に

なると確信をしました。農家が利用できる高性

能選果機の開発研究と導入促進を願っておりま
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す。 

  ３つ目として、自動箱詰め機械ロボットであ

ります。現在の箱詰め作業は均一に並べた手詰

めやパック詰めとばら詰めなどがあり、近年で

はパックばら詰めの需要が大半を占めているよ

うになっております。しかし、労力的負担が大

きくなっており、雇用確保が必要であります。

自動パックばら詰め機械ロボット開発など、そ

れぞれ述べました３つを推し進めることが、私

はこれからのさくらんぼ栽培の労力軽減につな

がると考えておりますが、市長の御所見をお伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 果樹栽培のスペシャリストでも

あります佐藤議員から御自身の経験なども踏ま

えてスマート農業の可能性について３つの機械

開発について御提案をいただいたわけでありま

すが、１つ目の雨よけハウスのビニール被覆に

関しましては、御指摘のとおり、労力軽減のみ

ならず、安全確保という面からも大きな課題で

あると思っております。 

  また、２つ目の選果機につきましては、寒河

江市でも昨年度からさくらんぼ作業負担軽減安

全確保事業の一環として選果機の導入支援を行

っているわけでありますけれども、御案内のと

おり、現在の選果機というのは重量センサーの

みで、さまざまな農産物を対象とするもので、

それをさくらんぼ向けに改良しているというわ

けであります。さくらんぼの出荷過程において

実際は選果作業をスムーズに行うには経験とい

うのが大変重要であるというふうになっている

わけでありますけれども、高齢化が進んで人材

確保がなかなか困難だというわけでありますの

で、さくらんぼに特化した選果機というものに

対しては生産者の皆さん大変大きな期待を持っ

ているというふうにも思います。 

  それから、３つ目の箱詰め、パック詰めにつ

いて、それを行うロボットということでありま

すが、これも経験、なれが必要な作業でありま

すので、そういった意味で選果機同様に生産者

あるいは関係者の皆さんから期待はされている

と思います。 

  御指摘の３つの点などについては、普及し、

実現が図られればさくらんぼ栽培において効率

化、それから負担軽減の面で大変大きな効果が

得られるものと思います。ぜひ実現できればい

いと思いますし、それも高額でなくて、ある程

度の安い価格で導入できるようになれば、それ

はさくらんぼの栽培に携わる方々も若い人もふ

えてくるでしょうし、面積もふえるという、そ

ういうところがこのスマート農業の可能性とし

て大きくあるのではないかと思っているところ

でありますので、我々もそういったところを注

視しながらいろんな農家の皆さんとの意見交換

などを通じてそういった技術の普及などに取り

組んで支援していければと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 大変進むべきところに進んでい

けばさくらんぼ栽培が生き残れるというふうに

私は今捉えておりました。 

  このスマート農業に対しては、最先端の機械

の開発はものづくり日本では可能であります。

研究開発にはそれ相当の時間とお金も必要であ

ります。寒河江市から山形県をリードするさく

らんぼにおけるスマート農業を先駆けて、国や

県と連携をして、機械開発を推進してはと私は

考えますが、市長の御所見をお伺いしたいと思

います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市のさくらんぼ、大変

我々も誇りにしている農産物であります。それ

をさらに進めていくための先端技術の開発導入

という御質問でありますが、御案内のとおり、

もちろん寒河江市だけではそういう技術開発と

いうことはなかなかできないわけでありますの

で、当然のことながら国あるいは県、さらには
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大学の研究機関、そして今では技術を持つ企業

などとの連携というのは不可欠であろうと思っ

ているところでありますし、そういった技術開

発を進めていくには現場の生産者の皆さんの御

意見、御協力といったものが何としても不可欠

であろうかと思っているところであります。そ

ういった技術開発を進めていけるような環境を

つくっていくということも大事なのではないか

なと思います。先ほども申しあげましたが、そ

のためにはある程度の法人化とか、集団化によ

る生産体制の大規模化といったことを進めてい

くことによってそういう技術開発、あるいは企

業などがそういう事業に参入しやすいような環

境をつくっていくというふうになるのではない

かと思っているところであります。 

  寒河江のさくらんぼを高めていくという意味

で大変すばらしい御提案をいただいているとこ

ろでありますが、もちろんそういう技術開発と

いうのは、寒河江市の農家だけではなくて、山

形県全体の農家が享受していく技術だと思いま

す。山形県はさくらんぼ、さくらんぼは山形県

でありますから、これからもそういう山形県の

さくらんぼ、寒河江のさくらんぼを守り育てて

いくための方策というものを重要な視点として

捉えて農業振興、さくらんぼ振興に努めていき

たいと考えているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきましてありがと

うございました。 

  寒河江市はさくらんぼなしでは語れません。

これまでもこれからも日本一さくらんぼの里と

して君臨していくためにもさくらんぼ栽培が基

本であると思っております。 

  昨今の学識者によると、地球温暖化により40

年後にはさくらんぼ適地が北上し、青森、北海

道が適地になり得ると危惧されております。自

然的条件や社会的条件に左右されやすい作物で

あることからも、現状把握から研究開発と環境

整備や消費者ニーズ、ＰＲ活動、方針など、幅

広く検討課題を明確化することで課題解決を見

出せるのではないでしょうか。これまで幅広く

多くの方々からさくらんぼについてお話を聞く

機会があり、異業者の専門的立場からの助言で

今後のさくらんぼ振興に当たっての画一的な考

え方ではなく、幅広い視野から担い手や中核的

農家、農業関係団体のみならず、学識経験者を

初め、教育関係者、高校生、大学生、事業者、

消費者、ＮＰＯ、一般公募者など、幅広い観点

から有識者を募り議論する場を設けていただき

たいと提案するものであります。 

  続きまして、通告番号２番、農業経営の安定

についてお伺いしたいと思います。 

  収入保険制度について伺いたいと思います。 

  農業経営は、自然的条件や社会的条件に左右

されやすく、特に近年の異常天候による台風や

豪雨、さらにはひょうの被害等もあり、１年１

年橋渡しのようでは持続可能な農業経営とは言

えません。安定経営を持続するためにも昨年か

ら国が推進しております収入保険制度がありま

す。 

  収入保険制度は農畜産物全般に適用されてお

り、自然的、社会的要因による大半の収入減に

適用されます。 

  しかし、収入保険制度の加入要件として、青

色申告者となっております。本市の農業青色申

告者数をお尋ねいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の農業青色申告者数に

ついては、農林課長のほうからお答えを申しあ

げたいと思います。 

○柏倉信一議長 門口農林課長。 

○門口隆太農林課長（併）農業委員会事務局長 

  お答えいたします。 

  寒河江市の平成30年分の農業申告者数のうち、

自家消費のみの方など、農作物を販売されてい

ない方を除くと申告者数は1,679名でございま
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して、そのうち青色申告者数としましては219

名でございます。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 青色申告者数は大変少ない状況

でありますので、ぜひ青色申告者促進に力を注

いでいただきたいと思います。 

  収入保険制度は、自然災害、市場価格が下落、

災害で作付不能、病気で収穫不能、倉庫の浸水

被害、取引先の倒産、盗難や運搬中の事故、為

替変動での大損など幅広く適用されております。 

   〔パネルを示す〕 

  パネルを準備いたしましたので、ごらんいた

だければと思います。 

  ちょっと文字が小さくて市長から見えるかど

うかちょっとわかりませんが、この収入保険制

度は真ん中にございます。一番上は500万円、

２番目が1,000万円、３番目が2,000万円となっ

ております。それは基準収量といいまして、基

準収量は１年間の所得、過去５年間の平均の数

値を基準収量とされております。例えば1,000

万円の売り上げの方は、保険料７万7,724円、

積立金22万5,000円、事務費２万2,320円となり、

負担額合計で32万5,044円となります。収入が

高ければ、保険料、積立金も上がります。積立

金は一時金でありますが、保険料は毎年掛金と

して発生いたします。全国的に推進されており

ますが、加入者の保険料負担が大きいことから

少ない状況下であります。しかし、農業県とし

て先駆けて県自治体が保険料への補塡金を実施

している実態もあります。 

  現在、本市の収入保険制度の加入者数は20名

程度と少ない状況にありますが、今後の農業経

営には安心・安全な取り組みが持続可能な農業

経営の基盤となっていくと私は考えております。

寒河江市でも収入保険制度加入促進を図ること

で安定した農業経営ができる振興につながるの

ではないでしょうか。 

  収入保険制度の保険料に対しての補助金を考

えてはどうでしょうか。市長の御所見をお伺い

いたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の収入保険制度は、平成

31年１月からスタート、ことしの１月からスタ

ートしたわけであります。御指摘のとおり、こ

の制度はさまざまなリスクをカバーするという

ふうになっているわけであります。品目や枠に

とらわれずに、また、自然災害による収量減少

だけでなくて、価格低下なども含めた収入減少

を補塡する保険であるわけであります。ただ、

青色申告を行っている農業者の方が対象となる

というわけであります。保険期間の収入が基準

収量の９割を下回った場合に下回った額の９割

を上限として補塡されるものであります。先ほ

ど御指摘がありましたが、保険料と積立金を支

払って加入すると、こういうふうになっている

わけであります。現在は、令和２年１月からの

補償開始に向けて加入手続が始まっている状況

であります。寒河江市の加入状況につきまして

は、11月末現在で19企業体となっております。 

  御指摘のように、収入保険に加入できる方は

青色申告を行っている農業者でありまして、ま

た、掛金が安くはない、高いということから、

県内の加入率については青色申告者数が１万

369経営体に対して保険に加入しているのが699

経営体ということで、6.7％でございます。 

  また、寒河江税務署管内におきましては、青

色申告者数が414経営体に対して加入者数が51

経営体ということで、その加入率は12.3％、県

平均よりは倍ぐらい近くにはなっているという

ことであります。そして、令和２年１月からの

ものについては、掛金の安いタイプのものがつ

くられて加入しやすくなっているという状況に

なっております。 

  御質問にはこの収入保険制度に対して市独自

の補助金制度を創設してはいかがかということ

でございますけれども、御案内のとおり、その
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他の農業共済事業、共済制度などもあって、ま

た、そういった他業種の共済事業とのバランス、

兼ね合いなども考慮いたしますと、まだそうい

う時期ではないのではないか、我々としては今

後の検討課題というふうにさせていただきたい

というふうに思っているところでありまして、

まずはその県の農業共済組合、あるいは寒河江

の農協などの関係団体と連携をして、収入保険

制度のメリットを農業者に伝えて普及を進めて

いくこと、そして、加入条件となる青色申告実

施者をふやしていくことが大変重要だと考えて

いるところでありまして、そういうために今、

農業者の皆さんへの働きかけ、あるいは研修会

なども開催をするなどして情報提供を行って、

安定した農業者の皆さんが農家経営ができるよ

うなさまざまな環境づくりを進めていくという

ことが当面重要なのではないか、その上でこの

保険制度についてどういった支援ができるかな

どについて考えていくべきなのではないかと考

えているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 この保険制度は、先ほど市長か

らも答弁の中でもありましたけれども、今、田

んぼでみなしとか、あと果樹共済とか、作物共

済、稲作でも当然あります。保険制度に加入す

れば今言ったやつは全て入れません。ですから、

総合的な保険制度ということで、今、私の当然

仲間ですけれども、長野県、群馬県、栃木県、

千葉県、その専業の方々、兼業の方々、かなり

今保険制度について入っていればよかった、果

樹共済ではそれのことしかお金が要件として満

たされないので本当に困っている実情にあると。

このたび寒河江市ではそういう大きな災害がな

いからこそ大きく話題になっておりませんけれ

ども、本当に万が一有事になって、例えばリン

ゴの畑に土砂が流れたら、お金はマックスで

100万ほど１反歩出るそうですけれども、実際

は撤去作業分は出てこないということもありま

して、本当に収入が減少すると、次の年も減少

すれば収入保険制度は同じように補償がなされ

るということになります。ですから、本当にこ

れまでの保険制度と違ったような仕組みでござ

いますので、これからは本当に青色申告者の推

進を図っていただきまして、総合的な保険制度、

収入保険制度はどんなことでも対応できると私

は思っておりますので、一保険のメニューだけ

を見るよりもそのような先の見通しの中では収

入保険制度が適切であると私は感じております

ので、今後よろしくお願いしたいと思います。 

  最後に、これまでさまざまな事業展開により

農林漁業に力を入れてこられた執行部に対し、

農家の皆さんからも期待が寄せられております。

これまでの事業展開も道半ばであり、来年度も

引き続き推し進めていただきたいと願っている

ところです。 

  これで私の一般質問を終わりにします。あり

がとうございました。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号３番から５番までにつ

いて、８番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 無会派議員連合で社会民主党、

市民クラブの渡邉賢一であります。 

  市民を代表して御質問をさせていただきます

が、初めに、このたびの台風15号、19号、そし

て21号と超大型で史上最強クラスの台風により、

最大瞬間風速60メートルを超える突風や集中豪

雨などで東日本の広範囲にわたり未曾有の甚大

な被害をもたらしました。ライフラインが寸断

され、広域かつ長期にわたって停電や断水、道

路や橋梁が寸断、鉄道が不通、今も多くの方々

が大変不自由な生活を強いられております。こ

のたびの災害で亡くなられた方の御冥福をお祈

りするとともに、被害に遭われた皆様に心から

お見舞いを申しあげます。 



 - 27 - 

  私の家族も千葉に住んでおりまして、このた

びの被害を若干受けまして、９月議会の終わっ

たすぐさま現地に行って、引っ越しなどもして

きたわけですけれども、現状はビニールシート

がかけられたり、また屋外広告物ですね、これ

がみんな倒れたり、災害派遣の自衛隊の方々が

行き来するという非常な光景を見て大変なショ

ックを受けてまいりました。頻発する集中豪雨

と年々勢力を増す台風、百年に一度というふう

に言われていたのが、ほぼ１カ月に３回来ると

いう、こうした状況であります。猛暑や寒波等

の異常気象は温室効果ガスを原因とした地球温

暖化との関連が指摘されておりまして、地球温

暖化対策に本格的に取り組むことが喫緊の最重

要課題となっております。私も議会の内外で災

害ボランティアや環境保護活動を通じ、市民の

皆様とともに活動を続けてまいる所存です。 

  それでは、通告した順に質問をさせていただ

きます。 

  通告番号３番、地域創成による未来都市さが

えの次代を担う若者の市政参加促進と新たな発

想によるまちづくりについて御質問させていた

だきます。 

  （１）若者の市政参加に対する課題認識につ

てでございます。 

  まず、冒頭、政治不信のきわみと若者の政治

離れについてでございます。 

   〔パネルを示す〕 

  これをごらんいただきたいと思いますが、連

日報道されている「桜を見る会」の問題は、市

民の多くの皆さんから「国民をばかにしてい

る」、「消費税を増税しておいて安倍首相の後援

会活動に使われている」とのこと、「昭恵夫人

がお友達を招待して私物化している。許せな

い」、こうしたことが言われております。安倍

政権に対する政治不信のさまざまな声をお聞き

していますけれども、最近では菅原前経済産業

大臣が選挙区内で公設秘書に香典や供花を贈ら

せ公職選挙法違反の疑いで辞任。２つ目が、河

井前法務大臣が妻が当選した７月の参議院選で

運動員に法定の倍額に当たる日当３万円を支払

った運動員買収に関与した公職選挙法違反の疑

いで辞任。萩生田文部科学大臣は、来年の英語

民間試験は自分の身の丈に合わせて頑張っても

らえばと突き放した、いわゆる身の丈発言で…

…（「そんなこと言わなくていいんだ」の声あ

り）わかりました。前段にお聞きいただきたい

のですが、この身の丈発言で大学の共通テスト

も英語民間試験導入を延期せざるを得ない。そ

して謝罪をするという、政治資金規正法違反疑

惑も報道されているわけであります。 

  そして、「桜を見る会」は来年度中止するそ

うですけれども、５月９日に内閣府において参

加者名簿などの資料をシュレッダーにかけて破

棄し、安倍首相の後援会から前夜祭に850人が

参加をしたと言われるこうしたもろもろの状況

についても全く不明のまま、そして公金の私物

化、供応買収の疑いが強まっているにもかかわ

らず幕引きをしようとしています。こうした問

題が少なからず若者に政治離れ、そして市政へ

の関心の薄さを助長し、悪影響しているという

ことを専門家からも指摘されているわけであり

ます。 

  ここで御質問ですけれども、第６次振興計画

の市民アンケート集約結果などが先日出されま

した。年代別の回収率と回答者全体の割合をお

聞きしたところ、今年度の回収率は20代が15％、

30代が23％で約８割が回答しないと。割合につ

いても20代が７％、30代が14％で、若者の回答

者というのは全体の２割程度という状況になっ

ております。これは昨年度、一昨年度も同じよ

うな数字と伺っております。総じて20代、30代

の意見反映の割合が著しく低くなっている状況

があるわけですけれども、市長におかれまして

は、市長への手紙や各種計画策定のワークショ

ップ、ウーマンズカフェ、さらにはパブリック
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コメントなどで若者の市政への意見を尊重して

いただいていると思うわけでございますけれど

も、今、若者が市政に対して総体的に無関心に

なっていることを私も危惧しなければならない

というふうに感じているわけでございます。こ

れにつきまして、市長の課題認識について御所

見をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員から若者の市政参加に

対する課題認識についてということで御質問を

いただきましたが、若い方が政治や行政に関心

を持っていただいて、さまざまな視点から意見

や提案をいただくということは、我々にとって

もまちづくりをこれから進めていく上では大変

大事なことで、大きな課題にもなっているとい

うふうにも認識をしているところであります。 

  若者の政治に関する意識としては、市のアン

ケートもありますが、全体的に見ると、公益財

団法人明るい選挙推進協会がことしの７月に行

われた参議院選挙において、若者層の意識調査

を実施しているのであります。その概要を申し

あげますと、全国の満18歳から24歳までの男女

2,000人を対象にして、インターネット調査方

法によって実施をしております。調査の中で国、

それから都道府県、市区町村、それぞれの政治

への注目度について聞いているということであ

ります。その結果を見ると、国の政治に対して

の注目度は50.1％、半分ぐらいあると、都道府

県の政治への注目度は30.4％、３割だというわ

けですね。市区町村の政治への注目度は27.4％、

そういう意味で先ほど御指摘もありましたが、

全国的に見ても市区町村の行政政治への注目度

が低い状況になっていることがうなずけるとい

うふうに思います。 

  市といたしましても、これまで若い方から市

政への参加をしていただきたいということで、

いろんな取り組みをさせていただきました。先

ほど渡邉議員からもありましたが、市長への手

紙、平成25年から小中学校で実施をさせていた

だいております。また、子供さんというわけで

はありませんが、第６次振興計画を策定する際

に子育て世代の女性を中心とした寒河江ウーマ

ンズカフェなども実施させていただいておりま

した。それから、成人式は、寒河江の場合は実

行委員会組織で成人される方からいろいろ取り

組んでいただいているわけでありますから、そ

ういったところでの若い人たちの御意見、ある

いはアンケート調査などもさせていただいてお

ります。 

  それから、消防団なども結構若い方が入られ

ているということで、いろんなワークショップ

などもしていただいて、そういった中から消防

団活動のみならず、市行政全般に対しての御意

見なども頂戴しております。 

  さらには、市に直接ではありませんが、商工

会青年部の皆さんの主催によって子ども議会も

何回か実施していただいて、若い子供さんの御

意見、あるいは青年部の御意見などもいろいろ

聞く機会があったところであります。 

  そういった意味でこれから市政への関心をい

かに高めていくかということになれば、私はも

う少し子供の時代から、子供のころからの意識

の醸成というのも重要になってくるのではない

かと思います。寒河江市ではことしから教育委

員会のほうの事業をしていただいておりますけ

れども、いろんな新しいライフデザインセミナ

ーなどもしていただいておりますけれども、こ

れからもいろんな学校関係の授業の中でも取り

組んでいただけるような工夫を、もちろん教育

委員会ともいろんな話し合いをさせていただき

たいというふうにこれから思っているところで

あります。そういった意味で小さいうちからの

関心を高めていくということも大事なのではな

いかと思っておりますし、若い方あるいは親子

連れなどが多く集まるいろんなイベントを寒河

江ではやっているわけでありますから、そうい
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った機会に合わせて市政の情報を提供する、あ

るいはアンケート調査をするなどということを

させていただきたいと思いますし、また、若年

層からのアクセスがふえるようなホームページ

のつくり方などもリニューアルさせていただけ

ればと思いますし、ＳＮＳのさらなる活用を図

っていければというふうにも思っております。

そういった新たな取り組みを工夫をしながら、

そして気軽にいろんな意見が言える、いろんな

意見を出していただけるような環境づくりを進

めていければと思っているところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今の若者は、皆さんやっぱりス

マホの時代ですので、これにアプリなんかを入

れていただいて、すぐ市政と直結するようない

ろんな情報発信とか、先ほどＳＮＳともいうこ

とでありましたけれども、先端技術を駆使して

いただいて進めていただければと思います。 

  私も今の市長の御答弁に同感しているところ

でございます。 

  さて、２つ目の質問ですけれども、議員のな

り手ということで言えば、大変深刻な状況であ

ります。４月に行われた私どもの市議会議員選

挙は、史上初の無競争となりました。多くの市

民の皆さんに将来の寒河江市について選挙を通

じて訴えたかったことが、その機会さえほとん

どなくなってしまったことは非常に残念でござ

います。 

  先日開催された元町公民館での議会報告会で

も市民のお一人から選挙公報が配布されなかっ

たこと、ポスター掲示板もすぐさま撤去された

ことなどで、私ども議員がどのような思いで立

候補したのか、顔さえもよくわからないとおっ

しゃっておりました。 

  ここで選挙管理委員長に御質問をさせていた

だきます。 

  これは2016年の第３回定例会におきまして内

藤議員が質問しているわけですけれども、本市

の10代から30代までの年代別投票率について、

この５年間の国政選挙結果を見ると、本市の全

体の投票率は約60％で、４割の市民が投票しな

い。つまり棄権をしているわけでございます。

こうしたことから、具体的に10代から30代の

方々の年代別投票率はこの間どのようになって

いたのか選挙管理委員長にお伺いしたいと思い

ます。 

○柏倉信一議長 児玉選挙管理委員長。 

○児玉憲司選挙管理委員長 お答えいたします。 

  まず、平成28年の参議院議員選挙の投票率で

ございますけれども、60.84％となりました。

お尋ねの年代別投票率でございますが、10代が

50.57％、20代が41.05％、30代が47.82％であ

りました。 

  次に、平成29年衆議院議員選挙の投票率は

62.56％となりました。年代別投票率でござい

ますが、10代が51.05％、20代が39.18％、30代

が49.53％でありました。 

  最後に、ことしの参議院選挙の投票率ですけ

れども、60.55％となりました。年代別投票率

ですが、10代が44.70％、20代が39.67％、30代

が48.78％でありました。 

  いずれの選挙におきましても20代の投票率が

最低というふうになっております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 大変びっくりしております。半

分以下という厳しい状況、数字が物語っている

と思います。 

  この低い投票率について、前回３年前は選管

委員長が高等学校への出前講座や新たな有権者

へのダイレクトメールなどで向上させていくと

いう委員長の御答弁がございました。若年層の

底上げでなかなか改善されない低い投票率につ

いて、具体的な取り組みを委員長としてどのよ

うにお考えかお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 児玉選挙管理委員長。 

○児玉憲司選挙管理委員長 お答え申しあげます。 



 - 30 - 

  今、議員おっしゃったように、これまで若者

への選挙啓発につきましては、寒河江高校と寒

河江工業高校に出向きまして、選挙啓発出前講

座を開催しまして、選挙の仕組みについての説

明とか模擬投票等を行っております。また、学

校の希望に応じまして小中学校への出前講座も

開催しております。 

  それから、成人式の際には選挙啓発の冊子、

これらをお配りしております。また、18歳に初

めて選挙権を得られた、選挙人名簿に登録され

て初めての選挙の際には個別に案内状をお送り

し、投票を促しておるというところです。 

  さらに、全国規模の取り組みとはなりますけ

れども、明るい選挙啓発ポスターコンクールが

ございます。このコンクールは、明るい選挙を

呼びかけるポスターを描くことで将来の有権者

である児童生徒に選挙や政治への関心を持って

もらおうというものです。本市においては市内

の小中高の児童生徒から作品を募集し、一次審

査を行っております。その後、県の二次審査、

中央審査が行われております。今年度は本市で

は小学生５名、中学生11名、高校生１名、17名

からの応募がありました。 

  また、28年度参議院議員選挙における新有権

者など、若者の意識調査によりますと、親と投

票に行った経験のある方が投票に行く傾向が高

いという結果が出ております。将来の投票率に

つながるのではないかと考えられますことから、

保育所等を通じまして啓発チラシの配布を行う

など、子連れの投票を推進しております。 

  今後の取り組みに関しましては、関係団体と

連携をとりながら、これまでの取り組みを継続

してまいります。そして、新たに市内事業所で

の20代、30代を対象とした選挙啓発出前講座の

開催を検討しておりまして、10代はもとより、

20代、30代に対しても選挙啓発を行うことで若

年層の投票率向上を図ってまいりたいと思って

おります。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時５分といたします。 

 休 憩 午前１０時４９分  

 再 開 午前１１時０５分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございました。 

  次の選挙に向けて先ほど委員長のほうから御

答弁いただきましたけれども、早急に進めてい

ただいて、次回の選挙にちゃんと数字としてあ

らわれるようにしていかなければならないと思

った次第でございます。 

  さて、時間もありませんので、（３）の若者

の「探求型」まちづくり推進について、５つの

提言をさせていただきたいなと思っております。

これは新年度予算編成においてぜひ実現してい

ただきたいものばかりでございます。 

  １つ目が、三十路式、２分の３成人式による

ふるさと回帰とまちづくり参加についてでござ

います。 

  このイベントは、全国各地で開催され、先日

南陽市でも行われたことが報道されております。

今、移住・定住のさまざまな取り組みが行われ

ているわけですけれども、ふるさと回帰に向け

た再就職と交流、婚活が目的であります。Ｕタ

ーンによる再就職の相談窓口も設定しながら、

本市もぜひ実施していただければと思います。

具体的には、これまでの実行委員会、補助金方

式を改め、３つの中学校の同窓会や２つの高校

の同窓会とタイアップして、もっとハードルを

低くしてたくさんの方が参加できるように進め

ていただきたいと思うのですが、市長の御所見

をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、御紹介ありました事業につ

いては、近年全国でもいろんなところで開催さ

れているということで、地方創生の事業の一環
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として自治体が支援しているという状況もある

と聞いております。 

  生まれ育ったふるさとにゆかりのある方々が

集って、交流を深めて、ふるさとのよさを再認

識するというのは、大変すばらしい事業ではな

いかと思いますし、また、人口減少や若者たち

のまちづくりの参画、先ほど来御質問ありまし

たが、喫緊の課題でありますので、我々もそう

いった取り組みができないかということで考え

ているわけでありますが、こういう事業につい

ては、Ｕ・Ｉ・Ｊターンの促進、あるいは出会

いの場、さらには地域の活性化に大いにつなが

ってくると思います。 

  新聞などを拝見しますと、実行委員会などを

組織してやっておられるということであります

が、そういった場合でも、寒河江市の場合です

と平成29年度から地域の活性化に自主的に取り

組む団体に対して支援する寒河江市地域の活力

アップ応援事業というものを用意させていただ

いております。ぜひこういった事業などはそう

いう実行委員会などを組織して、そういう意欲

ある皆さんから参加をしていただく、そしてそ

れに行政が支援をするという形のほうがやはり

継続的に実施できるというふうに我々は思って

おりますので、そういった意味でぜひ多くの若

い方がそういう取り組みを進めていただければ

我々も支援をさせていただきたいと考えており

ます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 二十の成人式の実行委員会ＯＢ

の皆さんなども有力な助っ人になると思います

ので、そういったところなど、ぜひ御協力をい

ただいて、まずは行政主導で進めていただきた

いというのが私のお願いであります。 

  ２つ目、さくらんぼ大学若者学部（仮称）の

開校についてでございます。 

  全世代の市民に提供できるものにすべきとし

て、事務事業の見直し、総括にも出ているわけ

でございます。これまでの経過を踏まえ、若者

向けの興味深い講座の新設を行ってはいかがか

教育長にお伺いします。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 さくらんぼ大学若者学部（仮

称）の開校についてということでございますが、

さくらんぼ大学につきましては、市民一人一人

が元気なまちづくりを担い、地域づくり、活性

化につながる生涯学習の市民講座として平成26

年度にスタートしてございます。以前は各地区

公民館でライフステージに合わせた各種講座の

開催をしておりましたけれども、少子高齢化、

時代の流れとともに市民のニーズも多様化して

おりまして、講座の見直しが求められて、新た

な市民講座として基本方針と内容について事前

説明をさせていただいて、受講者の御意見など

も頂戴しながら検討を重ねて対象者と講座の見

直しを行っております。 

  高齢者教室、女性講座、少年教育、家庭教育

など、地域団体と深いつながりのある講座につ

きましては、これまで同様に各地区公民館で継

続して実施しております。18歳以上を対象とし

た成人講座につきましては、地区の垣根、ある

いは年齢、性別の縛りをなくして、誰でもどこ

の地区でも興味ある講座を受講できるという新

しい市民講座として開講しているということで

ございます。 

  このような発足の経緯からしまして、年齢、

性別などの制限を連想させるような学部は趣旨

にそぐわないというふうなことで設置をしない

で、世代を超えた「出会い、ふれ合い、高め合

い」で「人と人とがつながって、地域が輝き、

まちの未来を切り拓く」ということを事業のテ

ーマに展開しているところであります。 

  しかしながら、議員御指摘のとおり、受講者

の年齢層を見ますと、残念ながら若者世代の参

加者が少ないというのが現状でございます。こ

のような現状を踏まえまして、日中働いている
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若い方でも参加しやすいように講座日を土日、

あるいは夕方からの日程に設定をしたり、テー

マや内容も世代を超えて興味を持ってもらえる

ような学部を設けるなど、工夫を凝らしている

ところでございます。 

  また、今年度は開講式で受講者以外の方にも

興味を持っていただけるようにということで、

より知名度の高い講師を招聘して、一般の方、

若者含めて一般の方でも受講できる公開講座と

して新規の受講者の開拓も図っているところで

あります。 

  また、受講者の中から運営委員を募って、自

主的な講座運営に協力していただいているとこ

ろでありますが、運営委員会の中でも毎年学部、

講座内容の評価、改善等について御意見を頂戴

して、検討を重ねておりますので、今後とも運

営委員会等と連携、議論しながら、若者から高

齢者まで幅広い年齢層を対象にした魅力ある講

座内容、参加しやすい日程の学習機会を提供で

きるよう、さらなる充実を図ってまいりたいと

考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。ぜひ、

平均の参加者の年齢が60歳以上ということが言

われていまして、若い人が本当に数少ない状況

をまずぜひ改善していただければと思います。 

  続いて、若者の「平和使節団」派遣による海

外姉妹都市交流促進についてでございます。 

  私ども議員団も２年前、訪韓、安東訪問の機

会をいただきました。まずは日韓新時代のさら

なる友好関係を築くため、韓国精神文化の首都、

安東市との市民レベルの姉妹都市交流、草の根

交流を広げるべきではないでしょうか。 

  世界遺産安東河回村の歴史、美と伝統、仮面

劇など、若い人にぜひ訪れていただきたいと思

っています。 

  来年、この若者の平和使節団を派遣し、ぜひ

交流を深めていただければと思いますが、御所

見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ことしの５月、姉妹都市である

安東市と2020年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会のホストタウン事業のパートナー

であります大韓民国ローラースポーツ連盟を私

と市の国際交流協会の役員の皆さんと一緒に訪

問してまいりました。議会定例会冒頭の市政の

概況でも申しあげましたが、また先月には韓国

ローラースポーツ連盟国家代表選手が本市を本

拠地として強化合宿を行って、小学校での交流

授業なども実施していただいたわけであります。 

  日本と韓国との関係については、御案内のと

おりさまざまな報道がなされているわけであり

ますけれども、５月に訪問をした際には、安東

市、それから韓国ローラースポーツ連盟の皆さ

んからは大変温かい歓迎を受けてまいりました。

これまで寒河江市と韓国の交流というのは、安

東市、姉妹都市を中心にして進めてまいりまし

たが、今回のホストタウン登録を契機にソウル

に事務所を置く韓国ローラースポーツ連盟とも

友好関係を築くことができたのではないかとい

うふうにも思っているところであります。 

  御質問の若者の姉妹都市交流につきましては、

去る平成10年に寒河江市少年少女合唱団が安東

市を訪問して公演を行った経過があります。既

に20年が経過しているわけでありますので、平

和使節団の御質問については、事業の趣旨など

を十分整理しながら、国際情勢なども見きわめ

ながら検討をしていく必要があると考えている

ところであります。 

  いずれにしても、安東市とはことしで姉妹都

市締結から45年を迎えているわけであります。

これまで築き上げた歴史ある交流を今後さらに

深めるため、さまざまな取り組みを進めていき

たいと考えているところでありますので、貴重

な御提言をいただきましてありがとうございま

した。 
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○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 この課題につきましては、後日

の一般質問で同僚の先輩議員のほうも控えてい

るわけですので、そこでまたじっくりとやりと

りをしていただければと思いますけれども、ぜ

ひ市役所の係長級あたりの若い人たちが安東市

との交流をまずは進めていただくこともぜひ御

検討いただければと思います。これは御答弁は

結構です。 

  続いて、エの小中学生の国内平和記念（祈

念）都市ヒロシマ・ナガサキ・オキナワ訪問に

ついてでございます。 

   〔パネルを示す〕 

  先日、ローマ教皇が来日し、長崎、広島の被

爆地を訪れ、全世界に核廃絶を呼びかけました。

そのとき教皇がお持ちになった写真でございま

す。 

  これは、報道写真家ジョー・オダネル氏が撮

影したもので、「焼き場に立つ少年」、1945年、

長崎の爆心地において撮られたものでございま

して、これまで私もこの小中学生の平和都市訪

問ということで御提案をさせていただいたとこ

ろでございますが、ぜひ新年度において実現さ

せていただきたいということで、これは教育長

に御見解をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 昨年の６月定例会におきまし

ても渡邉議員より同じような質問があり、お答

えしておりますけれども、子供たちが戦争の悲

惨さを学び、平和を願う気持ちを持つというこ

とは大変重要なことだというふうに思っている

ところであります。 

  去る10月24日、山形県戦没者追悼式が寒河江

市市民文化会館を会場に行われております。こ

の式典の中で、中学生代表として市内中学生２

名が平和の作文として朗読しております。陵東

中学校の男子生徒は、「平和への決意」と題し

て、「私たちが平和のバトンを受け継ぎ、平和

な社会づくりに貢献したい」と、また、陵南中

学校の女子生徒は、「平和への願いを込めて」

と題して、「戦争は二度と繰り返してはならな

い。この言葉を重く受けとめ、心に刻み、平和

を訴え続けなければならないと強く思います」

というふうに語りかけるように朗読しておりま

す。私も会場におりましたけれども、参加者の

皆さんの心を揺さぶる大変すばらしいものだっ

たなと思っております。 

  ２人に共通しておりますのは、社会科の授業

で戦争について学習する中で、なぜこんな悲惨

なことが起こるのかを知りたいという気持ちが

湧き起こり、御家族とともに原爆ドームと広島

平和記念資料館を訪れたということであります。

原爆の被害に遭った広島や長崎、戦場となった

沖縄を直接訪れるということは、戦争の悲惨さ

や人々の苦しみ、悲しみを知る上でとても有効

なことであるということは申しあげるまでもあ

りません。 

  しかし、作文を朗読した２人の生徒は、社会

科の授業を通して戦争はなぜ起こったのかもっ

と知りたいという思いを持ち、実際に広島の地

に赴いたということは、授業を行っている教師

は戦争を知らない世代であります。戦争を知ら

ない教師が行う授業がさらに戦争を知らない子

供たちの探求心を揺り動かしたということだと

いうふうに思います。 

  戦後74年が経過して、戦争体験者、御遺族の

方が減少する中で、戦争の記憶が薄れることが

ないよう、教育委員会としましても、全ての児

童生徒が平和を願う気持ちを持ち、平和のとう

とさが理解できるよう、まずは各学校において

子供たち一人一人の心に訴えかけ、もっと学ん

でみようという、そういった気持ちを喚起する

ような教育実践がなされるように指導してまい

りたいと考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 私も10月24日の戦没者慰霊祭の
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お二人の平和の誓いのときの陵東中の男子生徒

の方の文章を陵東新聞で拝読させていただきま

した。本当にすばらしい内容でございました。

ぜひ、前から申しあげているんですけれども、

多くの皆さんにそこに訪れていただいて、これ

からの寒河江のリーダーになっていただくため

にもこれは継続して御検討をいただきたいと思

います。 

  次に、オの若者・女性活躍推進室（仮称）で

ありますが、これの設置について御提言申しあ

げます。  

  既成概念にとらわれず、市役所のスクラムを

組んでワンチームとして既存の各課の縦割りで

はなくて横断的な事務事業と新しい発想で第６

次振興計画後期アクションプランを検討する上

で、こうした機構改革を行ってみてはというふ

うな御提言でございます。市長の御所見をお伺

いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 本市におきましても今後生産年

齢人口が減少してくるというふうに見込まれて

おりますので、意欲ある若者、それから女性が

その能力を発揮して活躍する社会を形成してい

くということは大変重要な課題だというふうに

認識をしております。特に労働力の不足が懸念

される分野、例えば農業、福祉、介護、物流な

どの分野、また、まちづくりなどにおいても若

い人たち、それから女性の活躍が大いに期待さ

れていると思っております。 

  寒河江市では、平成29年２月に第２次の寒河

江市男女共同参画計画というものを策定させて

いただきました。一人一人がお互いを思いやる

気持ちを持って、個性と能力を発揮しながら笑

顔で暮らせるまちをつくっていこうというのを

基本理念としてさまざまな取り組みを進めてい

るところでございます。 

  現在の体制としては、企画創成課のほうで総

括的な業務を担っていただいて、そして個別の

事業についてはそれぞれの担当課で実施をして

いるというところであります。 

  議員から新たな横断的な自由に活躍できるよ

うな組織をつくってはどうかということであり

ますので、貴重な御提言としてこれからの来年

に向かっての組織編成などの際には大いに参考

にさせていただきたいというふうに思っている

ところであります。いずれにしても若者、女性

の活躍推進というのは大変重要なテーマであり

ますので、計画に掲げております目標の達成に

向かって取り組みをさらに進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  来年１月８日に知事と若者の地域創生ミーテ

ィング、地域の元気創出策などについて意見交

換なども予定されておりまして、ぜひこのこと

も含めて、市民10人が参加予定だというふうに

お聞きしていますけれども、そうしたところな

ども含めて実のある活発な意見交換を期待して

いるわけですけれども、先ほど市長のほうから

もありましたとおり、今後の若者を中心とした

まちづくり、地域創生をぜひ一歩でも二歩でも

前に進めていただくようにお願いをしたいとい

うふうに思います。 

  重要な課題がたくさんありますので、次の通

告番号４、市民が安心して医療を受けられる体

制確保と市立病院の統合再編問題について御質

問をさせていただきます。 

  （１）の地域医療構想による新改革プランと

の整合性について、病院事業管理者にお伺いし

たいと思います。 

  これにつきましては、説明をすればちょっと

長くなりますけれども、厚生労働省によって全

国424の医療機関を実名で評価・公表し、対象

医療機関の再編統合を加速させるために、2020

年、来年の９月までに取りまとめを都道府県に

要請したというものでございます。 
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  今回、私も無会派議員連合の行政視察におき

まして、香川県内の２つの病院を訪問し、既に

統合再編を行っている当該病院についてさまざ

まな声をお聞きすることができました。県内で

も日本海総合病院とか、あるいは置賜広域病院

とかということで、実際行われているわけです

けれども、今、自治体病院そのものの存亡をか

けた国と地方のバトルが行われるとマスコミ各

社が言っているわけです。 

  地域医療の拠点となる本市の市立病院の将来

はどうなのかということが市民も非常に関心が

高いわけでございます。 

  ここで御質問ですけれども、現在進められて

いる新改革プラン、このプランは既に10の数値

目標をクリアされております。これに基づく医

療機能、医療品質の向上、経営の効率化、快適

な療養環境づくりという視点で取り組まれてお

りまして、大きな成果を上げているわけですけ

れども、これと統合再編の問題は、私は別問題

かなというふうに思っているわけです。厚生労

働省のこうした動きに対して、あと、今進めて

いる新改革プランについての整合性について御

認識をお伺いします。 

○柏倉信一議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 まず、御質問の中

で、自治体病院の存亡をかけた国と地方のバト

ルが行われている旨の御発言がございましたが、

当病院としましては、地域住民の医療が最も効

率的に整備されるように国と地方が真剣な議論

を行っている、求められているものと認識して

いるところでございます。 

  続きまして、地域医療構想における新改革プ

ランとの整合性についてでございますが、もと

より当院の新改革プランは、総務省が示した新

公立病院改革ガイドラインと県が策定した地域

医療構想を受けて、平成29年度から32年度まで

の４年間で当院が果たすべき役割と目指すべき

姿を踏まえて平成28年度に策定したものであり

ます。 

  そして、新改革プランでは公立病院の広域的

連携と機能分化を図るため、西村山地域４公立

病院の将来像について、また効率的な整備のあ

り方について検討していくことが必要であると

しており、地域医療構想に伴う再編問題とは相

入れないものではないと認識しております。 

  今後、開催される県の地域医療構想の会議に

おいて、新たな課題が示された場合には、現行

の新改革プランの見直し、または令和３年度か

らの次期新改革プランの策定の中で検討してま

いりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 説明では相入れないものではな

いというふうなことで、再編ネットワークをま

だこれからも検討していかなければならないお

立場だということはわかりました。 

  しかし、（２）にも関係するわけですけれど

も、災害時や伝染病蔓延時の医療体制について、

市立病院というものは間違いなく大きな役割を

果たすわけであります。予想つかない、いつ来

るかわからない自然災害、それによって命の危

険も迫ってくる、こうしたときに本当に身近な

医療機関が縮小されたり、なくなったりすれば、

非常に助かる命も亡くなってしまうのではない

かなと、本市の災害対策マニュアルどおりには

なかなかいかないんじゃないかというふうなこ

とで、ＮＨＫでも連日特番で今、災害、都心の

直下型地震などについて特集しているわけです

けれども、私もそういうふうな状況になってく

るだろうと思います。危機管理上の救急患者の

受け入れ態勢、さらにはウイルスなどの伝染病

による感染症の対策について、万全を期すため

に市立病院の機能強化が図られるようにすべき

でありますけれども、これについての御所見を

お伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 災害時の場合と伝



 - 36 - 

染病蔓延時等の場合に分けてお答えさせていた

だきます。 

  本市が自然災害等に見舞われた場合、寒河江

市地域防災計画に基づき、市は災害対策本部を

設置し対応することになります。 

  当院においては、現に入院されている患者さ

んの安全を確保することが第一と考えておりま

す。その上で、寒河江市地域防災計画にある医

療救護体制整備計画及び医療救護計画に基づい

て市や県の災害対策本部との連絡調整、寒河江

市西村山郡医師会が編成する医療救護班並びに

ＤＭＡＴの派遣医療従事者や各医療機関との連

携による災害時のトリアージや患者の受け入れ

等災害時の医療提供に努めることになります。

これらのことは2011年の東日本大震災時におい

ても経験しているところであります。 

  次に、伝染病蔓延時等の医療体制についてで

ありますが、西村山郡においては県立河北病院

が第二種感染症医療機関として感染症病床を６

床設置しております。当院においては、医療機

器を含めた医療環境の現状から、全ての感染症

を受け入れることは困難な状況にあります。 

  しかしながら、当院では災害時と同様に入院

されている患者さんの安全を確保することが第

一と考えており、院内での蔓延の防止策をでき

る限り講じるとともに、感染症の分類に応じて

感染症指定医療機関への入院対応を行うととも

に、保健所の指示のもとでできる範囲内での医

療を実施してまいりたいと考えております。 

  災害や感染症蔓延のような緊急時にこそ、地

域医療機関との連携による効率的施設利用、人

材利用が住民の命を守る鍵となりますので、地

域防災計画を遵守して、病院の役割を完全に果

たしていく所存でございます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今、病院事業管理者のほうから

ありましたけれども、災害時、これは全く想定

外の状況が出てくるわけでありまして、当然ト

リアージとか、そういったものを進めていくわ

けですが、これからさらにそうしたところをい

つ起こってくるかわからない状況についても私

たちは心配しているわけでありますので、医療

機関の位置づけについても今ありましたけれど

も、機能強化を含めて私たちはお願いをしたい

と思います。 

  続いて、（３）寒河江西村山地域の特殊性に

ついてでございます。 

  これも説明を省きますけれども、11月５日に

西村山地域の議員研修会などがありまして、こ

れも新聞に載っていますけれども、寒河江西村

山地域の、山形大学大学院医学系研究科医療政

策学講座教授の村上先生より西村山地域の医療

提供体制と題して御講演を拝聴させていただき

ました。 

  先生のほうからは、現在の病床数408床を200

床程度に半減させるべきという、私は本当に驚

くべき数字が出されたと思っているわけですけ

れども、この数字上はそうあっても、本当にど

うなのかという到底納得がいかない状況がござ

います。 

  ここで質問ですけれども、河北町などでは河

北病院を支援する会などということで、今まで

あったものをバージョンアップさせて、地域医

療と県立河北病院を考える会などということで、

事務局が河北町の健康福祉課で会長が河北町森

谷町長ということで、11月28日に設立されたと

いうふうに新聞でもお伺いしているわけであり

ます。 

  私も、こうした動きにおくれることなく市立

病院の今後の方向性を示していただき、こうし

た縮小、再編、統合などの問題に抗していくべ

きではないかというふうに思うのですが、市長

にこの御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 自治体病院の役割というのは、

改めて申しあげるまでもありませんけれども、
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地域において行政や医療機関、介護施設等と連

携をしながら必要な医療を公平、公正に提供し

て、住民の生活と健康を守り、地域の健全な発

展に貢献することであります。 

  また、地域住民の健康維持、増進を図りなが

ら、住民ニーズに対応した適切な医療を提供す

る身近な医療機関であるとともに、休日夜間の

診療や救急医療等の政策的医療も担うなど、地

域医療に大きな役割を果たしている病院でござ

います。 

  御質問にありました県立河北病院のことに関

しましては、既に県に対しまして寒河江市も含

め１市４町歩調を合わせて要望書を提出してい

るのは御案内のとおりであります。寒河江市で

も多くの皆さんが利用している大変重要な病院

であります。充実が必要だというふうに認識を

しております。 

  一方、寒河江市には寒河江市立病院があるわ

けであります。市民の健康、医療の最後のとり

でであります。これからも一層その役割を果た

していかなければならないと思っているところ

であります。そういった中で、今後西村山の医

療をどう確保して、西村山８万住民の命と健康

をどう守っていくのかということは大変大きな

課題だと認識をしているわけであります。 

  今後開催される県の地域医療構想の会議にお

いて、西村山地域で協議、調整を進められてい

くということになっているわけでありますけれ

ども、県や保健所などからの指導を仰ぎながら、

西村山郡医師会の御意見なども拝聴して、将来

的に４つの公立病院を含めてこの地域医療体制

をどう進めていくかということについて、西村

山の中核としてその役割を果たしていかなけれ

ばならないと思っているところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今、市長からもありましたとお

り、地域医療の最後のとりでであり、その使命

を果たしていくべき役割を持っているというこ

とで、力強い御答弁もありましたので、これか

らの取り組み、今月末ですか、地域医療の会議

があるそうですので、ぜひその後の取り組みを

お願いをしていきたいと思っているところでご

ざいます。 

  さて、時間もありませんので、最後の課題に

入ります。 

  スポーツの盛んなまちのさがえっ子の体力向

上と生涯スポーツ振興について、（１）は課題

認識、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結

果に対してどのような今の状況になっているか

お伺いしたいと思います。 

  本市のスポーツ推進計画では、運動する子供

とそうでない子供の二極化の傾向を改善すべく、

事業展開を行っているということでありました。

直近の結果ではどのように改善されたのかお伺

いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 毎年文科省が実施している全

国体力・運動能力の結果によりますと、平成26

年度は１週間の総運動時間が60分未満と答えた

本市の小学校５年生男子が 4.5％、女子が

15.4％、中学校２年生では男子が1.9％、女子

が22.3％でありましたので、特に女子に二極化

の傾向があるなというふうに思っております。

直近のということでございます。平成30年度に

つきましては、これが60分未満の小学校の女子

児童の割合が10.2％、中学校女子は7.6％とな

っておりますので、運動をしない女子児童生徒

の割合は改善されたのではないかと、全国や県

の比率よりも低くなっておりますので、改善さ

れたというふうに認識しております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 先日公表されました本市の第２

次健康さがえ21のアンケートによりますと、若

い人の結果も含めた全体の世代トータルの数字

で１年間ほとんど運動しない人が52.2％という、

非常に残念な結果でございました。若いうちか
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ら運動しないということになりますと、大人に

なっても全くしないというふうなことで、その

理由はというと、時間がない、あるいは忙しい、

運動できる施設普及、あるいは運動しやすい環

境整備、こういったものが必要であるというふ

うに書かれておったわけですけれども、（２）

の問題に入らせていただきますが、寒河江市小

学校陸上大会等について、この間、36年ほどで

すか、長い歴史を誇り、数々の立派な記録を誕

生させて有望なアスリートも輩出してきた大会

でありますけれども、ここに来て来年から中止

と、廃止というふうなことをお聞きいたしまし

た。こうしたことについても一連の経過、御所

見についてお聞きしたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 市の小学校陸上競技大会、そ

れから水泳競技大会につきましては、市内の６

年生を対象にして保護者、それから陸協、それ

から寒河江西村山水連を初めとする関係者から

多大なる御理解、御支援を賜って、市の小学校

体育連盟が主催して市の教育委員会が共催する

という形で39回の長きにわたって開催してきま

した。 

  しかしながら、小体連と校長会で昨年度より

何度も話し合いを行った結果、このたび両競技

会につきましては、来年度からは開催しないと

いうふうなことを決定した旨の報告を受けてお

ります。 

  理由といたしましては、１つは、２つの大会

が競技内容が学習指導要領における体育科の目

標と乖離してしまったのではないかというのが

１つであります。２つは、児童数の減少によっ

て、小規模校ではリレーの（終了のブザーが鳴

る）編成ができないなどの同じステージで競い

合うことが難しくなっているのではないかとい

うことでございます。３つ目は、令和２年度か

ら新しい学習指導要領が実施されることにより、

小学校における英語教育の導入など時間数がふ

えるということで、大会に向けての練習、準備

のための時間確保が難しくなったということで

あります。小体連あるいは市校長会が何度も話

し合いを持って多方面から検討した結果であり

ますので、何とぞ御理解を賜りたいと思います。 

  教育委員会としましても、今後とも校長会あ

るいは水連、陸協さんと連携を図りながら、各

関係団体が主催する大会の参加を促すとともに

地域人材を活用しての事業や学校体育の充実を

通して、子供たちの運動への興味関心、あるい

は運動能力の向上に向けて取り組んでまいりた

いと…… 

○柏倉信一議長 教育長、答弁を中止してくださ

い。（「時間足りなくて申しわけありませんでし

た」の声あり） 

 

鈴木みゆき議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号６番から８番までにつ

いて、３番鈴木みゆき議員。 

○鈴木みゆき議員 一般質問をさせていただきま

す鈴木みゆきです。よろしくお願いいたします。 

  通告番号６番、本市の災害時における対策に

ついて。 

  （１）大規模停電時の対策についてお聞きい

たします。 

  ことし９月７日から９日まで総務産業常任委

員会の行政視察で山口県山陽小野田市に伺いま

した。そこで豪雨災害などの対策について視察

をさせていただきました。本市でも大規模な災

害が起きた場合、対策が必要と考え一般質問さ

せていただきます。 

  2019年９月９日、台風15号が関東に上陸し、

甚大な被害を爪跡として残していきました。こ

とし相次いだ台風の被害に遭われた皆様には、

心からお見舞い申しあげますとともに、一日も

早い復興を願っております。 

  ９月５日に発生した台風15号は、関東に上陸
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した台風としては最強クラスであります。海水

温が高い海域を進み、エネルギーとなる水蒸気

を大量に取り込み、そのまま東京湾を進んで９

月９日、首都圏に上陸しました。北上している

間も勢力は衰えず、神奈川、三浦半島を通過後、

千葉市付近に上陸しました。交通機関が乱れ、

被害なども相次ぎ、送電線の鉄塔が破壊するな

どして約93万軒が停電しました。11日朝までに

復旧したところもありましたが、鉄塔が２基倒

壊したため長期間停電が続き、県民の生活を苦

しめました。 

  本市における大規模停電に陥ったときをさか

のぼりますと、東日本大震災のときではないで

しょうか。2011年３月11日午後２時46分、三陸

沖を震源に巨大地震が発生しました。東日本の

各地で大きな揺れを観測するとともに、海岸線

に白い壁となって押し寄せた津波により多くの

人命が失われ、日本各地に甚大な被害をもたら

しました。同時に、山形県では鶴岡市、米沢市

を除く全ての市町村が停電になり、情報が入っ

てこず、不安な夜を過ごしたのであります。 

  経済産業省提供の資料を見ますと、東北電力

では３月11日の地震により、広域停電の概要を

このように記しております。供給支障電力約

790万キロワット、地震前需要の約６割が停電、

最大停電戸数約466万戸、停電領域として全域

停電が青森県、岩手県、秋田県、ほぼ全域停電

が宮城県、山形県、一部停電が福島県です。発

生原因としましては、宮城県中部にある変電所

近傍を中心とした27万ボルト送電線や一次変電

所に短絡、地絡がほぼ同時に多数発生したこと

が原因です。短絡とは別名ショートのことで、

電位差のある２点間が接触した状態のことです。

地絡とは電気回路が地面に接触し、大地に電流

が流れる現象のことです。 

  設備安全、保安確保のため短絡、地絡設備を

系統から遮断、電力系統が当該変電所を境に北

部と南西部に分離されたのです。それにより、

北部系統の広域停電が発生しました。米沢市に

関しては、南西部から電力供給されていたため

停電にならなかったものと思われます。その後

の再発防止対策として、東北電力は50万ボルト

送電線の早期運開、十和田北上幹線の運開を前

倒しで行っています。短絡、地絡に強い50万ボ

ルトの送電線が１ルート追加され、東北北部と

南西部の連携が増強されました。それにより東

日本大震災のときの停電再発防止策はなされた

わけでありますが、2018年９月６日に発生した

北海道胆振東部地震の大停電、ブラックアウト

は、北海道で一番大きな変電所である苫東厚真

火力発電所２号機、４号機が停止したことが原

因です。 

  このように、発電所自体が被害を受けること

もあり、日本全域で地震や台風上陸により送電

ができず、いつまた大きな停電が起きるともわ

かりません。大規模停電が発生した場合を想定

して、本市の対策はどのようになっていますで

しょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 大規模停電が発生するというこ

とは、大変な事態であります。そういう場合を

想定して地域防災計画の中で対策を講じるとい

うようになっているところであります。具体的

な内容については、総務課長よりお答えを申し

あげたいと思います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽伸子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答え申しあげます。 

  本市の災害時における停電対策につきまして

は、地域防災計画におきまして電力供給施設の

被害を早急に復旧するために電気事業者が実施

する災害応急対策及び復旧対策へ市が協力し対

応する電力供給施設災害応急計画を策定してお

り、この計画に基づき大規模停電時の対応に備

えております。 

  あわせて、平成21年に東北電力と災害時の協
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力に関する協定を締結しており、市内の災害情

報の共有を図り、迅速な電力の復旧に取り組み、

特に病院、市役所、消防署等の拠点施設への電

力設備の復旧を優先的に実施し、災害復旧に迅

速に対応してまいります。 

  また、災害対策本部機能を確保するため、市

庁舎とハートフルセンターに自家発電機を設置

しており、情報収集や県、国、関係機関等との

連絡体制、支援要請などの初動体制を確立し、

対応してまいります。 

  そのほかにも水道及び下水道施設と市立病院

に自家発電機を設置し、ライフラインの確保を

図っており、さらに備蓄品として発電機を設備

し、避難所等の停電に備えております。 

  ただ、災害は多様な形で発生しますので、そ

の状況に応じて関係機関が連携して停電復旧に

取り組み、市民の不安を速やかに解消できるよ

う、対策を講じてまいりたいと思っております。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５５分  

 再 開 午後 １時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 地域防災計画にあるとおり、

市役所は自家発電、病院など、優先して復旧す

るよう順位があるということですね。なかなか

一般の市民の個人宅では対策というのが難しい

問題です。ただ、国のほうでは災害時に活用可

能な家庭用蓄電システム導入事業として太陽光

発電を所持しているお宅に対して蓄電池整備を

支援しているようです。オール電化の建物など

は、このようなシステムを導入していくことも

お勧めしていくべきなのかもしれません。 

  続きまして、（２）洪水警報について質問い

たします。 

  2019年10月12日、また台風が上陸します。伊

豆半島に上陸した台風19号は関東を縦断して、

13日には東北沖に達し温帯低気圧に変わりまし

た。このとき一晩中降り続いた雨は、本市を流

れている最上川の水位を上昇させたのです。最

上川は一級河川に指定されています。一級河川

とは、国土保安上または国民経済上、特に重要

な水系で、政令で指定したものに係る河川で、

国土交通大臣が指定したものです。 

  国土保安上とは、万が一大雨による洪水や高

潮などの水害が発生したときの人命や個人財産

の損害を守る意味です。 

  最上川は、長さ229キロメートル、水系流域

面積7,040平方キロメートル、国による水位観

測所が県内に３カ所、山形市、新庄市、酒田市

に設置されています。そこでは常に最上川に合

流する二級河川なども含め、69カ所の観測をし

ています。そのうち64カ所が砂防情報システム

に接続されています。県も2019年４月１日より

県管理河川における危機管理水位計を新たに85

カ所に設置し、市街地を貫流する河川等の観測

を開始しました。寒河江市では今回、新たに熊

野川に設置されたとのことです。本市も国や県

と連携して河川の情報を共有し、対応していく

のが基本だと思います。 

  本市では10月12日午後３時に台風19号の警戒

に関する連絡会議を開催し、状況説明と今後の

対応について協議の上、市内４カ所に自主避難

所開設、午後８時19分、気象庁が洪水警報発令

を出し、午後10時15分、災害対策本部を設置、

避難指示を寒河江、八幡町、長岡山、山岸南地

区、避難準備高齢者など避難開始を木ノ沢、白

岩、醍醐、箕輪に発令されました。市民の安全

を考えての素早い対応に当局の関係者に感謝申

しあげます。 

  しかし、翌日の午前５時31分に気象庁は洪水

警報を注意報に切りかえました。これは早過ぎ

ました。なぜなら、前日の置賜地方で降り続い

た大雨が最上川の水位を午前５時31分から時間
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を追うごとに上昇させ、警戒水位から危険水位

に達するおそれがあったのが午前10時30分ごろ

でありました。 

  気象庁が発令したものではありますが、本市

としても注意をして観測していかなくてはなら

ない問題です。当時の本市の対応をお伺いいた

します。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 台風第19号の来襲の際の本市の

対応状況ということでありますので、担当の総

務課長から経過をお答え申しあげたいと思いま

す。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽伸子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答え申しあげます。 

  鈴木議員の御指摘のとおり、10月12日20時19

分に山形地方気象台から本市に発令された洪水

警報に伴い、最上川、寒河江川、沼川について、

国及び県が公表している水位情報の監視を開始

いたしました。その監視の中で、最上川が10月

12日24時に水防団待機水位に達するおそれが出

てきたため、皿沼地区、柴橋地区について、水

防体制を配備し、水防団の待機及び河川の巡視

を実施し、水位の状況や被害等について随時災

害対策本部に報告を受け、情報確認をいたしま

した。 

  翌10月13日５時31分に気象台より本市に発令

されていた洪水警報が注意報に切りかわりまし

たが、依然として最上川の水位の低下が見られ

ず、引き続き水防体制をとり、監視を継続いた

しました。 

  この状況について、今後の見通しを含め、最

上川の管理者である国土交通省に情報を求めた

ところ、最上川上流の水位が低下しており、今

後長崎観測所付近でも水位の低下が見込まれる

との情報を得ました。 

  同日、昼を境に水位が低下し始めたため、不

測の事態に備え、連絡体制を維持し、対応でき

る体制をとりつつ、10月13日13時に水防体制を

解除したところであります。 

  今後につきましても水防体制については、発

令されている気象情報だけではなく、公表され

ている水位情報などを勘案し、対応を図ってま

いります。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 最上川は、丸２日雨が降り続

いても大丈夫な容量であるそうです。ですが、

その容量を超えることも今後あるかもしれませ

ん。それは、今回の水位の上昇からも予測でき

ます。置賜地方で降った雨、米沢市200ミリ、

高畠町250ミリ、もしこれに50ミリ追加して降

れば、グリバーに水が入る状況と思われます。 

  最上川の上流に降った雨は、１時間約10キロ

と言われており、寒河江市まで約８時間かかる

そうです。いわゆる置賜地方に大量の雨が降れ

ば、約８時間後に到達するのであり、５時間か

ら10時間は警戒しなくてはなりません。このこ

とを今後も十分考えていただきたいと思います。 

  続きまして、（３）危険箇所について質問い

たします。 

  私が暮らしている島地区は、最上川のすぐ近

くにあり、昔洪水を何度も経験している地区と

聞いております。５年ほど前に堤防強化工事を

約２億7,000万円かけ、国土交通省に工事して

いただきました。市民浴場下から皿沼下まで堤

防は強固なものになり、地域住民は安心してい

ますが、60年前からの堤防を守るための護岸が

侵食している状況にあります。 

  護岸とは、川岸の侵食防止を目的とするかた

い材料から構成されているもののことです。私

が子供のころ、何十年か前は島地区から下流に

向けコンクリートブロックがたくさんありまし

た。そこでよく小魚を捕まえたり、父親と釣り

をしたものです。ところが、その景色はさま変

わりしました。コンクリートブロックは流され、

ところどころ偏って残っており、まばらです。
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コンクリートブロックがないところは、土砂が

崩れていました。そこから侵食が始まります。

人が近づいて確認するにも、崩れ落ちており危

険でした。 

  そこで、例えば寒河江市でカメラつきのドロ

ーンを整備し、調査するのはいかがでしょうか。

市内の危険な箇所を写真におさめ、常に把握し、

国や県に要望すべきと思いますが、見解を伺い

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 台風第19号、全国各地で河川の

氾濫、堤防の決壊などが生じて、甚大が被害が

あったわけでありますけれども、寒河江市管内

の最上川については、先ほどお答えしましたと

おり、洪水警報が発令されて、水防体制を配備

して、堤防の巡視などによって確認を実施して、

幸いにも大きな被害ということはなかったわけ

でありますが、ただ、議員御指摘のような護岸

の侵食等の危険箇所については、防災・減災の

観点からも多少大小にかかわらず早急な対応が

必要だと思っているところであります。その危

険箇所の把握については、やはり場所によって

は土砂崩れ、人が立ち入りにくいというような

場所も想定されますので、そういったところは

危険が伴ってなかなか安全が確保できないとい

うようなケースもあろうかと思いますので、そ

ういったときはドローンの活用などというのは

有効な手段ではないかと思っています。そうい

ったことから、今後はドローンの活用について、

いろいろ調査をして研究をしていきたいと思っ

ているところであります。 

  最上川は、先ほどありましたけれども、国直

轄の河川でありますし、また県管理の土砂災害

警戒区域の危険箇所などもあるわけであります

ので、そういったところについては県あるいは

国から対応していただくということになります

から、そういったところの情報収集などもして、

関係機関に要望していくということにしてまい

りたいと考えております。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 ありがとうございます。 

  幾ら堤防が強固でも守る護岸がなくなれば危

険です。もし島地区の堤防が決壊すると、最上

川の濁流は島から西浦と皿沼方面へ流れ、さら

には日田地区にまで到達するものと予測されま

す。寒河江市全体が被害に遭ってもおかしくな

いエネルギーを持っている川だと思います。堤

防を守るための護岸を国土交通省で整備してい

ただくよう常に要望していくことをお願いして

おきます。 

  （４）市民の防災意識について質問いたしま

す。 

  ことし配布された洪水ハザードマップにより、

市民は自分の土地が水害に遭うような土地かど

うか確認したと思いますが、それで終わってし

まっているのではないでしょうか。11月の議会

報告会でも市民の方から「洪水ハザードマップ

は見たが、それを地区の皆さんと確認し合うの

も必要ではないか」とありました。市民の意識

を高めるためにもさらに今後注意を促すような

対応を考えていますか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 議会報告会でそういう市民の皆

さんから御意見が出たというのは、それはそれ

で大変いいことだなと思います。台風19号のお

話を申しあげましたけれども、そういうことし

は特に台風、大雨など、被害がありましたから、

大きな被害がない寒河江の市民の皆さんも、防

災ということに対しては今まで以上に大きな関

心を寄せているのではないかと思っております。

寒河江市では御案内のとおり、ことしの３月に

県から寒河江川・沼川水系の浸水想定区域とい

うものが公表されまして、この内容をもとにし

て水害の危険性、避難に関する情報を記載した

洪水ハザードマップというものを９月に作成し

て、それを全戸配布して、説明会もさせていた
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だいたところであります。御自身が住んでいら

っしゃる地域の災害発生のリスクというものを

認識していただいたというふうには思いますけ

れども、御指摘のとおり、そのハザードマップ

の配布、公表だけという一過性で終わらないよ

うに、ハザードマップの有効活用、認知度を高

めていくという取り組みは大変必要だというふ

うに思います。 

  そして、市民の皆さんの防災意識を高めてい

くことと同時に各地域の特性に合わせた対策と

いうものも重要になってくるんだと思いますの

で、各地域地域によって想定される災害につい

ての説明会の開催というものもしていかなけれ

ばならないと思っているところであります。そ

のためにも町会、あるいは自主防災組織におけ

る地域内での危険箇所、あるいは避難経路など

の確認とか、さらには災害時の対応を事前に協

議するということなど、それぞれの地域におけ

る災害時の対応マニュアルというものを整備し

ていく必要があると思っているところでありま

す。そういう取り組みを地域の皆さんが一緒に

なって議論をし合いながらつくっていくという

ことがまたコミュニティーのつながりにもなっ

ていくんだと思って、それが地域の防災力の強

化になっていくと思っておりますので、そうい

う取り組みをこれから大いに進めていきたいと

考えております。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 ありがとうございます。 

  やはり自主防災組織の訓練に出席していただ

いたり、地域の皆様との情報交換、それが有事

の際の助け合いに一番つながるのではないかな

と私も思います。今後も市民の皆様が防災意識

の向上につながるように促していただきますよ

うお願い申しあげます。 

  続きまして、（５）防災ラジオについてお伺

いいたします。 

  市内には防災無線が設置されております。た

だし、台風や豪雨災害のときは家の中まで防災

無線が聞こえないこともあるかと思います。 

  行政視察をさせていただいた山口県山陽小野

田市では、防災用のラジオの購入を勧めており

ました。１台9,000円のラジオを市が7,000円負

担し、2,000円で提供しておりました。ふだん

はラジオとして利用でき、有事の際は自動的に

電源が入り、市からの情報が直接伝えられると

いうものです。本市でも防災用のラジオを取り

入れてみてはどうでしょうかと考えますが、い

かがでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 災害時に市民の皆さんへの情報

提供、情報発信というのは、避難情報の発信、

発令などによって避難所へ誘導するということ

も含めて人命にかかわる問題でありますから、

あらゆる手段を講じて市民の皆さんに災害情報

を提供していくということが必要であります。 

  御指摘のとおり、現在、寒河江市では防災行

政無線によって屋外拡声器、さらには戸別受信

機も防災行政無線がありますから、それによる

広報、それから速報メール、要するにエリアメ

ールなども使っております。さらには広報車、

ホームページなどのさまざまな伝達方法を多重

的に用意して情報発信を実施しているというこ

とであります。 

  その中で防災行政無線については、全国瞬時

警報システム、Ｊアラートの緊急一斉放送によ

る伝達、さらには避難情報の発信等の災害対策

に大きな役割を果たしていると思っています。 

  しかし、御指摘のとおり、屋外での拡声器に

よる情報伝達でありますから、住宅の環境とか、

気象条件などによって大変聞きにくいというよ

うな御意見も我々のほうにもいろんなところか

らいただいております。そういった難聴地域の

解消、さらには聞き取りにくかった直前の防災

行政無線の放送内容などを電話を利用して聞く

ことができるテレホンサービスというものも用
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意しております。あえて言いますけれども、電

話番号が0237-85-5810というところであります。

そういうことも活用していただきたいと思いま

す。これだと聞き逃してもここに電話をすれば、

今、防災行政無線で何をしゃべったかというの

が聞き取れるということであります。 

  議員からは、防災ラジオの導入はどうかとい

うことでありますけれども、今申しあげました

とおり、なかなか防災行政無線の聞き取りにく

い、あるいはそういった屋内にいるとなかなか

聞き取れないというようなケースもあるわけで

ありますので、他の自治体などで導入している、

先ほどお話ありました山口県の山陽小野田市の

例などもいろいろ調査をさせていただいて、よ

り効果の上がる情報発信、効果的な情報発信方

策を検討していきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 防災無線が聞こえないときの

テレホンサービス、0237-85-5810。こちらのほ

うですね、知らない方が多いと思いますので、

ぜひお知らせしていただきたいなと思います。 

  やはりいろんな手段で、エリアメールや防災

無線にかかわらず、いろんな多重的に発信して

いただくことが一番重要だと私も思っておりま

す。市民の皆様の中で選択肢の一つとして、こ

の防災ラジオというものもあったらいいのかな

というふうにやはり思いましたので、可能な限

り御検討いただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

  続きまして、通告番号７番、本市における宅

地開発事業の推進についてお伺いします。 

  寒河江市の人口動態のうち、社会動態では平

成17年から28年までの12年間は転出超過となっ

ておりましたが、平成29年と30年は転入超過と

なっております。これは、本市独自の住宅建築

推進事業補助金や子育て定住住宅建築事業補助

金の制度が功を奏していることなどが要因であ

ると思います。加えて、ここ数年盛んになって

きている民間の不動産業者による優良宅地の提

供が定住したい方の受け皿となっている面も大

きいと思っております。 

  本市では、民間ディベロッパーが行う一定規

模以上の宅地開発事業に対し、補助金を交付し、

宅地開発を奨励しておりますが、時宜を得た施

策であると思っております。 

  さて、本市が平成29年３月に策定いたしまし

た寒河江市都市計画マスタープランの土地利用

構想図の中で、５カ所の住宅地として開発すべ

き箇所が示されております。いずれも事業主体

は民間開発とされています。その中で南部地区

では良好な立地条件を活用した新市街地の形成

として古河江、島東地区が指定されており、人

口減少の対応として三条地区がそれぞれ指定さ

れております。また、西部地区では工業団地、

就業者の受け皿、人口減少の対応として高松駅

南側が指定されております。ほかに市立病院南

側のエリアと西根下川原のエリアが住宅地とし

て示されております。 

  住宅地として開発すべき地区として示されて

いるこの５カ所のうち、市立病院南側のエリア

と西根下川原のエリアは、用途地域内であり、

宅地開発は可能ですが、古河江、島東地区、三

条地区及び羽前高松駅南側の区域は現在農業振

興地域の農地として指定されており、農地転用

許可を受けることができず、宅地開発は不可能

です。 

  マスタープランの地域別構想の中では、南部

地区の主な取り組みの一つとして、三条地区及

び古河江、島東地区については、民間による新

たな宅地開発の誘導、西部地区では羽前高松駅

南側の区域への住宅地開発の誘導とあり、市が

今後積極的に民間による宅地開発を誘導し、推

進していく姿勢が示されております。 

  （１）宅地開発を進めるには、本市の土地利

用計画を見直す必要があると思いますが、今後

具体的にどのような手順によりこれらの構想を
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進めていくのかお尋ねいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問にあります住宅地の土地

利用計画については、都市計画マスタープラン

の中で５つの地区について住宅地としての土地

利用構想を示しているわけでありますが、今、

御指摘のとおりであります。その中で陵南地区

については、用途区域内ということもあって、

民間開発による宅地化が進んでいるわけであり

ます。他の３地域については、用途地区外とい

うことになっているわけでありますので、現時

点では民間開発による宅地化は進んでいないわ

け、御指摘のとおりであります。 

  ただ、私どもは将来的な構想として都市計画

マスタープランとして示しているわけでありま

すので、今後の社会情勢の変化、さらには土地

利用状況などを踏まえて必要に応じて用途地域

の変更について検討して、そういう計画の実現

に向かって進めていくという考えであります。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 必要に応じて状況を見ながら

検討していくということでありがとうございま

す。 

  続きまして、（２）今後の都市計画の見直し

や都市基盤施設の整備はこの都市計画マスター

プランに基づいて進められることになる重要な

計画であると認識しておりますが、その重要性

について御説明願います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほども申しあげましたが、都

市計画マスタープラン、寒河江市のまちづくり、

都市計画の指針であるわけでありますけれども、

平成29年３月に見直しをさせていただきました。

この見直しに際しましては、市民の皆さんから

のアンケートをとったり、また、地域のワーク

ショップあるいは意見交換会など、何回もして

いただいて、多くの市民の皆さんから参加をし

ていただいて、知恵を結集してつくっていただ

いた経過があるわけであります。そういった意

味で、これから人口減少社会というものが進ん

でいく、あるいは少子高齢化が進んでいくとい

う中で寒河江のまちづくりがどうしたらいいの

か、社会構造の変化にどう対応したらいいのか

ということで、皆さんが議論してつくり上げて

いただいた計画ということで、そういう意味で

は我々にとっても大変重要な計画であると認識

をしているところであります。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 平成29年３月に市民の皆様か

らアンケートをとって、見直しをして、そして

それを集結して本市の都市計画の基礎であると

認識いたしました。 

  続きまして、（３）このマスタープランの計

画期間が平成37年度になっていますが、現在ま

での進捗状況と今後の６年間の中でこれらを実

現していくことと理解してよろしいでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 改めて申しあげるまでもないか

もしれませんが、この都市計画マスタープラン

の計画期間というのは、平成29年度から令和７

年度までということで、９年間を設定をしてお

ります。途中で見直しをして今のマスタープラ

ンができ上ってありますので、９年間という期

間になっているわけでありますが、現在策定か

ら３年目となっています。これまでの計画の進

捗状況ということを申しあげますと、１つには

市立病院前の都市計画道路山西米沢線の整備、

さらには寒河江駅南地区における現況の土地利

用を生かした用途地域の変更などがあるわけで

ありまして、また、住宅地としては陵南地区の

民間開発による宅地化が進んでいるというふう

になっているところであります。 

  令和７年までの都市づくりの目標、方針、施

策、方向性ということに示しているわけであり

ますけれども、我々としては令和７年度までと

いうことよりもその先、将来の寒河江市、少な
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くとも30年先ぐらいまでの先を見通したまちづ

くりの設計図であるというふうに思っていると

ころであります。 

  先ほど来申しあげましたが、足かけ３年にわ

たってさまざまな議論をいただいて、検討をい

ただいたプランでありますので、この計画の実

現に向かって市民の皆さんとともに取り組んで

いきたい、そして理想のまちづくりに向かって

進んでいきたいと考えているところであります。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 この先、30年先を見通した社

会動態の様子を見ながら、見直しをしながらプ

ランを実現していくということがわかりました。 

  続きまして、（４）寒河江市の都市計画マス

タープランで住宅地として開発すると位置づけ

られている以上、古河江、島東地区、三条地区、

羽前高松駅南側の地域を用途地域に拡大すると

いうことはあり得るのでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいまの御質問については、

個別具体的なお話でありますので、建設管理課

長のほうからお答えを申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  御指摘の都市計画マスタープランにある３地

区の住宅地、高松地区、みずき団地南地区、南

部地区でございますが、現在は用途地域外とな

っております。 

  御質問のこの住宅地３地区を用途地域へ変更

し、宅地化ということだと思いますが、先ほど

の市長の答弁にもございますように、用途地域

である陵南地区の宅地開発が現在も民間開発に

より進められておりますので、当面は現在の用

途地域における住宅地の開発状況、宅地化など

の動向によっては必要に応じて用途地域の変更

について検討することとしております。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 現在の住宅地開発のほうがど

れぐらい進むか様子を見ながら検討していくと

いうことだと思いますが、続きまして、（５）

寒河江市の都市計画マスタープランの中で民間

による宅地開発を誘導する区域として示されて

いる５カ所について、宅地開発する場合、雨水

と汚水の排水処理が必要となりますが、開発区

域外におけるこれらの整備について、寒河江市

において対応されますか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この件も建設管理課長のほうか

ら具体的にお答えをしたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  現在、宅地開発につきましては、寒河江市開

発指導要綱に基づき進めているところでござい

ます。雨水と汚水の排水処理でございますが、

宅地開発区域内につきましては、雨水は地下浸

透処理、汚水は公共下水道への接続とし、開発

者により整備していただいております。 

  御質問の開発区域外における整備でございま

すが、開発者と協議を行った上で、本市の寒河

江市雨水排水処理基本計画などに基づき市で整

備を行っていくことになると考えております。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 ありがとうございます。 

  農業振興地域は、法律に基づいて国が基本方

針を定めて、都道府県の基本方針の中で長期に

わたり農業振興する地域として指定されている

ので、農地転用は原則禁止とされています。た

だし、農用地等以外の用途に利することが必要

かつ適当であって、農業経営を営む担い手に対

する農用地の利用集積に支障を及ぼすことがな

く、土地改良事業などの工事が完了した翌年度

から８年が経過していることなどの要件を満た

す必要があります。手続としては、民間が手続

する場合でしょうか、市で除外申請を受け付け、

関係機関への意見協議及び県への事前協議を経

て、市民の皆さんへ公告を行い、その後、県へ
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の協議を行い、決定公告を行えば除外完了とな

ります。 

  以上のような複雑な手続と協議を重ねて民間

が主導で開発するようにしている、ところが、

それにも民間にできる限界があるものと思われ

ます。小さな開発では人口減少や新たな市街地

の形成とまではなかなか届かない、人口減少や

寒河江市中心部の空洞化が進む中、これまでの

行政主導による区画整理事業等の必要性が低く

なっていると判断されているのはわかりますが、

宅地開発のニーズがあるとすれば、行政も民間

が開発できるように誘導していくことが必要だ

と思います。少しでも東根市や天童市へ子育て

世代が住宅を建てて転出していくなどの歯どめ

になればと思います。特に寒河江市の南部地区

は、左沢線の南寒河江駅の近く、お子様が通学

するにも大変便利な地域です。子育て世代の定

住・移住の促進につながるものと思います。住

みやすい地域である南部地区は、ぜひ都市計画

マスタープランのとおり、構想を実現していた

だきたいと思います。 

  続きまして、通告番号８番、視覚障がい者の

ための歩行誘導マットについてお伺いします。 

  （１）公共施設への設置についてお尋ねしま

す。 

  昨年、ハートフルセンター１階の入り口から

受付まで視覚障がい者のための歩行誘導マット

が設置されました。これにより視覚障がいがお

ありの方も安心して歩くことができるようにな

りました。本市の対応に感謝申しあげます。 

  ただ、毎月１回開催されます視覚障がい者の

集いは２階で開催されており、残念ながらエレ

ベーター前から会場までとトイレまでマットが

敷かれていない状態であります。ぜひエレベー

ター前から会場へ、そしてトイレまでの誘導マ

ットの設置をお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問をいただきました視覚障

がい者のための歩行誘導マットについては、視

覚障がい者団体の皆さんから御要望を受けまし

て、昨年８月にハートフルセンター１階部分に

西側入り口より総合受付まで設置をしているわ

けであります。昨年設置した段階では、行政機

関内で設置されたのは県内で３番目だそうであ

りました。その後、県内でも各施設において順

次整備されてきているようで、大変我々として

もうれしいことだと思います。 

  今の御質問は、さらに今、設置をしたマット

をさらに延長してほしいということであります。

市としても第３次の寒河江市障がい者基本計画

に基づいて地域で支え合うバリアフリー社会の

実現に向けていろんな対策を講じているところ

でありますので、公共施設のバリアフリー化な

どについては、率先垂範してやっていくという

ことが必要かというふうに思います。そういう

意味で、今後検討を重ねていきたいというふう

に考えているところであります。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 ぜひ御検討を願います。 

  山形市も歩行誘導マットを導入しています。

また、山形空港や県の議事堂南棟にも視覚障が

い者の歩行誘導マットが導入されました。 

  障害者差別解消法が制定され、平成28年４月

１日から施行されました。公共施設でも視覚障

がい者が自立歩行できるように支援が進んでお

ります。「全ての国民が障がいの有無によって

分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、

差別の解消を推進することを目的とします」と

あります。ぜひ本市も、障がいのあるなしにか

かわらず、差別のない、誰もが住みやすい寒河

江市となっていただきますよう、よろしくお願

い申しあげます。 

  これにて質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 
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太田陽子議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号９番、10番について、

２番太田陽子議員。 

○太田陽子議員 この秋、私たちが今までに経験

したことのないような豪雨や何度も上陸する大

型の台風の災害など、被災された方々に心より

お見舞いを申しあげます。被災された方が一刻

も早く希望を持って、安心して生活できる支援

の拡充をすぐに進めてほしいと願っています。

また、亡くなられた方々の御冥福をお祈りいた

します。 

  この経験で学んだことは、最大の使命は市民

の命をどう守るかということだと思いました。 

  私は、日本共産党とこの通告に関心を寄せて

いる市民を代表して質問を行います。 

  通告番号９番、子育て支援についてです。 

  10月より幼児教育・保育の無償化により、３

歳から５歳児までの保育料は無償になりました

が、反面、保育所では副食費として月4,500円

ほど保護者が負担しております。 

  厚労省は都道府県向け説明会で、無償化によ

って不要になった自治体独自の軽減財源も活用

し、副食材料費の負担増への対応を求めていま

す。無償化により寒河江市が独自に負担してい

た部分に国や県の負担が入ることで市の財政負

担が軽くなるということです。幼児教育・保育

の無償化により、自治体の、寒河江市の保育料

軽減費用について、寒河江市ではどのぐらいの

額があるのでしょうか。お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今回の幼児教育・保育の無償化

に伴ってこれまで寒河江市が負担をしていた部

分というのが軽くなるのではないか、軽くなる

のはどのぐらいかという率直なストレートな御

質問でありましたが、想定される制度上の部分

というと、１つは民間立の保育所、それから認

定こども園などの部分について支援していた部

分で市が負担していた部分、それが今回の10月

からの制度によって、その部分が市が少なくな

る部分が１つあるわけですね。前の制度と今の

10月からの制度での差で市の負担部分の差とい

うのが浮いてくるのではないかというのが１つ

あります。 

  それから、幼稚園の就学奨励費の補助金とい

うのがありまして、これも負担しなくていいと

いうことで、その負担分も浮いてくるのではな

いか、軽減されるのではないかということであ

ります。 

  それから、御案内のとおり、生計を一にする

子供さんのうち、第３子以降の多子世帯につい

て寒河江市では第１子の年齢制限は設けないで

免除するということで、市の単独の負担をして

いるわけでありますけれども、その部分がある

のではないかと、こういうことでありますけれ

ども、ただ、今申しあげた市の今まで負担して

いた部分というのは、今年度は御案内のとおり、

今年度は国が全部見ますというふうに言われて

いるんですけれども、来年度以降については果

たしてそれが継続するかどうかということにな

ると、要するに具体的に申しあげると、来年度

以降、交付税措置の部分がどの程度措置されて

いくのかということについては、現時点ではま

だ不透明な状況になっております。 

  そして、もう一つは、市立保育所については、

保育料をいただいて残った分を市で負担してい

ましたから、保育料をいただかなくなった部分

について、これが全部面倒を見ていただいて、

今年度はね。保育料をいただかない部分、10月

からいただかないわけですから、その部分は国

で面倒を見ていただくということになっている

わけなんですが、それを交付税措置でしていた

だくということになりますが、その部分につい

てもなかなか不明確な状況にあります。 

  それから、もう一つ申しあげると、年収300
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万相当以下の世帯に対する副食費というのを免

除していますよね。減免しているわけですが、

それを市が負担するということになりますから、

その部分についても新たに発生するということ

になるんですね。そういうことがあって、なか

なかどのぐらいに具体的に負担が軽減されてい

くかということについては、現時点ではなかな

か不明な点が多いので、何ぼ何ぼです、何千万

ですという御回答はなかなかできない情勢であ

ります。それがいつごろまでできないんだかと

いうことについては、やっぱり１つは年度末、

来年度予算編成、国のほうで固まりますね。地

方財政措置対策などが明確になっていく、そし

て交付税措置の内容なども明確になっていくと

いうことの時点であればある程度はっきりして

くるというふうになろうかと思っているところ

であります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 まだ不確定な要素が多くて金額

は示せないということですね。 

  それでは、次なんですけれども、今、幼稚園

や保育所に通って、360万円以下世帯でないと

いう世帯で副食費を払っている児童数とその児

童数掛ける副食費の総額はどのぐらいになるか

というのをお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 10月１日現在で1,257名のよい

子の皆さんが保育園や幼稚園に入所をしていま

す。1,257名、10月１日、そのうち３歳から５

歳までの子供たちは967名、３歳から５歳、967

名、そのうち副食費を負担していただいている

子供たちは 625名でありました。率にして

64.6％であります。これ以外の342名、35.4％

の皆さんは年収360万円未満の世帯及び第３子

以降の子供さんということで、副食費は免除に

なっていたわけであります。 

  人数がわかりましたから、あとは副食費を掛

ければ数字が出るということですが、寒河江市

では御案内のとおり、１カ月4,500円いただい

ている。ただ、市内の幼稚園などでは4,000円

程度ということで、保護者の皆さんから御負担

をいただいている。ばらつきがあるということ

になっているわけですね。計算上、仮に4,500

円の単価として掛け算をしますと、年間で約

3,400万円、総額としてそういうふうに想定さ

れると、こういうことであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 625名の子供さんが、今副食費

を払っているということになるということです

ね。ほかの市町村の例なんかも見ますと、秋田

県なんかでは、もう半分の自治体が無料化を決

定しています。県内でも尾花沢市はこの軽減費

用とかも考えずに、副食費は無料化を表明して

います。やっぱりこの払っている方が多いのは

わかって、年間3,400万円というのもちょっと

多いなとは思うんですけれども、でもやっぱり

保育の無償化を進めて、今後国のほうでもどう

いうふうに対策を組んでくるかまだ未定なとこ

ろもあるということなのですが、やっぱり副食

費の無料化もきちんと行うということで寒河江

市の子育て支援をするということを考えていけ

ないかと思います。市長の御見解をお伺いいた

します。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 副食費の無料化という御質問で

ありますが、この御質問はことしの６月定例会

で古沢議員から一般質問をいただいたわけであ

ります。その際にも御答弁申しあげましたが、

先ほどちらっと申しあげましたが、保育所につ

いては4,500円いただいているので、均一にい

ただいているわけですね。ところが、それ以外

の民間の幼稚園、認定こども園さんなどについ

ては4,000円というところが多いようでありま

すけれども、内容も違う、額も違う、また回数

も違うなどということがあって、一律に全額無

料とすることが果たして公平性の観点からどう
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かというような御答弁を前に古沢議員の御質問

に対して申しあげたことがあるわけであります

けれども、今でも我々の考えにはそういうとこ

ろもあるというふうに思います。 

  そういう課題があるということでありますが、

ただ、先ほど御指摘のとおり、なかなかこっち

で制度が改正になって、その分金が浮いたから

そっちに回したらいいんでないかということだ

けではなくて、寒河江市の場合は御案内のとお

り、小中学校の給食費について半額を無料化し

ている、半額にしているということがあります。

そういったことも全体の子育て支援の観点から

どうしていくのかということも考えていかなけ

ればならないというふうに思います。 

  ただ、先ほど来申しあげておりますとおり、

これはやらないというふうに申しあげているわ

けではなくて、現在なかなか不明な点が多いの

で、来年度以降の無償化に伴う制度設計がはっ

きりした段階でそういう判断を、事業を取り組

んでいくことになろうかというふうに今思って

いるところでありますので、そういう財源など

も含めてはっきりした段階で副食費の助成につ

いて検討していきたいと考えているところであ

ります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 制度が始まってすぐということ

もあると思います。でも、ほかの市町村は即決

断して実施しているということもあります。ぜ

ひやっぱり寒河江市でも10、11、12と３カ月し

てほかの寒河江市の保育所は事務手続は全部市

のほうでやるということですけれども、ほかの

民間の保育所では4,500円、4,000円の徴収で職

員の手間が多くなっていると、事務の手続が多

くなっているとかという話もお伺いしますので、

ぜひ今まで保育料にはまっていたお金を、それ

だけ出すというのもちょっとおかしいと私は思

います。ぜひ決断していただき、子育て世代の

生活をもっともっと応援してほしいと思います。 

  次、通告番号10番の健康寿命の延伸について

お伺いします。 

  今回の厚生文教常任委員会の行政視察で健康

寿命の延伸について考える機会を与えていただ

きました。山梨県では、高齢になっても地域と

のつながり、世代を超えた交流など、健康寿命

には欠かせない要素になっているのではないか

というお話がありました。寒河江市でもさらに

健康寿命を延伸するため、健康さがえ21の見直

しとかを行いました。やっぱり地域とのつなが

りなど、多くの施策が必要だと思います。 

  70歳を超えた方の半数が加齢性の難聴と推定

されています。難聴になると、家庭の中でも社

会の中でも孤立しやすく、人との会話や人と会

う機会が減り、引きこもりやすくなり、認知症

との関連も指摘されています。 

  2017年、国際アルツハイマー病会議でランセ

ット国際委員会が、認知症の約35％は予防可能

な９つの要因により起こることが考えられる、

その中では難聴が最大のリスク因子であると発

表されています。難聴者、高齢者の聞こえの支

援拡充は、生活の質を向上させることや健康寿

命の延伸を促進する意味でも大変重要な課題だ

と思いますが、市長はいかがお考えでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 耳が不自由になるということは、

御指摘のとおり、これまでの日常生活に大変支

障を来す状況になるわけでありますので、健康

寿命の延伸などにも大変大きな影響があるとい

うことで、我々もそういう認識を持っていると

ころであります。現在、寒河江市におきまして

は、そういう耳の不自由な方、難聴者の方に対

するいろんな支援をさせていただいています。

補聴器の購入支援などもその一つであるわけで

ありますが、１つには補装具給付事業というの

がございまして、障害者総合支援法による資金

制度になっております。これは対象となる方は、

身障者手帳をお持ちの方ということになってお
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りますが、該当いたしますと補聴器の購入経費

について利用者の方の負担は原則１割という制

度であります。 

  それから２つ目は、子供さん、難聴児の言語

習得時の発達支援、それからコミュニケーショ

ン向上の促進などを目的とした軽度あるいは中

程度、中等度というんですかね、難聴児補聴器

購入支援事業というのがあります。これは、障

害者手帳の交付対象とならないような軽度ある

いは中等度の18歳未満の方、その保護者に対す

る支援でありますけれども、が対象となるわけ

であります。いろいろ補聴器の種類によって基

準度が設定されているわけでありますけれども、

助成する割合、補助割合は購入経費の３分の２

程度というふうになっております。 

  そういった意味で健康寿命の増進のための介

護予防、それから認知症予防などのためには引

きこもらないようにしていくということも大変

大事であります。社会参加を促すためのいろん

な支援というものを引き続き充実をしていきた

いと考えているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 障害者手帳を持っている方への

対応、あと子供の中等度の難聴に対する助成と

いうのはわかりましたが、高齢者の70歳代の男

性の23.7％、女性では10.6％、80歳代では男性

は36.5％、女性は28.8％の人が難聴者になって

いると言われています。やっぱりこの原因とし

て、動脈硬化による血流障害が原因と考えられ

るということもありますが、さらにストレスや

睡眠不足、騒音、運動不足などがやっぱり挙げ

られるということで、今、市長がお話しされた

ように、体を動かすこととか、外に出ることが

やっぱり重要なことではないかと私も思います。

やっぱり障がいまで至らない難聴者の補聴器の

使用ということで、それで認知症につながらな

いように、聞こえのバリアフリーというのが大

切だと今言われているところなんです。 

  それで、ぜひ補聴器を使用してみたいという

方が多いんだけれども、その使用できない理由

というのが、やっぱり高い、高額なことが一番

の原因だそうです。あと、調整の難しさ、聞こ

えがよくなればすごい効果は見られるのだけれ

ども、やっぱり高額なこととかが使用に踏み切

れないという方が多いと聞いております。それ

で、ぜひ障がいまで至らない加齢性の難聴者の

方の生活の質の向上につながるよう、補聴器の

購入補助制度の導入などをお願いできないかと

質問いたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどお答えしました２つの補

助制度などについては、御指摘のとおり、高齢

者の軽度あるいは中程度難聴の方は対象になら

ないというふうになっているわけであります。

そういった皆さんについてもぜひ引きこもらな

いで社会参加してほしいと思うわけであります

けれども、そのための介護予防、健康増進、健

康寿命増進のための介護予防、認知症予防など

の対策については、御案内のとおり、寒河江市

でもさまざま取り組んでいるところであります。

ふれあい元気サロン、あるいは老人クラブ、シ

ルバー人材センター運営の支援、それから元気

高齢者づくりのポイント制度などもいろいろ取

り組ませていただいて、高齢者の生きがいづく

り、社会参加を促す健康寿命の増進などに取り

組んでいただいております。いきいき100歳体

操なども週１回以上行っている団体が年々増加

をして、現在24カ所でやっていただいておりま

す。そういった自主的な取り組みをしていただ

いている状況にあろうかというふうに思います。 

  御質問は、高齢者の加齢によって難聴の方の

そういう意味での支援をどうかということであ

りますけれども、ただ、確かにおっしゃるよう

に高額であって、なかなか自分に合わないとい

うのがよくお聞きするところであります。そう

いった中で新しい支援制度などをつくったとき
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にそういった方々でもうまく活用していただけ

るかどうかなどについて、いろんな例なども先

進的な取り組みなども調査させていただいて、

また国や県の動向なども注視しながら検討をし

ていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 現在、難聴者の高齢難聴者とい

うか、難聴者全体だと思うんですけれども、

14.4％しか補聴器をつけていないという推計も

あるそうです。これは日本補聴器工学会という

ところで発表しているんですけれども、やっぱ

り理由の一つは補聴器の価格、補聴器は３万ぐ

らいから35万ぐらい以上のものがあって、平均

では15万円ぐらいだそうです。やっぱり価格が

高過ぎるという声があって普及しないという現

状があるそうです。 

  この質問をするに当たり、私もちょっと補聴

器をつけてみました。耳かけ式のこういうので、

耳の中にこう入れるので、入れてみて、どのぐ

らい自分が音が聞こえるかというのをタブレッ

トでピー、ピーとか鳴るので、こんなふうにし

て、検査して、それで調整してもらって、そし

て、最初周りの音がちょっとうるさかったんで

すけれども、「ちょっと周りの音うるさい」と

言うと調整して、相手の声がすごいクリアに聞

こえていて、以前補聴器をつけていられない人

の理由が機械音だけ聞こえて人の声が聞こえな

いというのが私の知り合いなんかでもよく話し

ていたんですけれども、今はすごいクリアに聞

こえていて、ただ、その補聴器、お値段が39万

円でした。やっぱりこれを考えると年金生活を

している方などは本当に高ねの花、絶対値段的

なもので無理だというふうなことになると思い

ます。障がい者になる前の段階の人たちの補聴

器をやっぱり今後考えていかなければならない

問題でないかと私は思います。 

  ぜひ、ほかの市町村の例では４万5,000円ぐ

らいの補聴器を現物支給するなどということも

あって、月１回の調整に来るようにということ

で、やっている江東区などあります。ぜひいろ

いろなことを研究していただいて、認知症にな

らず、体を動かしていればいいという問題でも、

何か耳の聞こえの問題ともまた違うような気が

します。だから、健康になって耳がちょっと衰

えても健康でみんなと交わって楽しく生活でき

るような環境づくりを目指してほしいと思いま

す。ぜひ考えていただけるようお願いして質問

を終わります。 

 

伊藤正彦議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号11番、12番について、

７番伊藤正彦議員。 

○伊藤正彦議員 寒政・公明クラブの伊藤正彦で

ございます。 

  いよいよ厳しい冬が到来しようとしています

が、台風19号を初め、多くの自然災害で被災さ

れた方々は、いまだ復興途上にあります。皆様

には心よりお見舞いを申しあげるとともに、一

日も早く通常の生活に戻られることを願ってや

みません。 

  本市においても、６月５日の大雨、強風、降

ひょうに続き、10月12日の台風19号でも少なか

らず建物や農作物の被害が発生しました。台風

19号に際しては、避難勧告、避難指示も出され

ております。これらのことを踏まえ、通告番号

11番、危機管理について質問させていただきま

す。 

  まず、避難場所、避難所等についてお伺いを

します。 

  現在、寒河江市内の避難場所、避難所は新な

か保育所ができたことで52カ所となっておりま

す。これらの避難所一つ一つについては伺うこ

とはいたしませんが、仮に市内全域に避難指示

が発令された場合、これら52カ所の避難所で収

容はできるのかどうかお伺いします。 
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  福岡や千葉では、避難指示を出したはいいけ

れども収容できなかったという事例も発生して

おります。寒河江市は大丈夫なのでしょうか。

できないとすれば、どの地域が収容困難なのか

お伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 避難場所あるいは避難所の収容

について御質問をいただきましたが、総務課長

のほうから具体的にお答えを申しあげたいと思

います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽伸子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答え申しあげます。 

  避難場所、避難所につきましては、寒河江市

地域防災計画において、指定緊急避難場所と指

定避難所を指定し、場所や収容人数を定めてお

ります。指定緊急避難場所と指定避難所を兼ね

る施設もございますが、伊藤議員の御質問のと

おり、全部で52カ所指定しております。 

  公園やグラウンド等の屋外施設である指定緊

急避難場所としましては、１人当たりの収容面

積の目安を２平方メートルとし、48カ所に16万

4,985人が収容可能となっております。 

  また、一定期間避難生活をする屋内施設の指

定避難所につきましては、平成14年度に山形県

で調査した山形盆地断層帯被害想定調査によっ

て、冬期の夕方に震度６強から７の地震が発生

した場合、5,317人の避難所生活者が想定され

ており、これをもとに１人当たりの収容面積の

目安を４平方メートルとし、30カ所で6,076人

が収容可能な人数となっております。 

  仮に市内全域に避難指示が発令された場合で

も避難された市民全員を指定緊急避難場所に収

容することは可能であり、屋内施設である指定

避難所でも数字上は収容可能でございますが、

人口が多い市内中心地域においては、収容可能

な人数を超える市民が避難される場合もあるか

もしれません。近年の被害状況を踏まえ、指定

避難所として使用可能な公共施設の検討や民間

の施設使用も含め、早急に検討する必要がある

と考えております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今のお答えですと、屋内でもこ

れまでの計算上は収容可能ということですけれ

ども、今、実際に収容できなかったという事例

も全国的に見ると発生しておりますので、総務

課長が言われたとおり、今後よく検討していた

だきたいと思います。 

  10月12日の台風19号は、東北の宮城県、福島

県、岩手県を初め、関東地方から長野県、静岡

県と各地に甚大な被害を及ぼしました。亡くな

られた方は約100人に上ります。心よりお悔や

み申しあげますとともに、被災された方にお見

舞いを申しあげたいと思います。 

  幸いにして山形県、そしてここ寒河江市では

人的被害はありませんでした。しかし、家屋の

トタンの剝離や倒木といった被害が数件ありま

した。高松の日吉神社の倒木は記事にもなりま

したので、皆さん記憶されていることと思いま

す。しかし、全体的に見ると、本当に山形県、

そして寒河江市は災害に強いいいところなんだ

なと改めて寒河江に住んでよかったと思ったの

は私だけではないのではないでしょうか。 

  さて、台風19号に際しての市当局の対応を振

り返ってみますと、先ほど鈴木議員も一部触れ

ておられましたけれども、前日の夕方から各課

の応急対策の確認に始まり、当日の12時に第１

次配備、17時には自主避難所を市内４カ所に開

設、22時には災害対策連絡本部を、その15分後

には災害対策本部を設置しました。23時30分に

は警戒レベル４、避難指示を寒河江、八幡町、

長岡町、山岸南地区に、警戒レベル３、避難準

備高齢者等避難開始を木ノ沢、白岩、醍醐地区

に発令しました。そして、22時15分にはなか保

育所と白岩小学校が自主避難所として追加開設

準備を始めました。 
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  これらの当局の対応を振り返ってみますと、

当局の対応は迅速であり、かつタイムリーな措

置であったと私としては評価したいと思ってお

ります。そして、消防団の団員の方々を含めて

夜を徹して避難所運営、地域の見守り、警戒に

尽力されたことに改めて御苦労さまでしたと申

しあげたいと思います。 

  参考までに申しあげますと、今、自衛隊のス

タンスは早目早目に空振り覚悟ということだそ

うです。兆候があればいつでも対応できるよう

に準備を進めます。突然の災害にも対応できる

ように平時から準備をしています。ただ、自衛

隊は都道府県知事の災害派遣要請がなければ出

動できませんので、どこかであったように給水

部隊が引き返したという事態にもなりかねませ

ん。とはいえ、今の時代、対応が早くて評価さ

れこそすれ、非難されることはないのではない

でしょうか。決してオオカミ少年になることは

昨今の被害の状況を見る限りないと思います。

ちゅうちょすることなく決心して、実行に移す

ことが肝要かと思います。そういった点では今

回の対応は、やるべきことをやった結果として

人的被害がなかったというふうに考えて適時適

切な対応だったと思います。 

  さて、質問ですが、私は寒河江に戻ってきて

から７年になりますけれども、その間に避難勧

告や避難指示が出された記憶はありません。本

市において、過去に避難勧告、避難指示を出し

た実績はあるのか、あるとすればどういう状況

下で、また実際に避難された方は何人おられた

のかお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 本市における過去の実績であり

ますけれども、総務課長からお答えしたいと思

います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽伸子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答えいたします。 

  これまで避難勧告等の避難情報発令した実績

につきましては、平成25年７月18日からの大雨

による醍醐地区の田沢川の土砂崩落による氾濫

によりまして、付近の３世帯に避難勧告を発令

しております。16人の方が慈恩寺活性化センタ

ーに避難されております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 過去、醍醐地区の平成25年の大

雨、ゲリラ豪雨のときということで、３世帯と

いうことですけれども、それ以来の避難勧告、

避難指示というのが今回だったということです

けれども、このたびの台風19号に際しては、土

砂災害を想定しての避難勧告、避難指示という

内容であったと思います。避難者が６カ所の避

難所合わせて39名ということでしたけれども、

各避難所ごとの避難された方の人数をお伺いし

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 台風19号の際の避難した人数、

各避難所ごとの人数について総務課長からお答

えしたいと思います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽伸子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答えいたします。 

  台風第19号により開設した避難所としまして

は、まず10月12日、17時に自主避難所として柴

橋地区公民館、老人福祉センター、醍醐小学校、

中央公民館の４施設を開設いたしました。その

後、土砂災害の危険性が高まったことから、同

日23時30分の警戒レベル３の避難準備高齢者等

避難、警戒レベル４の避難指示の発令により、

自主避難所を指定避難所とするとともに、新た

になか保育所、白岩小学校を指定避難所として

開設し、市全体として６カ所の指定避難所を開

設いたしました。 

  各避難所に避難した方の人数を申しあげます。

柴橋地区公民館が９名、老人福祉センターが14

名、醍醐小学校が３名、中央公民館が４名、な
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か保育所が９名で、白岩小学校はいらっしゃら

ず、合計39名の方が避難されました。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、６カ所で39名という答弁を

いただきました。39名とはいえ、従来ではあり

得ないと考えられていた自然災害の頻発を受け

て、市民の皆様の危機管理意識が高まっている

ことのあらわれではないかなと私は思います。 

  しかし、約４万1,000名、この寒河江市に住

んでおられるということを考えますと、まだ気

持ちの上では寒河江は大丈夫だ、安心だという

意識があっての39名という結果だったのではな

いかなと思います。そう考えますと、まだまだ

市民の皆様の危機管理意識の高揚等について、

当局としてやるべきこと、改善の余地があるの

ではないかと思います。 

  また、「防災無線が聞こえない」、「何を言っ

ているかわからない」という住民の方の声も少

なからずあります。先ほど鈴木議員の答弁で市

長が答弁されていましたけれども、そこは認識

しているということで、防災無線だけではなく、

電話での確認ということも答弁されていました

けれども、そういうことがあるということをも

っと周知する必要もあるのではないかなと思い

ます。 

  今回は防災無線だけに頼らずに、市や消防団

の広報車がうまく補完したというふうに考えら

れますけれども、仮に市内全域が対象となった

場合、当局とか消防団の車だけで果たして対応

し切れるのかなというふうにも思います。市民

の方が窓をあけてしっかり防災無線を聞くとい

う意識づけも必要でしょうが、先ほど申しあげ

たように、なかなかそこは難しいところもある

かと思いますので、課題であるというふうに認

識を持っておられるのであれば、そこをしっか

り対応していただきたいと思いますし、当局の

ほうについては再度防災無線の実態というもの

を検証していただいて、増設の必要があるとこ

ろについては増設をするといったようなことに

ついて検討していただきたいと思います。住民

の方は防災無線を一番頼りにしているというの

は事実ですので、そこはしっかりお願いしたい

と思いますが、では、今回得られた教訓、改善

事項についてお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 台風第19号の際には市では防災

対策本部を設置して対応したところであります

が、先ほど伊藤議員からは市の対応についてお

褒めの言葉をいただいたのでありますけれども、

ただただ我々としては今までにない大きな台風

によって、その対応をしたと、台風に対応した

ということもあって、なかなか経験がない状況

の中で対応したわけでありますので、振り返っ

てみると、いろんな反省点があるというのも事

実であります。１つには、寒河江市に最接近し

た時間帯が夜間であったということもあって、

暗い中での避難所への移動をお願いしなければ

ならない、あるいはその暴風雨の状況の中での

移動の困難さなどもやはり加味しなければいけ

ない、いろいろ検討していかなければならない

ということもあります。また、地域との連絡体

制とか、要配慮者の対応でありますとか、それ

から先ほど来ありましたけれども、市民の皆さ

んへの避難情報の発信などについて、いろいろ

課題が明らかになってきたのではないかという

ふうに認識をしております。 

  避難所の開設については、避難情報の発令や

災害が発生するおそれがある場合、先ほど自衛

隊のお話もありましたが、早目に自主避難所を

開設するとともに、情報発信を早目に行って避

難誘導を行う、そして市民の皆さんの安全・安

心を確保する対応というのが求められている。

今まで以上にというふうに我々も思っていると

ころであります。 

  それから、高齢者の皆さんなどの要配慮者へ

の対応については、町会や自主防災組織などの



 - 56 - 

地域の方々と要支援者避難支援プランなどの情

報共有を十分図って迅速に対応できるような体

制をさらに検討していく必要があると思ってお

ります。 

  そして、議員御指摘のとおり、防災行政無線、

戸別受信機もあるわけでありますけれども、そ

ういった情報広報について、地域の皆さんの声

を収集をして、確認をして、難聴地域の解消に

向けていざというときに困らないように早急に

対応していく必要があると考えているところで

あります。 

  水害や土砂災害から人的被害を最小限に食い

とめる、できればなくすということについては、

避難情報などを的確な時点で発令をして、市民

の皆さんへの情報発信、情報収集等の初動体制

というのがやはり一番重要でありますので、今

回の対応を十分検証して、課題を掘り起こして

解決に向かっていきたいと思います。今後の災

害発生時に迅速に対応できるように早急に整備

をしてまいりたいと考えているところでありま

す。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 本格的な避難所の開設というの

は今回が初めてだったと思うんですけれども、

こういうことを何回も繰り返して熟練するとい

うことはあってほしくないんですけれども、こ

ういう貴重な教訓が得られたかと思いますので、

ぜひその辺をしっかり今後に生かしていただき

たいと思います。 

  さて、洪水ハザードマップ、新しくなりまし

て、その説明会が10月29日に寒河江川水系に関

して、31日には沼川水系に関して実施をされま

した。これは非常に重要なことであり、台風19

号の直後ということもあって、タイムリーであ

ったかなと思います。参加された方は、寒河江

川水系が約80名、沼川水系が約30名と伺ってお

ります。これについても住民の方の関心の高さ

がうかがわれますけれども、はっきり言えば対

象人員はもっと多くいらっしゃるのが事実であ

ります。 

  先ほど鈴木議員の答弁の中でも市長から各地

域の特性に応じた対応、地域ごとの対応マニュ

アルも必要かなというような御答弁がありまし

たけれども、まさにそのとおりだと私は思いま

す。できるだけ多くの市民の方にハザードマッ

プ、あるいは防災マップも含めて理解をしてい

ただいて、そしていざというとき迅速に避難等

をしてもらうためには、各地域ごとの特性を考

慮した説明会というのが必要ではないかなと思

います。したがって、説明会の回数をふやすと

か、あるいは地区を細分化して、例えば地区公

民館とか、分館でその地域の特性に応じた災害

の説明とか、こう避難したほうがいいんだよと

いうようなことを今後やることが必要ではない

かなと思うんですけれども、市長の見解をお伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今回実施させていただきました

洪水ハザードマップ説明会には、寒河江川の浸

水想定区域を公表した山形県の西村山河川砂防

課のほうから、また寒河江ダム管轄である国土

交通省最上川ダム統合管理事務所からも参加を

いただいて、浸水想定区域を指定した考え方で

ありますとか、台風や大雨時の寒河江ダムの対

応などについて御説明をいただいて、大変そう

いう意味でも有意義だったのではないかと思い

ます。参加された皆さんには、自分の住んでい

る地域の危険度などを認識していただいて、水

害が発生する可能性はあるんだというようなこ

とを理解をいただいて、万が一の場合に備えて

いただくということ、そういうことができたの

ではないか、自助、共助につながったのではな

いかと思います。２日間で112名の皆さんから

参加をいただきましたが、先ほどの鈴木議員の

御質問でも触れていただきましたが、防災意識

をさらに強く持っていただくためにも、今、伊
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藤議員の御指摘にもありましたが、地域の特性

を生かして、その地域ごとのマニュアルという

んですかね、対応について説明会を開催してい

くということを考えていきたいと思います。町

会長さん、あるいは自主防災組織の皆さんとも

もちろん相談していかなければなりませんけれ

ども、実際避難されるのは地域の皆さんが地域

の中で避難していくということになりますから、

どこも同じ考え方ではいかないということにな

ろうかと思いますから、それぞれの地域の状況、

特性に合わせて対応を説明していく、あるいは

いろいろ議論をしていく、意見交換をするとい

うことが大変大事だろうと思います。そういう

ことが地域の防災力の向上に大いにつながるも

のだと思っておりますので、そういう方向で取

り組んでいきたいと思います。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ぜひ洪水の危険のある地域、土

砂災害の危険のある地域、活断層通っている地

域とかいろいろあるわけですので、ぜひ市長今

言われたような方向で実施していただきたいと

思います。 

  今現在、防災訓練とか避難訓練というものが

市内各地で消防団や自主防災組織の計画で以前

にも増して実施をされております。これは市民

の方の防災意識の高揚をうかがわせるものであ

り、大変すばらしいことだと思います。そして、

その際、必ずと言っていいほど実施されるのが、

心肺蘇生法とＡＥＤ使用方法の体験です。その

際に多くの方に聞かれるのが、「ＡＥＤはどこ

にあるの」、「すぐに使えるところにあるの」と

いうことです。大概のところは小学校ではない

かと思いますけれども、私は平成28年12月の定

例会でも質問いたしましたけれども、ＡＥＤを

分館単位で設置すべきではないかと思います。

まだ実現には至っておりませんが、イベント等

への貸し出しを28年に質問をして以降、ＡＥＤ

は市役所に増設をしていただいております。 

  県内では、平成28年の実績ですけれども、

261人の心肺機能停止が目の前で目撃され、そ

のうち一般市民がＡＥＤを使用したのは15人、

5.7％ということです。時間の経過により救急

救命のチャンスは低下し、応急手当ての実施が

救命のチャンスを高めることがデータではっき

りと出ています。119番通報を受けてから救急

車が現場に到着するまでの平均時間は、約９分

と言われています。救えるはずの命を救うため

には、空白の９分間をつくらないことが必要で

す。心肺蘇生法で約２倍助かり、ＡＥＤで約４

倍助かります。訓練回数を重ねることで市民の

方々の救命救急対応の意識、知識も高まってい

ます。分館へのＡＥＤの設置について再度お伺

いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり、ＡＥＤという

のは大変有効な機材であるわけでありますけれ

ども、一般に使用が認められてから15年が経過

すると聞いております。寒河江市の公共施設に

おけるＡＥＤの設置状況というのは、昨年度末

で51カ所になっております。また、西村山地方

救急医療対策協議会では、平成30年５月から西

村山ＡＥＤステーション認定制度というのを実

施しております。これはＡＥＤを設置している

事業所を認定して活用を図っていく制度でござ

います。緊急時において誰でもＡＥＤを速やか

に提供していただくことによって、救命率の向

上や安心のまちづくりに寄与するということを

目的としているところであります。寒河江市に

おいては、医療施設やまた今申しあげました市

の公共施設などが登録をしておりまして、現在

60カ所になっており、寒河江市の公共施設51カ

所を含めてでありますけれども60カ所になって

います。まだ登録していただいていない事業所

などを調査して、今後登録を呼びかけていきた

いと考えているところであります。また、この

60カ所については、市報や市のホームページな
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どで認定事業所を公表してまいりたいと考えて

います。 

  伊藤議員からはＡＥＤの分館設置について再

度御質問をいただいたわけでありますけれども、

１つは、分館は地区公民館と違いまして、常時

人がいるという施設ではないというところが

我々としてはちょっと難点なのかなという、は

っきり申しあげてそういうところであります。

身近な施設ではありますが、開いている時間が

大変限定的だというところがあって、果たして

そういったところに、ないよりはあったほうが

いいのかもしれませんが、適切な場所としてＡ

ＥＤの維持管理という面からするとどうなのか、

そうであれば、ほかに適当な場所はないのかど

うかということもあろうかと思いますので、今、

具体的にどういうことを考えているかというと、

やっぱり寒河江市の地図をおろして民間の事業

所も含めて、持っている事業所も含めて空白地

帯、ＡＥＤの設置場所を全部そこに洗い出して

空白地帯はないのかどうかということを調べさ

せていただいて、空白地帯があるんだとすると、

その中で適切な場所はないのかどうか、分館に

置く必要があるのかどうかなどということを検

討していくのがいいのではないかと考えていま

す。そういう意味で空白地帯を埋めるべく努力

をして対応していきたいと思っているところで

ありますので、御理解をいただきたいと思って

います。そういう意味で、民間の事業所の中で

も先ほどの60カ所以外のところでも配備してい

らっしゃるところは多々あるわけでありましょ

うから、そういったところも全て調査をさせて

いただいて、それを地図におろして、空白を埋

めると同時にまたそれを全体的な地図をいろん

な形で公表していく、そういうことが一番大事

だろうと思いますので、そういう努力をさせて

いただければなと思います。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後３時といたします。 

 休 憩 午後２時４６分  

 再 開 午後３時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、市長から御答弁いただきま

したけれども、設置している事業所というお話

もございましたけれども、これもすごい地域差

があると思うんですね。町なかは多いかと思う

んですけれども、やはり地方に行きますと、本

当に小学校しかない、地区公民館しかないとい

う状況になるかと思いますので、その辺市長の

おっしゃるとおり、空白地帯を埋めるべく今後

対応していただきたいと思います。 

  災害に対しては自助、共助、公助と言われま

すけれども、この公助の部分をしっかり充実さ

せていくことで自助、共助の意識も高まってい

くのではないかと思います。 

  自主防災組織の組織率も寒河江市、年々上が

っておりますけれども、ことしの８月末現在で

91.72％ということです。先日、議運で行政視

察に伺った埼玉県上尾市、人口約23万ですけれ

ども、組織率は100％ということでした。こち

らのほうもぜひ当局としてできることをやって

いただいて、早い時期に100％を達成していた

だきたいと思います。 

  そして、若者対象に考えた場合には、インタ

ーネット等の活用も十分考える必要があると思

いますので、そのようなところもよろしくお願

いしたいと思います。 

  やるべきこと、できることはたくさんあると

思います。寒河江市民の安全・安心を確かなも

のにするためにも当局の対応をよろしくお願い

をして、この質問を終わります。 

  次に、通告番号12番、慈恩寺振興について質

問いたします。 

  いよいよガイダンス施設の建設が動き出しま

した。当局の努力により危険木の伐採、山門前
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の階段の整備、第一駐車場の外柵の整備も実施

され、景観も見違えるようになりました。 

  そして、ガイダンス施設の敷地の造成も完了

したことで、地域住民の方のみならず、寒河江

市民の多くの方が、動きが目に見えてきたこと

で大いに期待をしていると思います。 

  11月12日には地元住民を主対象とした慈恩寺

ガイダンス施設整備案住民説明会が慈恩寺活性

化センターで実施され、約80名の方が参加、多

くの質問、意見が出されました。それだけ関心

の高さ、期待の大きさがうかがえます。 

  約８億円で整備する予定のガイダンス施設は、

施設内の展示に当たっては、史跡慈恩寺旧境内

の江戸時代に復興した堂舎と院坊屋敷のたたず

まい、その背後を取り巻く城館群、旧境内地の

北端近くに存在した慈恩寺修験の行場などを中

心に迫力ある映像等で紹介する施設として整備

し、施設内には来館者の皆様が交流できるスペ

ースを設けるほか、物販コーナーの設置も予定

し、地域活性化の一翼を担う施設として整備を

進めていくとの説明でした。 

  説明会に参加された方々の目が輝いているよ

うに見えたのは私だけでしょうか。現在、ボラ

ンティアとして活動されている方々ももう少し

でこれまでの努力が報われる、それまで頑張ろ

うと思われたのではないでしょうか。 

  また、慈恩寺振興課の職員の方々も足しげく

慈恩寺に通われて実態把握等をされており、そ

の姿を地域住民の方々はしっかりと目にしてい

ます。その期待に応えるためにもしっかりした

ものをつくっていただきたいという思いと、ガ

イダンス施設の整備は慈恩寺振興の始まりにす

ぎないとの思いから幾つか質問いたします。 

  ガイダンス施設の完成時期はさくらんぼで多

くの観光客が来訪する令和３年６月をめどにし

ているものの、文化庁の補助金次第であるとの

説明がありました。私としては、６月の完成は

必須であり、できれば５月５日の一切経会まで

にオープンしてほしいと願っているところです。 

  そこで市長にお伺いしますが、一切経会まで

のオープン、さくらんぼ観光の時期までのオー

プンの可能性はどれぐらいとお考えでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 慈恩寺のガイダンス施設のオー

プン時期については、今、御指摘のとおり、寒

河江が最も輝くさくらんぼの時期の令和３年６

月ごろを想定しているわけでありますが、現時

点ではその時期を想定はしておりますけれども、

はっきりまだ申しあげることはできない状況で

あります。その点について御指摘がありました

が、補助金の関係などがあってはっきり申しあ

げることができないという状況であります。現

在のところ、国からは２つの補助金をいただい

て、併用して整備をしていく予定になっており

ます。１つは文化庁の補助金、もう一つは内閣

府の交付金と考えております。 

  ガイダンス施設の建物内部やテラスなどを含

めた955平米のうち、展示施設やシアタールー

ムなど400平米については文化庁の補助金を受

ける予定にしております。また、体験学習室や

厨房など、282平米については内閣府の交付金、

さらに事務室など273平米については共用部分

として案分により補助金と交付金を併用して整

備していくということで今考えているところで

あります。いずれの補助金についてもこれから

国のほうへ交付申請を行って、交付決定を受け

ていく、そういう準備を進めていくというふう

になっているところでありますので、そういっ

たスケジュールなどを踏まえていかないと、国

からの交付決定というのはこれからであります

ので、その交付決定を受けてでないとなかなか

はっきりした日程が定まらないということにな

ろうかと思います。 

  また、今、御質問にありましたけれども、で

きるだけ早くという地元の皆さんの声でありま

すから、国のほうにも働きかけながら、そうい
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った声も伝えながら、できるだけ早く地元の皆

さんの要望にも応えられるように、間に合うよ

うにぜひガイダンス施設をオープンさせていき

たいと考えております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ８億円という金額は大きいとい

うことは承知しておりますけれども、ぜひ実現

に向けて国との折衝をしていただきたいと思い

ます。 

  さて、史跡慈恩寺旧境内整備基本計画では、

事業計画として今後10年間の整備計画が示され

ており、先ほど申しあげた危険木の伐採やガイ

ダンス施設の整備等が計画的に進められており、

当局の努力を評価したいと思います。 

  しかし、多くの観光客に来ていただき、満足

していただくためにはまだまだやるべきことは

たくさんあることは言うまでもないと思います。

そこで重要なのは、タイムリーな整備ではない

でしょうか。ガイダンス施設の整備に合わせて

観光客は格段にふえることが予想されます。し

かし、果たして今のアクセス道で大型バス等の

受け入れは可能でしょうか。ガイダンス施設に

大型バス６台分、一般車両41台分の駐車場が整

備される予定ですが、高齢者や障がい者の方の

参拝を考えた場合、当然、上の大駐車場も活用

しなければなりません。今の田沢から桜橋を通

っていく道路では狭くて大型バスの通行は苦慮

すると思います。鳥居坂は当然通行できません。

そうなると、必然的に箕輪から鬼越に上る農道

を有効に活用せざるを得ません。しかし、今の

幅員では大型同士の離合は困難です。このアク

セスの悪さは、観光客を引き寄せるに当たって

は大変大きな障害になるのではないでしょうか。

必然的に農道の有効活用という方向にいかざる

を得ないのではないかと思います。 

  しかし、拡幅は困難かと思います。ではどう

するか、以前御提言申しあげたように、農道の

両側の側溝にふたをして広く使えるようにする

しかないのかなというふうに私は思います。た

だ、その側溝は通常の規格のふたではできない

と伺っております。農道を有効活用するしかな

いとなれば、特注品を使ってでも実施すべきと

思います。市道への格上げも含めて検討すべき

だと思います。 

  アクセス道の整備について市長はどのように

お考えなのかお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 私どもとしては、慈恩寺に訪れ

た全ての方からまずガイダンス施設をごらんに

なっていただくということでお願いをしたいと

思っています。そして、史跡慈恩寺について、

事前学習をしていただいた上で主要なルートと

なる仁王坂を実際に歩いて上っていただいて、

本山のほうで本物の慈恩寺の魅力に触れていた

だきたいという考えでございます。 

  そういう意味で基本的には慈恩寺来訪者のル

ートとして想定しておりますのは、まず第一に

国道287号から醍醐小学校の前を通って左折を

する県道日和田松川線であります。ここまでは

大型バスも問題なく通行できるものと考えてい

るわけであります。その上で御指摘のような体

の不自由な方、あるいは高齢の方などはガイダ

ンス施設から上の第一駐車場を御案内するとい

うふうになろうかと思いますが、そのときはシ

ャトルバスの導入などを検討して上っていただ

くということも考えているところであります。

そういう意味でメーンとなりますのは、ガイダ

ンス施設から仁王坂を通って本山まで歩いてい

ただくというのがメーンであります。そういう

ことで、その周辺の整備などについてもまだま

だしなければならなければいかんというところ

があろうかと思いますので、そういったメーン

のルートをきちっと確立をさせていただいた上

で、その上でその後の観光客の動向、あるいは

交通状況なども十分勘案しながら、御提案をい

ただいている箕輪から慈恩寺までの農道、寒河
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江中央幹線の側溝整備、また市道下道田沢線、

それから市道慈恩寺中線の整備もあるわけであ

りますので、その辺のところをあわせて検討し

てまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、市長からもありましたけれ

ども、ガイダンス施設からのメーンの道路であ

る仁王坂とか、もろもろの整備、これをまずや

っていくというお言葉でしたけれども、ぜひそ

れをお願いしたいと思いますが、やはり大型車

というのはどうしても来るようになると思うん

ですね。そういったことを考えますと、その後

になるかどうかわかりませんけれども、予算の

都合とかいろいろあるんでしょうけれども、ぜ

ひ来る人が困らないような、十分満足して帰っ

ていただけるというような方向でできるだけ早

い時期に整備をしていただきたいと、そういう

ふうにすることでリピーターという方も確保で

きるのではないかと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  さて、慈恩寺へのアクセスの手段として、車

のほかにＪＲ左沢線というものがあります。左

沢線との連携については、そもそも本数の少な

さというのがネックになっておりますけれども、

その中にも車内でのＰＲ等が不十分だというふ

うに感じます。いろいろな制約があるかと思い

ますが、例えば今現在、全国では御当地ゆかり

のキャラクターで車体を彩った車両も多く見ら

れるようになっております。宗教的な制約とい

うのがどうなのかわかりませんけれども、例え

ば左沢線の車両の車体を十二神将とか本堂とか

三重の塔で彩るとか、車内を慈恩寺のポスター

で埋め尽くすと、車内アナウンスで慈恩寺をＰ

Ｒすると、いろいろ考えられると思いますが、

そういったことをＪＲと協力してできないのか

どうか。何がネックになるのかお伺いいたしま

す。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ＪＲの車体、車両などを活用し

てさらに慈恩寺のＰＲをできないのかという御

質問でありますが、全国的に見るとＪＲの路線

を使った車体広告、いわゆるラッピング列車と

いうのは多々あるようでありまして、ＪＲ西日

本ではゲゲゲの鬼太郎列車でありますとか、Ｊ

Ｒ四国のアンパンマン列車などもあると聞いて

おります。ラッピング列車などは企業などの広

告列車は別ですけれども、基本的にそういう地

元のというんですかね、企業広告以外のものに

ついてはＪＲが主体となって独自に運行してい

るものが多いと聞いています。 

  左沢線の列車の中で慈恩寺のポスターを車内

に埋め尽くしたり、車内案内を行うなどについ

ては、そういう意味で全国各地でいろんな取り

組みをしておりますから、これらについてはＪ

Ｒ側といろいろ相談をしていくということで可

能なところはあるのではないかと思いますし、

また、寒河江の駅におり立ちますと今でも慈恩

寺のちゃんとしたポスター、あるいは案内表示

などがきちっとあるわけでありますので、そう

いう意味では左沢線の営業所なども慈恩寺につ

いては大変理解をしていただいているのではな

いかと思います。左沢線の利活用、利用拡大な

どについては、対策の協議会などをつくって２

市６町で運営をしている協議会があるわけであ

りますけれども、ただ、やっぱりこれは慈恩寺

のみのＰＲということになれば、２市６町とい

うよりも寒河江市が独自にしていく取り組みに

なっていくのかなというふうにも思っています。

そういう意味でもちろん沿線自治体ともいろい

ろ調整をしていかなければなりませんが、中心

的にはやっぱりＪＲ寒河江営業所と十分相談を

させていただいて、慈恩寺をＰＲできる方策に

ついて、これからオープンまでいろいろ検討し

ていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ぜひ前向きに進めていただけれ
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ばと思います。ＰＲ効果で人が来るというのは、

これまで慈恩寺もいろいろテレビとかラジオと

かで露出するようになっていますけれども、数

字にやっぱり出てきていると思うんですよね。

そういった面でぜひ、２市６町ということです

けれども、寒河江が主導権を握って引っ張って

いただきたいなと思います。 

  そのほか慈恩寺にはまだ解決しなければいけ

ない問題があると思いますけれども、その一つ

に坊の継承というものもあるかと思います。以

前は48坊あったのが今は十幾つということにな

っているわけですので、これは本山の問題だと

いうふうに片づけることなく、坊が安心して末

代まで継承できるような環境整備ということに

も協力できるところはしていただきたいと思っ

ております。 

  さらには、来訪者の多くの方は、食も楽しみ

たいと思って来ています。今現在、慈恩寺地区

に２軒ありますけれども、食堂の誘致等も考え

る必要があるかと思います。市民歌で「歴史を

刻む慈恩寺よ」と歌っています。慈恩寺は国の

宝、市の宝です。ガイダンス施設が動き始めた

今こそタイムリーでスピード感を持った各種整

備について考えていただきたいと思います。 

  ことしも大みそかに約600発の花火が夜空に

花を咲かせます。そして、ことしは慈恩寺花火

婚も計画されております。大みそかに慈恩寺の

花火を見ながら恋の花が咲くかもしれません。

そうなれば、そのカップルは寒河江市にいろい

ろな面で貢献をするでしょう。ぜひ皆さんが花

火を見に慈恩寺に足を運んでくださることをお

願いして私の一般質問を終わります。 

 

月光裕晶議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号13番から15番までにつ

いて、５番月光裕晶議員。 

○月光裕晶議員 月光裕晶です。よろしくお願い

いたします。 

  通告番号13番、証明書等のコンビニ交付とマ

イナンバーカードについて。 

  証明書等のコンビニ交付は、日本全国のコン

ビニで有効であり、なかなか平日は仕事で市役

所に申請に行きづらい若い世代や市役所よりも

コンビニが近い高齢者の方などにはとても便利

なものではないかと思います。ぜひ寒河江市で

も導入していただきたいと考えております。 

  １、証明書等の交付件数についてお聞きしま

す。 

  昨年度の全体的な証明書の交付件数と日曜証

明窓口の交付件数を教えていただきたいと思い

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 証明書などの交付件数でありま

すので、昨年度実績ということでありますので、

市民生活課長のほうからお答えを申しあげたい

と思います。 

○柏倉信一議長 那須市民生活課長。 

○那須清人市民生活課長 それでは、私のほうか

らお答え申しあげます。 

  昨年度の全体的な証明書等の交付件数につき

ましては、戸籍、住民票、印鑑証明書、税証明

などを合わせまして４万2,719件であります。 

  また、日曜証明窓口につきましては、日曜日

の午前中の業務になりますけれども、平成25年

１月から行っておりまして、昨年は52回実施し、

１年間で1,820件の交付件数となっております。

平均しますと、日曜日１回当たり35件の御利用

をいただいております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。大分日

曜証明窓口が多いのかなと思いました。 

  では、次に、マイナンバーカードの申請状況

についてお聞きします。コンビニ交付で必要と

なってくるマイナンバーカードの申請状況を教

えていただきたいと思います。 
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○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 マイナンバーカードの申請状況

についても市民生活課長のほうからお答えを申

しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 那須市民生活課長。 

○那須清人市民生活課長 マイナンバーカードに

つきましては、平成27年10月以降、マイナンバ

ーが本人に通知され、本人の申請によりまして

平成28年１月から交付を行っております。 

  マイナンバーを証明する場合や本人確認の際

の公的な身分証明書として利用でき、またさま

ざまな行政サービスを受けることができるＩＣ

カードでございます。 

  市役所職員のマイナンバーカードの申請状況

につきましては、11月21日現在、職員数445人

のうち141人となっておりまして、申請率にし

ますと31.7％となっております。 

  市全体の交付件数につきましては、10月末現

在で3,621件、交付率としましては8.78％とな

っております。以上でございます。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。全国的

にマイナンバーカードの取得率は14％ぐらいで

すので、市役所の職員の方々の数字はすごいな

思いました。 

  次に、項目イとウについてまとめて質問させ

ていただきます。 

  全体的に見て、若い世代の申請件数が比較的

少ないようです。しかし、今はマイナンバーカ

ードをスマホで申請できますし、自治体によっ

て異なりますが、寒河江市はマイナンバーカー

ドを持っていると児童手当関連の届け出等が便

利になるアプリなどに対応してくださっていま

すので、こういったものがあるとわかれば申請

をする若い世代の方がいらっしゃるのではない

かと思います。さらに、これからマイナンバー

カードは健康保険証として使えるようになるか

と思います。市としてこれから申請を促すため

にこういったとても便利なことの周知を徹底し

てはいかがでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、議員の御質問の中にもあり

ましたが、市のほうでは今年度からマイナンバ

ーカードを使用した児童手当関係の電子申請を

導入しているところであります。 

  また、国のほうでは来年度からマイナンバー

カードを活用した消費活性化策、マイナポイン

トの実施を予定しておりまして、さらには令和

３年３月からはマイナンバーカードの健康保険

証としての利用開始が予定されているという状

況であります。こうしたことから、市のほうで

は11月５日号の市報におきましてマイナンバー

カードの特集を掲載をして、マイナンバーカー

ドの活用方法などについて改めて周知をしたと

ころであります。 

  今後も市報、さらにはホームページなどの中

で定期的な広報活動を展開すると同時に、成人

式など市主催の行事の機会を捉えてさまざまＰ

Ｒを行って継続的にマイナンバーカードの普及

促進を図っていければと考えております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。 

  次に、３、証明書等のコンビニ交付について

お聞きします。 

  コンビニ交付は、マイナンバーカードの申請

を促すためにもとても重要な役割をするのでは

ないかと思っておりますが、今後証明書等のコ

ンビニ交付を検討する見通しはありますでしょ

うか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 証明書のコンビニ交付について

は、実は平成28年のころからこのマイナンバー

カードを使用したコンビニ交付について、いろ

いろ寒河江市では検討してまいりました。現在

も検討しているわけでありますけれども、ただ、

１つには先ほどありましたけれども、マイナン



 - 64 - 

バーカードの交付率というのがまだ８％台、11

月17日現在で8.89％であると、少ないというこ

とと、システムを改修した場合、今のところと

いうんですかね、見積もりでは約3,800万円ほ

ど改修費がかかるということで、高額なのでは

ないかということ、それから、運用していくに

も年間数百万かかっていくということで、実際

実施をしている自治体などからお聞きして計算

をしますと、証明書１件当たりの経費は１万円

を超えるというようなことも計算上はそういう

ふうに出てくるということなどがあって、費用

対効果の観点からまだちょっと導入には至って

いないという状況でございます。 

  今後は、先ほど申しあげましたけれども、マ

イナポイントの実施でありますとか、健康保険

証としての利用などによってマイナンバーカー

ドの交付が増加するということも見込まれます

ので、こうした動向を注視しながら、市民サー

ビスの向上に向けた政策的な見地というのもあ

るわけでありますので、そういった点も含めて

総合的に検討していきたいと考えているところ

であります。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。 

  将来的にマイナンバーカードもっと普及して、

コストなども下がってきましたら、またぜひ本

格的な検討をよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、通告番号14番、鳥獣被害対策について。 

  １、イノシシの民地への出没について、報告

件数についてお聞きします。 

  先日、近所の家の庭がイノシシに掘り起こさ

れる被害がありました。それも一度ではなく、

何度も掘り返されたようです。この民家は山の

中にあるというわけではなく、山からこの民家

に来るには大きな国道を横切らなければいけま

せん。このように山から離れた場所にある普通

の一般家庭の庭にもイノシシが出没するように

なっているようですが、住宅地への出没報告の

件数など、把握しておりましたら教えていただ

きたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 イノシシの出没の報告件数につ

いて、担当の市民生活課長のほうからお答えを

申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 那須市民生活課長。 

○那須清人市民生活課長 それでは、私のほうか

らお答え申しあげます。 

  イノシシが民地、つまり住宅地へ出没したと

いう報告件数でありますけれども、以前、平成

28年10月31日に寒河江工業団地内の調整池の敷

地内にイノシシ１頭が迷い込んだという件が１

件ありました。近年でございますけれども、近

年では議員の質問にありました中郷地内の１件

でございます。 

  その内容につきましては、10月23日の夜から

朝にかけまして、中郷６町会におきまして住宅

の庭が掘り起こされたというものでございます。

被害は広範囲に及んでおりまして、そこは広い

お庭でして、１頭だけでなく、数頭来ているも

のと思われます。また次の日も被害が広がって

いるという報告をいただいておりますので、国

道458号線を横切って横断して、何回か来てい

るものと思われます。以上でございます。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。 

  そのときの市の対応について、報告があった

そのおうちや周りの住宅地はどのような対応を

しておりますでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 あわせて市民生活課長のほうか

ら対応をお答えを申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 那須市民生活課長。 

○那須清人市民生活課長 イノシシの被害の報告

を受けまして、市民生活課、農林課、そして鳥

獣被害対策実施隊、これは猟友会の方になりま

すけれども、一緒に現地を確認しまして、また
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町会長さんと打ち合わせをしまして、すぐにイ

ノシシ出没についての注意喚起のチラシを作成

しまして、中郷６町会全戸に回覧していただい

ております。 

  捕獲するためのわなの設置につきましては、

住宅地ということもありまして、子供たちの出

入りもあることから、安全性を考慮し、住宅地

への設置はできないため、ねぐらと思われる中

郷地区の近隣の山へ鳥獣被害対策実施隊に依頼

して設置していただいているところでございま

す。以上です。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。直後に

何頭か捕獲していただいたとお聞きしましたの

で、地域の皆さんは少し安心していたようでし

た。 

  次に、２、イノシシ及びニホンザルによる農

林被害拡大に伴う市の対策の見直しについてお

聞きします。 

  各地でイノシシやニホンザルの農作物への被

害が拡大してきておりますが、例えば禁猟の期

間を見直したり、狩猟者個人でおりを持つのは

大変なので、市でもう少しわなに使えるおりの

数をふやしてもらうとか、鳥獣被害防止計画の

見直し等は検討されていますでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今年度は全国的にも熊が住宅地

付近に出没したというような報道が何回かなさ

れて、テレビなどでも見るわけでありますけれ

ども、本市におきましても山沿いを中心にして

熊やイノシシによると見られる農作物被害が発

生をしているわけであります。ツキノワグマに

ついては15回のわな設置で９頭、イノシシにつ

いては、平塩、中郷など５つの地域で20カ所に

わなを設置して４頭が捕獲されているというこ

とであります。 

  イノシシについては、水稲の食害や倒伏など

の直接的な農作物の被害だけでなくて、例えば

水田の畦畔等が掘り起こされるといった被害も

発生しているわけでありますし、また高い繁殖

力により生息数が急増する、あるいは被害地域

が拡大するということが懸念されているところ

であります。 

  現在、西村山地域の広域的なイノシシ対策の

取り組みとして、山形県の指定管理鳥獣捕獲等

事業というのが実施されております。これは寒

河江市内では中郷、平塩地区において、山形県

猟友会西村山支部寒河江分会がイノシシの捕獲

を実施しているわけでありまして、朝日町、大

江町の分会と合わせて全体で２月末の事業終了

までに80頭を捕獲するという目標を立てて頑張

っていただいているところであります。 

  既にくくりわなでの捕獲が始まっているわけ

でありますけれども、積雪の後は猟銃を使い、

まき狩りといった大規模捕獲も実施されるとい

うことであります。 

  ただ、他方、ニホンザルについては、山形県

によりますと、県内に109の群れが存在すると

いうふうになっているわけでありますけれども、

本市ではまだ確認されておらず、現在のところ

農作物被害の情報は私どもには寄せられておら

ないという状況であります。 

  御提案のあった禁猟期間の見直しであります

けれども、イノシシの狩猟の可能な時期につい

ては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律及び同法施行規則で定められてお

ります。山形県内では毎年11月15日から翌年の

３月31日までの期間となっているわけでありま

して、それ以外の期間に実施される有害捕獲に

ついては、県の定める鳥獣保護管理事業計画の

中で獣ごとの種類ごとに１申請当たりの捕獲許

可期間が決められております。イノシシについ

ては、捕獲許可期間というのが最大90日とされ

ているところであります。この許可期間を延長

するための計画変更などについて、そういう要

望もあるということなので、現在県において議
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論が行われているところでありますので、その

結果を待っていきたいと思います。 

  わなをふやしてもらえないかというような御

提案でありますけれども、市では今、箱わなに

ついては４基、くくりわなについては50基ほど

所有しております。今後の被害状況などに応じ

て充実を検討していきたいと考えております。 

  また、寒河江市の鳥獣被害防止計画というの

が来年度が現計画の最終年度でありますので、

令和３年度に新しい計画を策定するということ

になるわけでありますので、これから県の計画

の内容なども踏まえつつ、次期計画において課

題となっておりますイノシシ対策の強化、ある

いは地域ぐるみで行う鳥獣被害対策の推進、方

法などについて鋭意検討して計画に盛り込んで

いきたいと考えているところであります。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。大分検

討していただいているようでうれしく思います。 

  次に、３、注意喚起と対策の周知についてで

すが、全ての被害を防止するのは難しいですし、

それぞれに対応するとなるとかなり大変なこと

だと思いますので、まず市民一人一人の意識を

高めるために、出没地域の周りだけでなく、よ

り広範囲での注意喚起と個人レベルでできる動

物を近寄らせないような環境づくりなどの対策

を周知徹底してはどうでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市民の皆さんでもイノシシの出

没状況などについては知らない方も多々いるの

ではないかと思います。我々としても市報やホ

ームページなどで広く多くの市民の皆さんにお

知らせをしていかなければならないと考えてお

りますし、また、イノシシなどが近づかない、

近づく環境をなくすということも大切なのかな

と思います。家庭菜園でありますとか、果樹の

適切な時期の収穫などしていただく、あるいは

廃棄物の適正処理、さらには一人一人の皆さん

がごみ出しのマナーを守っていただくなどとい

うことがイノシシの出没の要因につながるもの

の除去ということになろうかと思いますので、

そういったことについても多くの市民の皆さん

に周知していきたいと考えているところであり

ます。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。これか

らも周知のほうをよろしくお願いいたします。 

  イノシシが出たおうちは、保育園に通ってい

るようなお子さんがお二人もいる家庭ですので、

保護者はかなり心配しておりました。これから

も対策の検討のほう、どうかよろしくお願いい

たします。 

  通告番号15番、災害時の備蓄品と避難所につ

いてお尋ねします。 

  １、備蓄品について。備蓄状況と備蓄場所に

ついてお聞きします。 

  先日の台風19号で寒河江市にも避難指示が出

ました。これからもまた大きな災害が起こらな

いとも限りません。そこで、現時点での市の物

資の備蓄状況と備蓄場所等をお聞かせいただき

たい。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の備蓄品の状況、それ

から備蓄の場所については、総務課長のほうか

らお答えしたいと思います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽伸子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答えいたします。 

  本市の備蓄状況ですが、先ほどの伊藤議員の

御質問でもお答えしましたが、5,317人の避難

所生活者が想定されることを基準に備蓄計画を

策定して備蓄しております。 

  食料品につきましては、東日本大震災を経験

した自治体が策定した備蓄計画を参考にしまし

て、避難者の70％は３日分の非常時の食料を蓄

えているとし、災害協定事業者が備蓄している
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流通備蓄が18％で、残りの12％を市が備蓄する

計画としており、平成30年度に計画された全て

の数量の備蓄が完了しております。４日目以降

は、各地からの支援物資の供給や新規購入によ

り対応することを想定しています。 

  備蓄量について申しあげます。 

  食料品につきましては、飲料水500ミリリッ

トルペットボトルが１万9,344本、アルファ化

米が3,750食、パンが2,304食、ビスケットが

1,212食となっております。 

  また、防災機材として発電機、ガソリン携行

缶、コードリールがそれぞれ37、テントが24基、

投光器が48基、簡易担架が17台、毛布が2,660

枚、アルミブランケット2,660枚、簡易トイレ

が２万個、間仕切り72個を備蓄しております。 

  備蓄場所につきましては、地区公民館３カ所、

各小学校10カ所、中学校３カ所及び市民体育館

の計17カ所に防災倉庫を設置し、食料品と防災

機材を分散して備蓄しております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。 

  次に、乳児や高齢者向けなどの特殊な食品に

ついてですが、避難所に来るいろんな人たちを

想定したときに、例えば乳児向けの液体ミルク

ですとか、高齢者向けのとろみ調整食品、介護

食品やアレルギー対応食品など、特殊な食品が

ありますが、そういった対応はどうなっており

ますでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、備蓄品をお答え申しあげま

したが、現在備蓄している食料品のアルファ化

米と申しあげましたが、注水量、水の量で白米、

おかゆの２通りの調理が可能になっております。

また、27品目のアレルギー対応食品であるため

に高齢者、介護食に対応できる食材というふう

に考えているところであります。 

  それから、乳児向け液体ミルクについては、

現在ゼロ歳児を受け入れている市保育所で備蓄

している液体ミルクがありますが、災害時でも

不安なく供給できるように今後その備蓄に向け

て検討してまいりたいと考えております。 

  また、液体ミルクは保存期間が１年と大変短

いために、平時でも保育所等の給食で使用しな

がら備蓄必要量を確保するローリングストック

によって有効活用し、備蓄できるように関係機

関と連携し、検討してまいりたいと考えている

ところであります。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。 

  液体ミルクは、粉ミルクと違ってお湯が必要

ではなかったり、お湯が要らなかったりですと

か、すごく便利なものですので、これからもぜ

ひ続けていただければと思います。 

  次に、避難所についてお聞きします。 

  プライバシー保護の対策について、避難所で

のプライバシー保護のための対策はどのような

ものがありますでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 避難所では限られた空間の中で

多くの人が生活をするということで、プライバ

シーの観点から配慮が必要な場合が多々考えら

れるというふうに思います。人目を気にせずに

授乳したり着がえができるような個室でありま

すとか、周囲から視線を遮ることができる高さ

の間仕切りなどで隔離した空間を確保する、そ

ういう配慮が必要だと考えております。 

  現状では備蓄品の防災機器材として着がえな

どを目的にテントを配備しているところであり

ます。しかしながら、避難生活の状況の変化な

どに柔軟に対応する必要がありますので、プラ

イバシーの観点に配慮するための着がえや授乳

ができる場所の確保、さらには間仕切りやテン

ト等の備蓄品の配備の拡充などについて行って、

避難所の充実と申しましょうか、避難環境の充

実を図っていくよう検討していきたいと考えて

おります。 
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○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。 

  テントが24基に間仕切りが72個と大分充実は

しているかと思います。避難所での生活は、着

がえももちろんですが、トイレの問題や乳児へ

の授乳など、先ほど市長もおっしゃいましたが、

女性にとってとても大変なものでありますので、

プライバシー保護のための設備をさらに充実し

ていただければと思います。 

  では、次にペット同伴について、ペットを飼

われている方がふえている世の中で、避難所に

ペットを連れてくる方もいるでしょう。避難所

では感染症が蔓延する危険性があると聞いてお

ります。そこで避難所運営マニュアルにあるペ

ット登録台帳に予防接種の証明書の有無の記載

をしてはどうでしょうか。 

  それとマニュアルには大型の動物は受け入れ

できないとありますが、超大型犬などを飼って

いる御家庭もありますので、トラブル防止のた

めにも明確な基準を記載してみてはいかがでし

ょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 運営マニュアルの内容でありま

すので、総務課長のほうからお答えを申しあげ

たいと思います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽伸子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答えいたします。 

  災害時には何よりも人命が優先されますが、

近年はペットは家族の一員であるという意識が

一般的になりつつあり、ペットと同行避難する

ことは、動物愛護の観点、避難者の心のケア、

ペットの放浪状態の防止からも重要であります。

避難時に置いてきたペットのため、自宅に戻っ

た飼い主が二次被害に遭ったり、車上生活によ

りエコノミークラス症候群に陥った事例もあり

ます。 

  避難所にペットが同行避難した際、避難所で

は寒河江市災害対策本部避難所運営マニュアル

によりペットを届け出ていただき、避難所ペッ

ト台帳に登録しますが、現在のところ、議員が

おっしゃる予防接種に関する情報を届け出る内

容とはなっておりません。 

  避難所では指定された避難スペースに多数の

ペットが一緒に避難することになり、感染症の

蔓延が懸念されます。 

  また、大型動物や危険動物などの特別な管理

が必要となる動物の同行避難については、頑丈

なおりなど、特別な設備が必要となることから、

避難所での受け入れは困難であり、お断りして

いる状況です。飼い主におかれまして平時から

災害時の対応や受け入れ場所を検討しておくこ

とが必要と思われます。 

  今後、このような状況を踏まえ、円滑に同行

避難を行えるよう、議員の御提案を踏まえて避

難時におけるペット対応マニュアル作成等の受

け入れ態勢の整備を検討してまいりたいと思っ

ております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。 

  私も犬を飼っていますが、家に帰って一番最

初に飛んでくるのは犬でございます。ですので、

やはり課長がおっしゃったように家族と同然と

考える方がたくさんいますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。 

  これで私の質問は以上です。 

 

   散    会    午後３時５５分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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齋 藤 晴 光  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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   議事日程第３号       第４回定例会 

   令和元年１２月９日（月）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 引き続き一般質問を行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書   

 令和元年１２月９日（月）                        （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１６ 

 

 

 

 

 

１７ 

健康寿命延伸につ

いて 

 

 

 

 

防災対策の拡充に

ついて 

（１）本市の健康寿命延伸に対する施策

について 

（２）本市におけるがん検診の状況につ

いて 

（３）健康寿命を支える行政施策の今後

の方向性について 

（１）一次避難場所と二次避難場所の開

設と誘導について 

（２）中央工業団地の安全な避難場所に

ついて 

（３）指定避難場所のトイレについて 

（４）避難所が無人になった際のカギの

所在について 

９番 

古 沢 清 志 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

 



 - 71 - 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

（５）指定避難場所において物資の確認

をする際、地元、自主防災会の立ち

合いについて 

（６）避難場所のエアコン整備状況につ

いて 

１８ 

 

 

 

 

１９ 

中小企業振興基本 

条例の制定について 

 

 

 

放課後児童クラブの

整備計画について 

（１）中小企業者の位置付けについて 

（２）条例に対する本市の考え方について 

（３）地域内循環を促進し中小企業に活

力を与えることについて 

（４）中小企業振興条例の制定について 

（１）利用者の状況と今後の整備計画に

ついて 

（２）学校の再整備計画との関係性につ

いて 

１３番 

國 井 輝 明 

市 長 

 

 

 

 

市 長 

 

２０ 

 

 

２１ 

 

 

 

 

２２ 

地域の活性化につ

いて 

 

姉妹都市友好交流

の考え方について 

 

 

 

公園の在り方につ

いて 

（１）古代ロマンと田代巨石群について 

（２）点在する遺跡への散策路整備につ

いて 

（１）これまでの友好交流の経過について 

（２）友好交流の評価と課題について 

（３）現状の認識について 

（４）友好交流の考え方（取り組み）に

ついて 

（１）公園の仕分けについて 

（２）箇所数とその対応について 

（３）維持管理、管理内容について 

（４）今後における対策と用途変更など

について 

１２番 

沖 津 一 博 

市 長 

教 育 長 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 

２３ 

 

 

 

 

２４ 

寒河江公園の整備と

維持管理について 

 

 

 

新学習指導要領実

施に伴う小学校の

取り組みについて 

（１）寒河江公園再整備計画の進行状況

について 

（２）さくらの丘の現状について 

（３）さくらの丘の維持管理について 

（４）寒河江公園の今後について 

（１）来年度４月から小学校で実施される

新学習指導要領の取り組みについて 

（２）教員の働き方改革について 

（３）「教科書以外の学習」の取り組み

６番 

後 藤 健一郎 

市 長 

 

 

 

 

教 育 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

について 

（４）校務を省力化するＩＣＴ活用につ

いて 

２５ 

 

 

 

 

 

２６ 

高齢者の認知症対

策について 

 

 

 

 

小・中学校におけ

る携帯電話の持ち

込みについて 

（１）認知症サポーター養成や認知症予

防に向けた対策について 

（２）徘徊時の早期発見に向けた対策に

ついて 

（３）ＧＰＳ活用等による認知症高齢者

の見守りの取り組みについて 

小・中学校における安全対策という視

点から携帯電話の持ち込みについて 

４番 

安孫子 義 徳 

市 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

２７ 

 

２８ 

新たな姉妹都市構

想について 

文化財の保存につ

いて 

台湾斗南鎮との姉妹都市締結について 

 

（１）市内の指定文化財等の状況について 

ア 指定・登録文化財の件数 

イ 個人で所有・管理している件数 

ウ 団体で所有・管理している件数及

び団体別の割合 

（２）文化財の継承について 

ア 管理が出来なくなった文化財の対応 

イ 指定・登録されていない文化財の

管理 

ウ 継承に向けた取り組み 

（３）自然災害伝承碑について 

１６番 

阿 部   清 

市 長 

 

教 育 長 

 

 

古沢清志議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号16番、17番について、

９番古沢清志議員。 

○古沢清志議員 おはようございます。寒政・公

明クラブの古沢清志でございます。よろしくお

願いいたします。 

  ことしも残りわずかとなりました。ことしは

亥年の年で、統一地方選と参議院選挙が重なる

12年に一度の選挙年でありました。 

  また、本市におきましては、市制施行初めて

の無投票となりましたが、次回の選挙において

は多くの立候補者を期待したいものです。 

  また、ことしは台風15号、19号、大きな低気

圧と、日本の広い範囲で被害があり、視察先に

行くにしても大きく迂回して到着したこともあ

りました。来年は被害のない年になるよう願う

ばかりでございます。 

  それでは、通告に従い質問させていただきま

す。 

  通告番号16番の健康寿命延伸についてお伺い
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いたします。 

  人生100年時代を迎えつつある現在、行政に

とっても市民にとっても健康で長生きが目標で

あり、健康寿命の延伸が課題となっています。 

  厚生文教常任委員会では、去る10月23日に山

梨県庁に健康寿命延伸について行政視察を行っ

てまいりました。 

  健康寿命とは、皆さんも御存じであると思い

ますが、定義を申しますと、日常的、継続的な

医療、介護に依存しないで、自分の心身で生命

維持し、自立した生活ができる生存期間のこと

であります。 

  山梨県は平成22年以降の平均値において、男

女とも全国トップとなっております。ちなみに

男性では72.31歳、女性は75.49歳となっており

ます。 

  我が山形県は、男性71.58歳、全国17位、女

性は74.40歳、全国24位という数字になってお

ります。 

  健康寿命については、食生活や運動習慣等に

目が行きがちですが、そればかりではなく、読

書や仕事を持つこと、その他友人や近所などで

助け合いの気持ちで行動する結いの気持ちを大

切にする生活や生活習慣病発症・重症化予防、

生活及び社会環境の質の向上によるさまざまな

要因で健康寿命延伸につながっていると感じて

まいりました。 

  初めに、健康寿命延伸に対する施策として本

市ではどのようなことを行っているか、お伺い

いたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  古沢議員から、健康寿命延伸について御質問

いただきましたが、山梨県というのは昔から健

康づくり一生懸命なところというふうに聞いて

おりますし、その伝統というんですか、そうい

う取り組みが今日まで続いているんだというふ

うに思っております。 

  寒河江市におきましては、平成26年３月に健

康増進計画として第２次の健康さがえ21という

ものを策定をいたしました。これは平成26年か

ら令和５年度までの10カ年の計画期間にしてい

るところでありますが、生活習慣病の発症、そ

れから重症化を予防して、生活の質を向上させ

ていくことによって健康寿命の延伸を実現して

いくという取り組みであります。その計画に基

づいてさまざまな施策を展開しているところで

あります。 

  具体的には健康についての講演会であります

とか軽運動などを行う健康づくり教室、それか

ら、保健師や管理栄養士などによる健康相談、

健康教育、訪問指導などを行っています。 

  例えばさがえ市民100日健康づくり事業とい

うものがありますが、ウオーキングなどの健康

プログラムを市民の皆さんからみずから設定を

して100日間実践をしていただくということで、

主体的な運動を促していく事業であります。 

  また、総合健診センターと連携して30代の健

診日を特別に年間３日設定をして、そこに市の

職員が出向いて健康に関する説明などを行って、

より早期に健康づくりに取り組む、30歳代から

という意味ですけれども、早期に健康づくりに

取り組むきっかけづくりを促していくという取

り組みをしております。 

  それから、高齢者の方が身近な地域で介護予

防、健康づくりに取り組むいきいき100歳体操

について市として積極的に推奨しているわけで

ありますけれども、現在市内24カ所で週１回程

度自主的な取り組みが盛んに行われているとい

う状況があります。 

  それから、運動のみならず、地域における食

を通した健康づくりについても寒河江市の食生

活改善推進協議会とタイアップしながら普及啓

発活動を展開をしているということであります

ので、こういったさまざまな取り組みを実践し

ながら健康増進を図っているというところでご
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ざいます。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 さまざまな健康に関する施策が

打ち出されておりますけれども、私としてみれ

ばちょっとこの近くにはなく少し遠いところに

あるのかなという感じがしておりますので、ま

たこの辺は具体的に今後求めてまいりたいと思

います。 

  また、がん死亡率と健康寿命の相関関係は強

いと言われる中で、山梨県は各部位別がん検診

受診率がいずれも全国10位以内に入るなど高く、

75歳未満がん年齢調整死亡率は平成28年の調査

で男子が全国２位、女性が全国６位となってい

ます。 

  これらの背景には、特定健康診査と各種がん

検診が同時にできる総合的な集合検診方式が導

入されています。県民の検診受診の意識の高さ

につながっています。また、保健活動の中心を

担う保健師についても、人口10万人当たりの配

置数が全国トップクラスであることもがん死亡

率が低くなっている要因であると思います。 

  山梨県のがん予防としましては、１つ、がん

の原因となる生活習慣改善に向けた普及啓発、

２番目に発がんに寄与するウイルスや細菌の普

及啓発と感染予防、３番目にがんの早期発見が

効果的であることから個別の受診率をさらに高

める、４番目として死亡率減少のため科学的根

拠に基づいた質の高い効果的な検診を実施など

が挙げられます。 

  本市におけるがん検診の状況をお伺いいたし

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市のがん検診については

大きく分けて３つの方法で今行っております。 

  １つは市のドックでありますが、これは町会

ごとに日程を設定して特定健診と各種がん検診

を同じ日に受けていただくという取り組みをし

ているところであります。 

  それから、２つ目として乳がん、子宮頸がん

については、レディース検診もしくは乳がんイ

ブニング検診として午後から集団検診を実施し

ているのが特徴であります。 

  そして３つ目、これ子宮頸がんについてであ

りますけれども、これは市内の特定医療機関で

個別検診を受けていただくと、こういうことで

させていただいております。 

  受診率のお尋ねでありますが、これ平成29年

度の実績でありますけれども、胃がん検診につ

いては25.9％、肺がん検診については37.5％、

大腸がん検診については36.6％、乳がん検診に

ついては40.7％、それから子宮がん検診につい

ては41.9％となっております。平成25年との比

較では、乳がん検診については受診率が向上し

ておりますが、その他については横ばいの状況

になっております。 

  その中で特徴として70歳以上の受診率が低い

ということが挙げられるところであります。例

えば胃がんについては50歳から69歳までの受診

率は64％でありますが、70から74歳については

25％ということで、大変低くなっているところ

であります。 

  全体的な受診率向上の方策としては、昨年度

からの取り組みでありますけれども、問診票を

発送時にがん検診の有効性、メリットでありま

すとか受診継続、それから精密検査の重要性を

記載したチラシなどを同封して啓発を行ってい

るところであります。また、がん検診を申し込

んだ40歳の方を対象に、40歳健康応援無料受診

券を送付するなどの無料クーポン券事業などを

展開して、きっかけづくりを進めているという

ことであります。 

  今後につきまして、先ほど申しあげましたが、

70歳以上受診率が低いということもありますの

で、いかに高めていくかなどの方策についても

含めて、さらに西村山郡医師会と十分協議を進

めながら、効果的な、そして効率的な検診が図
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られるようにさらに努力をしていきたいという

ふうに考えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。 

  また、山梨県の視察の翌日には静岡県焼津市

の市立総合病院を視察させていただきました。

この市立総合病院では平成28年よりＭＲＩ装置

を利用した最新の画像診断技術であるドゥイブ

ス（ＤＷＩＢＳ）法をがん診療に導入していま

す。また、同検査と採血を組み合わせた総合が

ん検診を実施していました。 

  同検査の最大の特徴は、ＭＲＩを利用するこ

とにより被曝や痛みがないなど、患者の負担が

少ないことであります。 

  先ほどドゥイブス法とありましたが簡単に説

明しますと、ＭＲＩ装置を利用して体の広い範

囲にがんが転移していないかを探す全身検査法

のことです。被曝や痛みがないために学会でも

話題の検査法となっています。 

  また、ことしから無痛乳がん検診を開始し、

被曝なし、痛くない、つぶされない、見られな

い、さわられないなど、検診として大変好評を

博しているとのことです。 

  平成28年から始めた同検査法は、利用者が

600人を超えていることから、利用者側の期待

をうかがわせます。 

  寒河江市民においても当検査法の選択肢がふ

えれば健康寿命の延伸にもつながると思います

が、ＭＲＩの整備を、画像解析技術の習得等の

課題が大きいと思われますが、今後行政課題と

してこの方法も含めたがん検診に対する研究を

進めていく必要があると思いますので、今後の

課題として要望しておきます。 

  焼津市ではドゥイブス法検査と通常のＭＲＩ

装置を利用する患者さんがふえ、ことし１基増

設したとの話も伺いました。 

  日本の平均寿命は男性80.21歳、女性86.61歳

でありますので、健康寿命との差は男性で９年

以上、女性では12年以上、健康寿命と平均寿命

には差があります。 

  また、健康を阻害するたばこについても一言

触れておきたいと思います。我が公明党の喫煙

に対する調査によりますと、喫煙者の平均寿命

と健康寿命の差は13年で、しかも寝たきりが多

く、医療費もばかにならないということです。 

  ちなみに外国のたばこの値段ですが、日本で

は10月に増税しましてたばこ代も値上がりしま

したが、マルボロが値上がりする前480円のと

き、オーストラリアでは2,213円、イギリスの

1,394円、アメリカの814円です。若者が受ける

健康阻害を考えると値上げもやむを得ないこと

も考えられます。 

  たばこ対策に加えて健診による食事や運動な

ど生活習慣指導を組み合わせれば、健康寿命の

妨げとなる原因を大幅に抑えることが可能にな

るとの調査結果です。 

  健康寿命が支えるソフト、ハードの社会環境

の整備充実が本市の行政施策と感じますが、今

後の方向性を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 健康寿命の延伸については先ほ

ど古沢議員御指摘のとおり、やはり総合的なさ

まざまな施策というものがさらに充実をしてい

く必要があるというふうに認識をしております。 

  寒河江市におきましては、先ほど申しあげま

したが、第２次の健康さがえ21という計画で今

進めているわけでありますけれども、今年度10

カ年計画の中間評価を行っているところであり

ます。今取りまとめ中でありまして、来年の１

月には報告書を公表していく予定でありますが、

その中間時点でさらに見直しをして、なかなか

策定をしたときから改善をされていない内容な

どについては重点的に改善に向けた取り組みを

進めていく、あるいは目標をさらに見直すなど

ということで進めていければなというふうに思

います。 
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  主なものとして今想定されているのは、生活

習慣病の重症化予防の推進として、糖尿病予防

のための健康保健指導、それから減塩対策、ま

た、先ほどありましたたばこについては健康増

進法改正によって望まない受動喫煙の防止が強

化されているわけでありますので、児童や妊産

婦の受動喫煙対策を初めとして、喫煙者の健康

被害を予防するということで、さらに禁煙の普

及啓発などを一層強めていくということが必要

かというふうに思います。 

  それから、健康の保持増進については、やは

り基本的に健康に関する意識向上というのは今

でもやはり大変重要な、これからも重要なこと

だというふうに思います。昨年度から市内を６

地区に分けて地区ごとに健康診査の結果説明会

などを行っているところでありますけれども、

さらにそれを充実をしていくということが必要

かというふうに思います。 

  先ほど古沢議員から余り身近な活動が見えな

いという御指摘もありましたから、その辺のと

ころなども各地域の中でいろいろな活動を展開

をして、地域の皆さんからさらに一層関心を持

ってもらって健康づくりに取り組んでもらうよ

うな工夫をしていきたいというふうに思ってい

るところであります。 

  やはり地域づくりと、それから環境整備とい

うのは健康づくりにとっても大変重要なテーマ

であろうというふうに思っております。そうい

う意味では地域保健と職域保健というものの連

携がさらに必要だというふうに思っております。

今後、協会けんぽと連携をして寒河江市民を対

象にしたがん検診の日程とか健康に関する啓発

チラシなどによる情報提供を一層進めていきた

いというふうに考えておりますし、さらに運動

しやすいような環境づくりということも大変重

要であります。 

  一人一人の御努力も大変重要でありますが、

そういう環境をつくっていく、運動しやすいよ

うな環境をつくっていくということも大事であ

りますから、既存の公園とか施設などをさらに

一層利用しやすいような整備をしていく、そし

て運動に取り組めるような環境をつくっていく

ということにも努力をしたいというふうに思い

ます。 

  健康寿命、改めて申しあげるまでもありませ

んが、お一人お一人が自分の生活習慣というも

のを見詰めて、みずから意識を高めていくとい

うのが基本でありますから、行政はそれを大い

にバックアップしていくということで改善につ

ながっていくのだというふうに思っております。

寒河江市といたしましては、今後とも関係機関

と十分連携をさせていただきながら、そして、

先進事例、御披露いただきましたけれども、先

進事例なども大いに参考にさせていただいて、

知恵を出し合いながらより効果的な施策を展開

していきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 今の市長答弁で私２つ感じたと

ころがありまして、１つは来年１月に中間報告

がなされると。それも楽しみにしておるところ

でございますが、またもう一つは、地域保健と

職域保健をやはり考えていくというか、その辺

に関しても、今回視察に行った中でも小学校区

ごとにどういうふうな病気がこの地域ではある

のかということを何か細かく分析しているとこ

ろらしいんです。山手のほうに行けば喫煙率が

高かったり、そうすることによってそんないろ

いろな施策を打つことができると、そんなよう

なことも先進事例としてはありましたので、ま

た今後いろいろ詰めていきたいと思います。 

  視察の最終日に静岡県三島市に伺い、スマー

トウエルネスみしま推進事業についてお伺いい

たしました。市役所を挙げて20の課、40名でプ

ロジェクトチームを立ち上げ、市民のみならず

地域も、また環境までも健康にしていこうとの

壮大な事業で、健康に対する本気度がうかがわ
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れました。 

  ユニークな事業もありましたので紹介いたし

ます。３人一組のチームが３カ月間脂肪減量を

競い、優勝したチームには減った脂肪量相当の

牛肉などがもらえるなど、上限10キロまでです

けれども、そんなようなことがあったそうです。

みしま健幸大学と称し、まちの至るところで健

康プログラムを開催し、交流促進とにぎわい創

出を図る食の健康、心の健康、体の健康をテー

マに、平成30年度は34講座を開講し、1,825人

が受講しているなど、市民参加も次第に定着し

ているようでした。 

  この事業を伺っても豊富なメニューに驚かさ

れ、市民が自分に合った方法で楽しみながら健

康づくりを行うことができる環境が整っている

と感じてまいりました。 

  今後も寒河江市民の健康づくりに配慮してま

いりたいと思います。 

  続きまして、通告番号17番の防災対策の拡充

についてお伺いいたします。 

  私は先月、11月10日に高田新町町内会の自主

防災組織の訓練に御案内をいただきましたので、

市議会議員として、また防災士として参加させ

ていただきました。 

  訓練に当たり事前に地域の御婦人たちが炊き

出しの講習会に参加されたとのことで、その成

果もあわせて見させていただきました。また、

地域の親睦を図るために芋煮も配られ、芋煮を

食べながら地域防災について和やかに懇親を深

めておられました。常日ごろからこつこつと訓

練をされており、深く感銘をいたしました。 

  そこで、何点か問題点がありましたのでお伺

いいたします。 

  高田新町のように避難場所が２カ所でありま

すが、２つとも公園の場合、雨や雪が降っても

この一次避難場所に行かなければならないのか、

それから二次避難場所の中部小学校に行った場

合、雨風がしのげるところに入れるのかと心配

されておりました。 

  一次的な屋外の避難所、二次的な屋内の避難

所の開設と誘導についてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の公園やグラウンドの避

難場所でありますけれども、災害の危険から命

を守るために緊急的に避難する屋外の指定緊急

避難場所として位置づけております。屋外の指

定緊急避難場所であります。災害の危険から避

難された市民の皆さんが危険が去るまで、また

は指定避難所などに移動するまでの間、一時的

に滞在するために利用していただくものであり

ます。 

  ただ、災害の状況でありますとか天候の状況

などによって、避難所への移動が困難な場合が

想定されるわけでありますけれども、その際は

各自それぞれが身の安全を確保いただく場所を

探して、その安全な場所に避難をしていただく

と、こういうことをお願いしたいというふうに

考えております。 

  それから、大規模な災害が発生した場合、ま

たは発生するおそれがあって避難した市民の皆

さんが災害の危険性がなくなるまで必要な期間、

ある程度の期間滞在をする、あるいは災害によ

り自宅へ帰れなくなった、戻れなくなった住民

の皆さんが滞在するのがいわゆる屋内の指定避

難所というふうに位置づけているところであり

ます。 

  市のほうで災害対策本部が設置され、指定避

難所の開設運営などが決定されるというふうに

なっております。 

  そして、この屋内の指定避難所開設情報につ

いては、防災行政無線、それから速報メール、

広報車あるいはホームページなどによって市民

の皆さんに周知を図ってまいりますので、開設

されている指定避難所を十分確認していただい

て移動等の対応をお願いするということになっ

ております。 
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  避難する際には目的の指定緊急避難所、それ

から指定避難所までの移動経路の安全などは十

分各自それぞれ確認をいただいて、二次災害に

十分注意をしていただいて避難していただくと

いうことでお願いをしているところでございま

す。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 やはり地域に入りますと正直言

って疑問だらけというように私は感じておりま

したので、今後自主防災会の会長会議とか、そ

ういうものがありましたら、私も自主防災会の

会長をやっておりますので、大いに参加して勉

強しながら市民の安全につなげていきたいと思

います。 

  そのほか、寒河江中央工業団地は日中の人口

が約5,000人と膨れ上がります。付近の避難場

所としては寒河江工業高校と技術交流プラザ脇

の中央工業団地第２号公園の２カ所になってい

ます。 

  日中に発災が起きた場合、避難所としての収

容人口はキャパオーバーになると予想されます。

社員が大勢いて敷地の広い工場や社員数の少な

い中小企業もあり、避難としてはさまざまな形

があると思います。 

  また、工業団地内には地域的にグループ分け

されているともお聞きします。この地域の安全

な避難場所としてどのようにお考えなのかお伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 議員御指摘のとおり、御案内の

とおり中央工業団地、約90社の企業が立地して

寒河江の産業経済の基盤を担っていただいてお

ります。市内外より約5,000名の方が勤務され

ている状況であります。 

  災害時の中央工業団地内の避難ということに

なりますと、中央工業団地近辺の指定緊急避難

場所としては中央工業団地第２公園、それから

寒河江工業高校グラウンドを指定しております。

ここ２つ合わせて１万2,650人が収容可能だと。

屋外ですから。 

  また、指定避難所、屋内になりますが、これ

は寒河江工業高校の柔剣道場を指定しておりま

す。99人が収容可能だというふうになっており

ますが、中央工業団地に勤務している方々が、

今数字を申しあげましたが、一時的に避難して

いただく屋外の指定緊急避難場所、当然全員が

避難可能でありますけれども、屋内になります

と収容の人員が99名ということで、当然制限さ

れるということになってしまうわけであります。 

  ですから、ここをどうしていくかということ

でありますけれども、こういう状況を踏まえて

我々としては、実際、古沢議員も御指摘ありま

したが、立地されている企業の皆さんがその災

害時の対応をどうしていくのか、あるいは避難

行動をどう考えておられるのかということを早

急に我々としても調査をさせていただいて、そ

の調査を踏まえて新たな避難場所を指定する、

あるいはさらには立地企業の施設の利用なども

御協力いただくなどについて、できるだけ早く

検討していきたいというふうに考えております。 

  例えば技術交流プラザもありますし、農協の

本所もあるわけです。それから、学会の会館な

ども見えますので、そういったところをいろい

ろ検討させていただいて、いざというときに無

理をさせていただくなどということを早目に詰

めて、早急に詰めていきたいというふうに考え

ております。 

  それから、議員からもグループ分けされてい

るというようなことでありまして、そのグルー

プごとの指定避難所などについても、確保につ

いてあわせて検討していきたいというふうに考

えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。市長か

らは学会の会館も使ったらいいんじゃないかと

いうことでありますので、私は学会の会館も全
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国どこでも被災あった場合はもう開放して大勢

の方に入ってもらっておりますので、その際は

避難させてくださるようお願いいたします。 

  また、テレビ等での被災者の声を聞くと毎回

のようにトイレのことが問題視されます。特に

水が不足している場合には簡易トイレなども必

要になってくるかと思いますが、月光議員に対

する答弁では簡易トイレについては２万個備蓄

しているとお聞きしましたが、指定避難場所に

は仮設トイレの増設も必要になってくると思い

ます。仮設トイレの増設についての対応をお伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり避難所生活での

トイレの使用というのは健康衛生面でも影響を

及ぼすわけでありますので、大きな課題になっ

ているのは御案内のとおりであります。 

  避難所生活が長期化などをしますとトイレ不

足というものも懸念されまして、ライフライン

と同様にトイレの増設などの適切な対応が必要

でありますので、御指摘のとおり避難場所、避

難所で安心して使用できるトイレを確保すると

いうことが大変大事だというふうに思います。

そういったことから、仮設トイレ、それから防

災機器材などを供給できる事業者との協定など

も早急に結んで、いざというときに備えた対応

を進めていきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 今、市長のほうから事業者との

協定という話が出ましたけれども、大変やはり

それが大事だと思うんです。私も市民でもいろ

いろ協力できることがあれば率先して市の行政

とタイアップして、協力しながら市民を守って

いきたいと思います。 

  また、避難所開設が夜間や休日になった場合、

避難所が無人になった際の鍵の所在は周知され

ているのか、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 避難所の施設の鍵の管理という

ことでありますので、具体的なお話ですので総

務課長よりお答えを申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽信子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答え申しあげます。 

  指定避難所は寒河江市災害対策本部の判断に

より開設されるわけでありますが、避難所施設

の鍵は施設の管理者が保管しており、災害対策

本部より施設管理者に連絡して解錠することに

なります。 

  なお、各避難所には開設から閉鎖まで職員を

配置し、避難所の運営を行ってまいります。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 この一般質問はインターネット

でも中継されておりますので、広く市民の方に

これが伝わればいいなと思いますし、今後も私

たちも広く市民の方にお知らせしていきたいと

思います。 

  避難所について担当職員が毎年物資の保管状

況も確認されていると思いますが、その際、地

域の自主防災組織も立ち会ったほうがいいので

はないかと思いますが、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 古沢議員から自主防災組織の会

長としての御質問のような内容の御質問をいた

だきましたが、これについても総務課長のほう

から具体的にお答えを申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽信子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答え申しあげます。 

  備蓄物資につきましては、毎年備蓄倉庫の防

災機材の状況確認や食料品の保存期間の確認、

更新を実施し、管理しております。 

  現在は職員による管理を行っておりますが、

議員がおっしゃるように自主防災組織の方から

も一緒に確認していただくことで、どのような

物資が備蓄されているかを理解していただき、
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災害時に迅速に備蓄品を活用できると思われま

す。今後、各自主防災組織の訓練時等に備蓄品

の情報共有を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 備蓄に関しては、私のところに

も数人の方が「防災無線ラジオって鳴るんだ

か」というふうに聞いてくる人も中にはいるわ

けです。「ちゃんと電池とか電源を確認したん

だかや」とかといろいろ話し合いなどをするわ

けですけれども、やはりやりっ放しではなくて

防災無線ラジオもせめて年１回ぐらいは、市が

配っているわけですから、確認する必要が私は

あるんじゃないかなというような感じがいたし

ておりますので、その辺もあわせてよろしくお

願いいたします。 

  夏の暑い時期などに発災があった場合、避難

所にエアコンは整備されているのか、小中学校

の教室にはエアコンの設置が整備されましたが、

避難所としての体育館の使用に関しては全国的

にも徐々に整備が進んでいるようにも伺ってお

ります。エアコンの整備状況とあわせて今後の

課題についてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 屋内の施設の避難場所について

は、小中高体育館、それから保育所、地区公民

館など30カ所を指定避難所を指定しているわけ

でありますけれども、そのうちエアコンの整備

されている避難所については保育所が７カ所、

それから中央公民館、柴橋地区公民館、さくら

んぼ会館、老人福祉センターの計11カ所になっ

ております。 

  その他の施設はエアコンの設置がないという

ことでありますので、御指摘のとおり今後の課

題というふうに認識をしております。 

  体育館などを使用した特に指定避難所につい

ては多くの皆さんがそこに避難される施設であ

りますから、健康面から暑さ対策あるいは寒さ

対策というのは大変重要になってくるというふ

うに思います。そういう意味で、健康な、ある

いは良好な避難所生活を送るためにエアコンな

どの整備はやはり早急に考えていかなければな

らないというふうに思います。 

  今後の避難所の状況なども踏まえて、温度環

境に配慮した空調設備等の設置を検討していく

必要があるというふうに認識をしております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 市長からは大変前向きな答弁を

いただきまして、ありがとうございます。 

  私も昔サラリーマンのころ、朝日岳に登った

際に脱水症状を起こしまして、もう山に登った

きりあと帰ってこれないんじゃないかな、死ぬ

思いをしたことがありまして、非常に脱水症状

といっても非常に苦しい思いをするわけです。

その辺でやはり夏場の暑い時期にエアコン等が

あれば助かる命も助かるんじゃないかなという、

多くの方を救えるんじゃないかなという感じが

いたしております。 

  ことしの台風15号、19号が大きな被害をもた

らしました。隣の宮城県丸森町でも大きくテレ

ビ等で悲惨な状況が報道されておりました。死

者10名、行方不明がいまだに１名いらっしゃる

とのことで、大参事になってしまいました。山

間部はいまだに手つかずの状態のようです。 

  また、同じ宮城県でも松島に近い大郷町には

吉田川が流れており、この台風19号で川が決壊

しましたが、地域の自主防災組織と行政が一体

となって早目の避難を呼びかけたため、一人の

死者もけが人も出さず難を逃れたそうでありま

す。 

  早目早目の行動と地域住民による常日ごろの

訓練がいかに大切なものかがうかがわれます。

私たちも地域住民の安全・安心を心がけてまい

りますことをお約束し、一般質問を終了させて

いただきます。ありがとうございました。 
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國井輝明議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号18番、19番について、

13番國井輝明議員。 

○國井輝明議員 おはようございます。本日は中

小企業振興基本条例、また放課後児童クラブの

整備について、２点について質問をさせていた

だきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

  早速質問させていただきます。 

  私は寒政・公明クラブの一員として、また、

このたびの質問に関心を持つ市民を代表し、質

問させていただきます。 

  初めに、通告番号18番、中小企業振興基本条

例の制定について質問いたします。 

  この質問に関しましては、平成29年第４回定

例会で遠藤智与子議員が質問されておりました。

また、私自身、地域経済学、農業経済学を専攻

にされている日本の経済学者、京都大学名誉教

授岡田知弘氏の講演を聞き学ばせていただき、

共感し感銘を受けた内容に触れながら質問をさ

せていただきますので、これまでの検討や今後

のあり方について御答弁いただければ幸いです。 

  小規模企業振興基本法（小規模基本法）は、

経済産業省が提出した基本法としては、昭和38

年に制定された中小企業基本法に次いで２つ目

となり、大きな方向性を打ち出すものとして今

後長期にわたり施策策定の重要な指針となりま

す。 

  中小企業基本法は、当初大企業と中小企業の

格差是正を目的としていましたが、1990年代後

半以降、中小企業を我が国の活力の源泉として

捉え、創業やイノベーションを後押しする流れ

に変化しました。 

  グローバル化、少子化、高齢化など、我が国

の直面する課題が複雑化した現在、小規模事業

者の重要性が見直されております。小規模なら

ではの強みを生かし、きめ細やかな商品、サー

ビスを提供し事業を継続している事業者は、地

域から日本経済を支える重要な存在と言えます。

そうした小規模事業者が日本経済の中心として

活躍できるよう、今後長期にわたって環境整備

をするための法律が小規模基本法であります。 

  この小規模基本法のポイントは４つあるとい

います。１つ目は、小規模ならではのきめ細か

い商品、サービスを提供する事業者が活躍でき

る環境を整えるということ。２つ目は、小規模

事業者が女性、若者、シニア等、多様な人材を

活用できるよう支援していくということ。３つ

目は、小規模事業者を地域経済の担い手として

捉えるということ。４つ目は、これら３つのポ

イントが実現できるような具体的な支援のため

のネットワークの構築が挙げられます。 

  こうした法律のもと、小規模事業者持続化補

助金等の制度をつくるなど、地域を支える事業

者を維持継続できるよう国として支援を行って

いるところであります。 

  寒河江市においても国の制度を活用しながら、

また、本市独自の施策として市内の中小企業を

御支援をいただいていることに感謝いたします。 

  このたびは、地域内で経済を循環させ、中小

企業に活力を与え、地域経済を活性化させる観

点から質問させていただきます。 

  最初になんですけれども、災害が多く起こっ

ている現代において誰が地域をつくり支えてい

くのかと考えたときに、中小企業者の位置づけ

は大変重要と考えます。 

  その理由として、１つに東日本大震災でも熊

本震災でも被災者が危機の１週間を乗り切れた

のは地域の中小企業者の創意工夫と全国的な中

小企業ネットワークを生かした支援があるから。

もう一つに、地域経済の再建のため産業復興、

まちの復興に貢献しているのも地域の中小企業

者であり、東京に本社を置く企業に発注しても

地域再生の持続的な力にはならないということ

があるからです。 
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  まずは中小企業者をどのような位置づけとし

て考えておられるのかをお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 國井議員から中小企業の位置づ

けについてどう考えているのかという御質問で

ありますが、独立行政法人中小企業基盤整備機

構によりますと、国内企業に占める中小企業の

割合というのは99.7％ということであります。

本市だけじゃなくて全国各地の地域経済と雇用

を担っているのは中小企業であると言えるかと

思います。 

  中小企業は地元の消費者、それから取引先と

密接にかかわっておりますし、物品やサービス

を提供して市民の日常生活を支えている基盤に

なっております。地域の経済の振興、それから

御指摘もありましたが、魅力あるまちづくりと

いう観点からも大変重要な存在であるというふ

うに認識をしております。 

  それから、これも議員からお話がありました

が、中小企業間の全国的なネットワーク、つな

がりなどを生かして災害時の危機管理、対応、

復興にも大変大きな力になっているということ

をよくお聞きするところでありますので、寒河

江市としても中小企業に対しましてはさらに今

後とも一層積極的な支援をしていかなければな

らない存在であるというふうに思いますし、と

同時に、ともに手を携えて寒河江の活性化、地

域の活性化に努力をしていきたいというふうに

も考えているところであります。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 これからも積極的に支援をして

いきたいということで、大変うれしい言葉を答

弁いただいたなというふうに思っております。 

  次に質問させていただきますけれども、地域

経済をつくる、地域社会を維持する最大の経済

主体、それは中小企業、業者、農家、協同組合、

ＮＰＯ、そして地方自治体であり、それらの再

投資力をつけることこそ重要であると考えます。 

  そのための手段として中小企業振興基本条例

が注目されております。全国に目を向けますと

443市区町村で制定されており、道府県レベル

では山形県を含め44にもなります。特に大震災

後、制定自治体は急増しているとも伺います。

県内自治体では飯豊町、米沢市、天童市、川西

町、村山市、山形市、そして尾花沢市が制定さ

れております。 

  なぜ今その中小企業振興基本条例に関心が高

まっているのか、それには経済のグローバル化

と構造改革による地域経済の衰退が考えられる

といいます。１つに、大企業を中心とする海外

進出と輸入促進政策による地場産業、農林水産

業の衰退。１つに、構造改革政策による東京へ

の富の集中と地方の衰退加速。１つに、三位一

体改革、平成の大合併以降、地方再生圧縮によ

る地域建設業の衰退が進んだことが理由として

挙げられます。 

  また、災害が続発しており、地域で暮らし続

けることが困難になると考えられております。 

  こうした課題解決に生かそうと中小企業振興

基本条例を制定される自治体がふえているので

す。こうしたことについて中小企業振興基本条

例に対する本市の考え方についてお伺いいたし

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 このお尋ねの中小企業振興基本

条例については、寒河江市では未制定、制定さ

れておらないということでありますが、その大

もととなる中小企業基本法には、中小企業に対

する施策の策定と実施は地方公共団体の責務で

あるというふうに規定をされております。そう

いったことで、寒河江市としても国や県の施策

を活用しながら中小企業向けの融資制度あるい

は補助制度などを実施して、地元中小企業の振

興にこれまでも努めてきたところであります。 

  制定されている自治体の条例などを拝見しま

すと、中小企業振興基本条例というのはこれま
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で以上に中小企業振興に関する市の責務をより

明確にして、市民の理解と協力を得ながら官民

挙げて地元の中小企業の振興に努めるというこ

とについて定めているということになっており

ます。そういった意味では、地域経済の活力維

持発展に資するための条例ではないかというふ

うに認識をしております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 １つの私の制定に向けた考え方

について地域内循環という考え方がありますの

で、その点をちょっとお尋ねをさせていただき

たいと思います。 

  地域が活性化するということ、それは地域内

投資力と地域内経済循環が重要であると伺いま

した。高度成長期以来、大型公共事業と企業誘

致施策で地域活性化がなされておりました。し

かし、時代は進み、従来の政策ではうまくいか

なくなってきているとも伺いました。 

  地域が活性化する、豊かになるとは、住民一

人一人の生活が向上することとして、地域内に

ある経済主体、先ほどもちょっと触れましたけ

れども、中小企業、業者、農業、協同組合、Ｎ

ＰＯ、そして地方自治体でありますが、それら

が地域に再投資を繰り返すことでそこに仕事と

所得が生まれ、生活が維持拡大されることであ

ると伺いました。地域内での取引網を太くし、

地域内循環をつくれば多くの住民の生活向上に

つながるのではないでしょうか。 

  では、具体的にどのような取り組みが必要な

のかというと、その取り組みの１つに、販売市

場は他地域、市外です。東京や大阪でも構いま

せんし、海外でも構いませんが、販売の収益が

地元地域に還流し、それが地域内で循環すれば

経済効果が大きくなること。１つに、進出企業

にはできるだけ地域内から商品、サービス、雇

用を調達してもらうこと。１つに、観光客の招

致による観光消費額も重要な市場であり、これ

を地域内で循環させること、また、住民の消費

も地元のお店で購入すれば地域内に循環し、再

投資力を高められること。こうした取り組みを

実行することにより中小企業に活力を与え、地

域の活力につながると考えますが、いかがでし

ょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 地域内経済循環の取り組みにつ

いてどうかと、こういうことでありますが、御

指摘のような循環をしていくためには、ある程

度の規模の大きな自治体などでは必要な物品と

かサービスの入手を地域内で調達できる、可能

であるというふうになろうかというふうに思い

ますが、御案内のとおり寒河江市のような規模

になりますとどうしても地域内では賄えない物

品やサービスがあろうかというふうに思います

し、また、今はインターネット通販というもの

が普及しているわけでありまして、市外の業者

と価格を比較して安いほうを購入するという、

こういうできるような環境というんですか、そ

ういうものが整ってきているので、地域内だけ

で経済循環を図っていくということにはなかな

か課題も多いのではないかというふうにも思い

ます。 

  ただ、しかしながら、地域経済を今まで以上

に活性化させていく、要するに血液の循環をよ

くしていくという取り組みをしていく、その効

果によって地元がさらに潤っていくという仕組

みを知恵を出し合いながらいろんな取り組みを

していくということは大変重要なことでありま

すし、また、可能な限りそういうことができる

部分が多々これからもあるというふうに思いま

すから、そういう取り組みを進めていくことは

地域にとって地域の活力を維持発展させていく

上では大変重要なことだというふうに認識をし

ております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 やはりこの寒河江市というより、

ある程度の大きな自治体で大きな規模だと循環
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ができる。しかしながら、寒河江市はちょっと

なかなかマッチしていませんが、実際そういっ

たことをしっかりと市長もちゃんと流れをつく

るようなことを考えてくださっている答弁をい

ただきましたので、大変安心しているところで

あります。 

  最後の質問になりますけれども、地域内で経

済を循環させ、中小企業に活力を与え、地域経

済を活性化させるための議論をさせていただき

ましたが、寒河江市としてこれまでの検討結果

も含め中小企業振興基本条例を制定すべきと考

えますが、いかがでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 中小企業振興基本条例について

は、もちろん先ほど御披露がありましたが、県

内でも幾つかの自治体で制定をしておりますの

で、寒河江市におきましてもこれまで他の自治

体の動向とか事例などを大いに参考にしてさま

ざま検討してまいりましたが、我々としては市

内中小企業の発展なくしては寒河江市の発展は

あり得ないという基本的な考え方で持っており

ますので、市として地元の中小企業の活力維持、

それから地域活性化を図るために、今後関係機

関等の意見なども十分お聞きをしながら、条例

の制定に向けてその準備を進めていく必要があ

るというふうに認識をしております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ぜひいろいろ御協議いただきな

がら、条例の制定に向けてしっかりと進めてい

ただきたいというふうに思っているところであ

ります。 

  次に、通告番号19番、放課後児童クラブの整

備計画について質問させていただきます。 

  寒河江市の放課後児童クラブは現在15のクラ

ブが設置完了となっております。これまで計画

された全てに設置完了となっておりますが、放

課後児童クラブの利用者増に伴い中部小学校区

では第４わんぱくクラブを六供町公民館に設置

するなど、対応されてこられました。 

  これからの放課後児童クラブの利用者の変動

を考えたときに、現在ある15の施設で利用者の

ニーズに応えられるものなのかお伺いいたしま

す。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど國井議員からもありまし

たが、寒河江市では現在全ての小学校区に放課

後児童クラブがあるわけであります。15クラブ。

15クラブの運営については９つの運営委員会に

委託をさせていただいているところであります。

特に市の中心部にあるクラブにおきましては利

用児童数が多いわけでありまして、１つの運営

委員会が複数のクラブを運営していただいてい

るということになっております。 

  今後の各学区ごとの児童数などを推移を見て

いくと、多くの学区では児童数は減少していく

のではないかと、こういうふうに見込まれてお

りますけれども、寒河江中部小学校区だけは宅

地造成の効果などもあって増加する見込みとい

うふうになっております。 

  そうしたことから、寒河江中部小学校区のわ

んぱくクラブ以外については、保護者の就業率

の向上なども考えられ利用率が増加することは

見込まれますけれども、総体的には利用数は横

ばいで推移するのではないかというふうに考え

ておりますから、現施設での受け入れは可能で

はないかというふうに考えております。 

  ただ、先ほど申しあげましたが、わんぱくク

ラブについては現在も市内で最も大きい児童ク

ラブでありますので、今後も利用者の増加が見

込まれるということでありますから、現在４つ

施設があるわけでありますけれども、４施設だ

けでは児童の安全を確保した受け入れができな

くなる可能性があるのではないかという認識を

持っております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいまの答弁の中で、やはり
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中部小学校区では増加傾向でありますがほかで

は減少傾向にあるというようなことで、今後の

考え方についてもある程度御答弁はいただいた

ものですけれども、次の質問をさせていただき

たいというふうに思います。 

  今後の整備計画についてでありますけれども、

先ほども触れましたが、寒河江市の放課後児童

クラブは現在15のクラブが設置完了となってお

ります。先日、上棟式がとり行われ、地区民か

らは完成が待ち遠しい、柴橋地区多世代交流セ

ンター内にはやまびこクラブが再整備されるな

ど、施設の更新も進められております。 

  さきの質問にもお答えいただきましたが、利

用者の変動や施設が多数あるクラブがあること

を考慮したときの今後の整備計画をどのように

お考えなのか、お伺いさせていただきます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 キャパ的には先ほど答弁を申し

あげましたが、これから御答弁申しあげますの

は運営についての答弁をさせていただくことに

なるんであります。 

  15クラブのうち民間の施設を借用して運営し

ているクラブが４クラブあるわけであります。

いずれも市中心部の複数のクラブを運営してい

るクラブで、同じ小学校の子供たちが要するに

別々の場所にある児童クラブで過ごしていると

いう状況にあるわけです。ねっこクラブ、なか

よしクラブ、わんぱくクラブと、こういうふう

になっているわけでありますけれども、平成30

年９月に国が策定した新放課後総合子どもプラ

ンというものがありますが、この中では新たに

放課後児童クラブを整備する場合は学校施設を

徹底的に活用することとなっておりまして、学

校外で放課後児童クラブを実施している場合で

もニーズに応じて小学校の余裕教室等を活用す

るのが望ましいというふうになっているんであ

ります。 

  そういったことから、今後民間の施設を借用

しているクラブについては、教育委員会、学校

とも十分協議をしながら、学校の余裕教室ある

いは学校の敷地内でできないか、整備を考えて

いきたいというふうに考えております。 

  先ほど答弁申しあげましたわんぱくクラブに

ついて増加する利用希望者の児童が想定されま

すので、受け入れが困難になる可能性があると

いうことがあるのではないかと申しあげました

が、我々としては万が一にも待機児童が発生す

ることがないような施設の整備について、運営

委員会の皆さん、それから教育委員会、学校と

も十分協議しながら対応を進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 学校側とも十分協議をして進め

たいということで、次の質問に関係があります

ので質問させていただきたいと思います。 

  先ほど市長からも答弁がありましたとおり、

放課後児童クラブはできるだけ私自身も小学校

の近くに設置したいというふうな考えがありま

す。 

  これに関係して、現在寒河江市立学校のあり

方検討委員会を立ち上げ、統廃合を含めた検討

が進められております。この検討結果について

は丁寧な議論が必要であるため時間もかかるこ

とが予測されますが、放課後児童クラブの整備

計画との関係性をどのように考えていくのか、

お伺いをさせていただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 学校の今後のあり方につきま

しては、ことし７月に寒河江市立学校のあり方

検討委員会を立ち上げ検討を開始しております。

その後、10月に２回目の会議を開催したところ

でございます。 

  この学校のあり方検討委員会と放課後児童ク

ラブの整備計画との関係性という御質問でござ

いますが、正直申しあげて検討委員会の中では

まだ具体的な検討を行う段階までには進んでい
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ないというところであります。 

  ただ、学校と放課後児童クラブの運営につき

ましては、先ほどもありましたが、新放課後総

合子どもプランにおきましては運営は一体的に

行うべきだと、こういうふうになっております

ので、教育委員会としても一体的に考えるべき

ではないかというふうに思っているところでご

ざいます。 

  児童クラブを学校の外へ設置した場合、授業

が終わると学校からクラブまでは子供たちだけ

で移動することになり、交通事故あるいは事件

等に巻き込まれる危険性もあるわけでございま

すので、学校内であれば子供たちの安全を確保

することができるとともに、体育館、グラウン

ドを利用して伸び伸びと活動をすることができ

るということであります。 

  このようなことから、教育委員会としまして

も放課後児童クラブはできるだけ小学校の近く、

できれば学校敷地内に設置するのが望ましいと

いうふうに考えているところでございます。 

  これから小学校のあり方について具体的な検

討に入っていくわけでございますが、子育て推

進課と連携しながら余裕教室の活用など、放課

後児童クラブのあり方も含め検討してまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 私もちょっと舌足らずな質問で

ありますが、やはり学校が終わってから施設に

移動するまでの間にいろんな交通事故なりいろ

んな事件性に関係してしまうということもあり

得るかと思ったので、やはり近くに必要だとい

うふうな質問であったので、そうしたことも含

めてしっかりと御答弁をいただいたなというふ

うに思っておりますので、これからもこうした

こともいろいろ踏まえながらいろいろ考えてい

っていただければなというふうに思っていると

ころであります。 

  そうした中で、第６次寒河江市振興計画の中

身に触れたいというところでありますけれども、

第６次寒河江市振興計画、この行動計画では今

後西根地区の放課後児童クラブを整備される予

定となっておりますが、現在３カ所あるねっこ

クラブをどのように整備するお考えなのか、整

備計画についてお尋ねさせていただきます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 西根小学校区には、今國井議員

からもありましたが、１つは小学校体育館ミー

ティングルームを使用しているねっこクラブ、

それから民間施設を借用しているねっこクラブ

第２と、それから第３が３施設に分かれてある

わけであります。 

  先ほど教育長のほうからもありましたが、今

後の放課後児童クラブの整備については学校施

設の活用、それから学校敷地内での整備が望ま

しいというふうに我々も考えているところであ

ります。 

  ねっこクラブの第２、第３については民間施

設ということになって現在はおるわけでありま

すので、いろいろこれまでもいろんな状況を拝

見しますと、施設が学校から離れてしまうとい

うことで、遊び場もなくて、また、国道112号

も挟んでなどということがあって大変移動する

のに危険だなどということをお聞きしておりま

す。 

  これから冬場などは大変だというふうに言わ

れてお聞きしておりますので、そういう意味で

は学校の敷地内、あとは校内ということになれ

ば移動せずに、そしてグラウンドとか体育館も

活用できるということになれば、大変子供たち

も伸び伸びと、そして安全に過ごせるというふ

うに思っているところであります。 

  ですから、そういったことを考えますと、３

つのクラブが一緒に学校の施設あるいは敷地内

で運営できるように、教育委員会、それから西

根小学校とも十分協議連携をしていきたいと。

そして、できるだけ早く整備ができるように進
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めていきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 前向きな御答弁をいただきまし

てありがとうございます。大変よい答弁をいた

だいたなというふうに思っております。 

  最後になりますけれども、政府は平成27年４

月より子ども・子育て支援整備交付金をスター

トさせております。行政の執行部のほうではち

ゃんとデータを持っているとは思いますけれど

も、これは放課後児童クラブ及び病児保育事業

を実施するための施設の整備を促進することに

より、放課後児童対策の推進を図るとともに、

病後児保育事業の推進を図ることを目的として

おります。 

  この交付金要綱の整備区分、創設及び改築に

おいては、待機児童の解消のための放課後児童

クラブの整備を行う場合については、国が３分

の２、県が６分の１、市町村が６分の１という

軽負担で建設できるとあります。 

  私たち議員としてこのように一般質問する際

には議員間でも情報交換を行っているところで

あります。このたびは後藤健一郎議員とお話を

したところ、こうした情報提供をいただいたと

ころであります。 

  我々は行政に対し、あれが必要、これが必要

ということだけではなく、みずからもまた市民

からいただいた血税を無駄にしないことは当然

のこと、必要な施設整備であれば負担を軽減し

つつ、よいものをつくるための方法はないもの

か考えているところであります。 

  こうした考えのもと、ねっこクラブの整備に

ついては先ほど申しあげたメニューに該当する

のであれば、これを活用し整備を行ってほしい

というふうに考えております。 

  以上のようなことを申しあげ、このたびの私

の質問を終わらせていただきたいと思います。

このたびもありがとうございました。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午前11時５分といたします。 

 休 憩 午前１０時５０分  

 再 開 午前１１時０５分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

沖津一博議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号20番から22番までにつ

いて、12番沖津一博議員。 

○沖津一博議員 まず、先日、アフガニスタンの

地で銃弾に倒れました中村 哲医師の亡くなっ

たというニュースを聞き大変驚き、心から追悼

の誠をささげ、お悔やみ申しあげます。 

  平和は武器と武力では守れないというみずか

らの意思を傍らに、砂漠を緑に変えたいという

農業の改革をしてきた方です。このような意向

を受け継ぎ、私たちも市民とともに平和を守る

活動を行っていかなければならないと改めて決

意をした次第でございます。 

  早速ですが、質問に入らせていただきます。 

  初めに、通告番号20番、古代ロマンと地域活

性化について、田代巨石群の活用について。 

  現在の田代地区は、人口減少や高齢者で限界

集落に直面しています。200軒近くあった家も

70軒程度に減り、人口も300人から140名程度に

減少しました。このまま進めば地区としての存

在が危ぶまれる状況となります。 

  それでも、旧田代小学校を改築し、宿泊施設

を伴った学びの里ＴＡＳＳＨＯを開設したこと

は大きな一歩であります。ここに滞在して子供

から大人まで体験学習を通じて自然に対するい

ろいろな学び、都会では経験のできないことが

たくさんあります。 

  私は天文学や考古学はよくわかりませんが、

この地域には縄文時代につくられた巨石や星座

オリオン座に倣った山が存在していることがわ

かりました。また、上田代地区には縄文時代の
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石器も見つかっています。 

  この田代地区を縄文時代の石器探しや巨石散

策の拠点とした構想ができると思います。この

ことで学びの里ＴＡＳＳＨＯを活性化し、来客

をふやすことができると思います。 

  最近、縄文時代のよさが全国で注目され、南

北海道の遺跡や青森県三内丸山遺跡を代表とす

る世界遺産登録を目指して活動している状況に

あります。 

  縄文時代は戦いもなく１万6,000年続いたと

言われております。なぜこれだけ長く続いたの

か、古代歴史を考えるよい機会ではないかと思

います。 

  現代人は仕事や生活に追われ、人間としての

本来の生き方を忘れているような気がしてなり

ません。また、葉山の麓には大円院跡がありま

す。役小角という有名な修験者が開いた場所で

もあります。奈良県の吉野に役行者が開いた金

峯山寺蔵王堂があり、この地区は世界遺産に登

録されております。 

  田代の山々から見おろす山形市や上山市の夜

景はすばらしいものがあります。10月、11月に

は天候のよい日には雲海も見られ、こういった

古代ロマンや人間と太陽、そして星との関係に

興味を持つ人は全国に大勢いると思います。 

  これらを活用し、学びの里ＴＡＳＳＨＯを全

国に発信し、田代ににぎわいを取り戻してはい

かがかと思いますけれども、市長の見解を伺い

たいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 沖津議員から田代の活性化につ

いて御質問いただきましたが、先ほどありまし

たけれども、田代地区の地域づくりの拠点とな

る学びの里ＴＡＳＳＨＯ、昨年４月にオープン

をさせていただきました。運営は地域の方々で

組織するＮＰＯ法人が行っていただいておりま

す。 

  昨年度は小中学校の合宿、それから大学生な

どを中心にして、宿泊者数は1,000人を超えて

おります。また、レストランたしろ亭も多くの

方から御利用いただいているところであります。 

  このＮＰＯ法人については年間を通して里山

体験プログラムを実施してもらっています。豆

腐づくりとか天下森トレッキングとか、先ほど

お話ありました星空の観測でありますとか、そ

れから、冬場スノーシュートレッキングなども

していただいて、多くの方から御参加をしてい

ただいているところであります。 

  御質問の巨石の御質問でありますけれども、

研究者の方あるいは愛好者の方でつくるイワク

ラ学会が主催をするサミットが去る９月に宮城

県の白石市で開催されたと聞いております。山

寺の立石寺、それから田代地区の巨石を視察す

るというような記事も新聞で拝見させていただ

きました。 

  これまで田代地区に存在する巨石に関するこ

とについては直接研究者の方から具体的なお話

をお聞きしてはおりませんが、資料などを拝見

させていただきますと大変ロマンあふれるお話

だというふうに拝見したところであります。 

  御提案のように多くの方が訪れるきっかけと

なれば、田代地区の地域の活性化にもつながる

ことになろうかというふうに思います。今後い

ろいろな機会を捉えて地域の方々や、あるいは

専門家の方々からいろいろお話をお伺いをして

いきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 どうも答弁ありがとうございま

す。 

  10月の連休を利用して徳島県から一級建築士

をなさっておられます岡本静雄さんという方が

その場所に来まして、たまたま連休ですので６

日間ぐらいの予定で来たんですけれども、すば

らしいところだということで山の中に１週間ほ

ど泊まって、東西にひもを張ったりして、ちょ

うど調べて何かをしているところに私はたまた
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ま連れていってもらって見てきたんですけれど

も、すばらしいところだと、日本そのものだと

言うわけです。私はその日本そのものとはどう

いう意味だかはちょっとわからないんですけれ

ども、日本の原点というか、そういうものだっ

たのかなというふうに感じてきたところであり

ました。 

  巨石については約4,000年前の縄文中期から

後期にかけて人工構築物、磐座ということであ

ります。古代人にとって太陽の観測装置であり、

重要な祭礼の場所でもあったと思われます。太

陽の動きを観測し、四季の移り変わりを判断し

ておりました。 

  また、当時正月における太陽の復活を願った

場所でもあり、祭殿の前では復活祭を行ってい

たと思われます。鏡石隣の岩のＶ字の岩には秋

春分の日、秋の秋分の日と春分の日です。太陽

の光がそこの場所から観測できるということで、

季節がわかっていたのではないかなというふう

に思います。 

  山全体を御神体としており、冬至前後には巨

石は黄金に変化する石など貴重な遺跡が多くあ

り、後世に残していくとともに多くの興味ある

方々に田代にお越しいただいて、また、点在す

る遺跡を見て歩くためにも散策路の整備も多少

しなければなりませんが、大きな新しい観光資

源になる可能性は十分にあると思います。 

  教育長の見解を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 沖津議員から御質問ございま

した田代の巨石群でありますが、縄文時代の古

代人にとって太陽の観測装置とか、あるいは祭

礼をした場所ではないかということでございま

すけれども、このお話は大きな石が重なり合っ

た威風堂々のさま、そして眺望のよさも相まっ

て、古代へのロマンを大いにかき立てるものだ

なというふうにお聞きしたところでございます。 

  日本には秋田県あるいは北海道に多く見られ

るストーンサークルと呼ばれる巨石群がござい

ますが、天文台説あるいはお墓という説あるい

は祭祀をした場所ではないかという説、これら

を組み合わせた説などがあって大いに興味をか

き立てるものでございますが、この巨石群がつ

くられたのは、先ほど議員から御指摘があった

とおり縄文時代の中期から後期だというふうに

言われております。 

  田代の巨石群の近くには田代水上遺跡がござ

いますけれども、この遺跡は縄文時代の早期か

ら前期の遺跡でありまして、周辺には縄文の中

期、後期の遺跡は発見されておりません。それ

で、縄文の中期、後期の人々が田代の巨石群に

おいて活動していたという確実な証拠は残念な

がら現在のところは確認できていないというと

ころであります。 

  また、この田代の巨石群の石質でございます

が、周囲の地盤も含め葉山の噴火でできた火山

岩であるというふうに推測されておりますので、

巨石群の周囲から土器とか石器等の遺物散布、

いわゆる人々が生活したのではないかという、

そういった証拠になる遺物散布が確認されてお

りませんので、巨石群が人工の構築物であるか

どうかの判断は現時点では難しいのではないか

と教育委員会としての見解でございます。 

  教育委員会としましては、文化財の指定ある

いは保存活用ということが教育委員会の行うそ

ういった立場でございますので、教育委員会の

立場としては、大変申しあげにくいことではご

ざいますが、田代の巨石群を遺跡として情報発

信をしたり、あるいは散策路を設けて周辺の整

備などをしていくには、確かな学術的根拠のも

と考古学的な見地から判断する必要があるとい

うふうに考えているところでございます。 

  田代の巨石群は観光資源及び地域おこしの素

材としては大変魅力のあるものだというふうに

思いますが、現時点では遺跡であるというふう

な確証が得がたいものでございますので、今後
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の推移を見守っていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 私が今質問をさせていただいて

おりますが、先ほど教育長のほうからもありま

したように、観光地あるいは興味のある方に来

ていただければそれでいいわけでありまして、

何も教育委員会がこの石は価値がありますよな

んて言ってもらわなくても結構なんです。私と

しては。 

  そういうものだなというふうに思っておりま

すし、全国にこういった興味のある方は大勢い

ますし、パソコンなどにもアクセスなどもどん

どん来ておるというふうに聞いておりますので、

そういったところで好きな方、興味のある方に

とっては非常に価値があるものでありますので、

そういうことなのかなというふうに思っている

ところであります。 

  東日本大震災を経験した我々世代は、これか

ら来るであろう災害に備えなければなりません。

田代の巨石は不安定と思われる続石の巨石であ

ってもびくともしませんでした。 

  我々現代人も古代人の残した遺物から知恵を

学び取る必要があります。超古代人の築いた巨

石文化は現在忘れ去られようとしております。

まだまだ山深くに眠っております。太陽の光を

確認する田代の巨石の類いは今のところ岐阜県

金山巨石群、愛媛県松山市白石の鼻と言われる

ものの、全国３例しかありません。大切に保存

しなければならないと思っております。 

  市長の見解があればお伺いして、この質問を

終わりたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 我々としては田代地区というの

は出羽三山の山岳信仰で栄えた葉山の中腹に位

置するさまざまな地域資源を有しているところ

であって、里山の風景など美しい自然も色濃く

残っている、そういう意味で日本の原風景とい

うふうに言われた方もこれ一理があるのかなと

いうふうに私も思っております。 

  そして、この巨石については御提案のように

興味を持たれている方々にとっては田代地区を

訪れて、あわせて地域の魅力なども知っていた

だいて、いろんな情報を発信していくことにつ

いては大変ありがたいことだし、そういうこと

が地域づくりを後押しする取り組みになってい

くんだろうというふうに思いますので、議員か

らお聞きをした内容などについてぜひ地域の皆

さんともいろいろ情報交換をしながら、共有を

しながら何ができるか考えていきたいというふ

うに思います。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 御答弁ありがとうございました。

私もできれば多くの皆様に来ていただいて田代

をにぎやかにしていきたいなというふうに思っ

ておりますので、少しは興味を持って今後して

みたいなというふうに思っているところであり

ます。 

  次に、通告番号21番、姉妹都市交流の考え方

についてお伺いいたします。 

  先月21日の読売新聞によれば、日韓関係の悪

化を影響とした韓国人訪問客の減少がとまらな

いと、10月の韓国人客は過去最低最悪水準の前

年度比65％減となり、訪日客全体もマイナスに

転じた。日韓とも航空観光業の打撃は深刻だ。

政治リスクの影響が大きい近隣国への依存度を

下げるためにも幅広い地域から訪問客拡大が求

められていると掲載がありました。 

  これまで行政を初め、民間団体、農協、文化

スポーツ団体など多方面での交流を続け、2020

年東京オリンピック・パラリンピックのスケー

トボードホストタウンになるなど交流も深めて

きましたが、このような状況であるときこそ姉

妹都市交流をもっともっと進めるべきと思い質

問をさせていただきます。 

  まず、寒河江市と安東市の友好交流を深めて
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きた経緯と経過についてお伺いいたしたいと思

います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市と大韓民国安東市との

友好交流のこれまでの経過、歴史などについて、

企画創成課長のほうから具体的にお答えを申し

あげたいと思います。 

○柏倉信一議長 企画創成課長。 

○中田隆行企画創成課長 お答えいたします。 

  安東市とは昭和49年２月に姉妹都市締結を行

っておりますが、当時の駐仙台大韓民国領事が

安東市出身で、本市のさくらんぼ栽培に興味を

持たれたことがきっかけとなっております。以

来、相互訪問を中心とした交流を継続しており、

近年の状況としましては、平成26年10月に姉妹

都市締結40周年を記念し、安東市長、市議会議

長を初めとする12名の訪問団を本市にお迎えし、

記念植樹や交流発展宣言を行っております。ま

た、平成27年、29年には議長を初めとする訪問

団が安東市を訪れ、市長、議長と意見交換を行

ったほか、安東国際仮面舞フェスティバルに参

加しております。 

  なお、先般の渡邉議員の御質問の中でも答弁

しておりますが、本年５月には市長が姉妹都市

締結45年を記念し２回目の訪問を市国際交流協

会役員の皆様と行っております。 

  さらに、民間レベルでは、平成７年にＪＡさ

がえ西村山と安東農協が姉妹農協締結、平成10

年には寒河江さくらんぼロータリークラブと安

東中央ロータリークラブが姉妹クラブの締結を

行っているほか、平成28年には韓国美術協会安

東支部主催の国際儒教文化書芸大会に寒河江市

書道会の会員の皆様が出品し、芸術文化の交流

を図っております。 

  そのほか、本市においては駐仙台大韓民国総

領事館とも連携を図りながら、交流事業の円滑

な実施に努めております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 どうもありがとうございました。

大変姉妹都市締結してから月日がたっているん

だなというふうに今感じたところであります。

さまざまな事業も行っていただいているんだな

というふうなことでございます。 

  ６年ほど前、先ほどもありましたけれども、

寒河江の議長さんが向こうに行ったときに、ぜ

ひ向こうの議長さんも来てくださいなんていう

ことで、次の年たしか予算もとったんですけれ

ども、流れた経緯もありました。そんなことで、

来年あたりぜひまた復活させて呼んでいただけ

ればなというふうに思っているところでござい

ます。 

  次に、友好交流の現状と評価と課題について

伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 大韓民国安東市との姉妹都市締

結以来、45年になって交流を継続しているわけ

でありますけれども、これには相互理解、それ

から信頼関係というものが土台になっているわ

けであります。大変我々としては意義深い45年

なのではなかったかというふうに思います。 

  交流の経過、先ほど課長のほうからも答弁申

しあげましたが、民間での交流も活発に行われ

ているところでありまして、姉妹都市の意義な

ど市民の皆様からも御理解をいただいていると

いうことになろうかというふうに思います。 

  今回、来年の東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の寒河江市のホストタウンを大韓

民国として申請をして今やっているわけであり

ますけれども、その大きな要因には安東市との

姉妹交流がその底辺にあるというふうにも思っ

ているところであります。 

  御指摘のとおり報道などによりますと韓国か

らの訪日観光客などが激減をしている、航空機

路線の廃止あるいは減便などが行われて、経済

への影響も大変大きい地域もあるというふうに

も聞いているところであります。 



 - 92 - 

  私どもは今後とも安東市との深い友好のきず

なはこれからもいささかも変わるものではあり

ません。 

  しかしながら、隣国であって国家間の関係と

いうのは大変やはり重要なものだというふうに

思いますので、今後よい方向に向かっていくこ

とを強く期待しているところであります。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 市長からもますますこれからも

したいということでありますので、大変すばら

しいなというふうに思っております。 

  また、友好交流の考え方についてお伺いしま

すが、一昨年ほど前、10月に安東市をこれまで

訪れていなかった寒河江の議員が仮面フェステ

ィバルに合わせて訪問させていただきました。

すばらしい壮大な祭りで、行った議員皆さん感

動してきたところであります。 

  また、この方々は歓待を受けてまいりました

し、安東市民は儒教が生まれた誇り高い土地で、

先祖や歴史、伝統を大切にする地域であり、現

在も文教都市として若者の多い慶尚北道の中心

都市でもあります。 

  政府ではよい関係とは言えない状況でありま

すが、民間ではヤフーとラインが経営統合で基

本合意され来年10月から実施に向けているとい

うことであります。こんなときこそ担う若者を

含めた各級にわたり姉妹都市と交流を深め、国

内外に寒河江のよさをＰＲと同時に交流のあり

方をアピールしてはと思います。ぜひ来年度中

にも交流を行っていただきたいと思います。 

  もちろん相手国の都合もあるわけであります

ので慎重にしなければなりませんが、市長の見

解を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ことし５月に安東市長、權寧世

市長のところに訪問をして懇談をした際には、

安東市においても最近は人口が減少しているん

だというような、出生率も低下して若者が都市

部へ流出しているというふうなことを大変懸念

しているというお話をお伺いをしまして、寒河

江市と同様な課題を抱えているというふうに認

識をしたところであります。 

  今回は45周年ということでお邪魔をいたしま

したが、權寧世市長からは周年事業にこだわら

ず必要に応じて随時交流を深めていきたいとい

うような御提案をいただいたところであります。 

  私のほうからは、寒河江にはグリバーさがえ

というところがあるわけでありまして、また、

安東市には安東湖があって、あちらでもカヌー

競技が行われているということであります。カ

ヌーなどを初めとしたスポーツを通した交流が

できないのかどうかなどということで話をさせ

ていただいたところでありますので、今後、５

月の懇談の内容なども含めて幅広い分野での交

流ができるように具体的な事業について検討し

ていきたいというふうに思っているところであ

ります。 

  いずれにしても、姉妹都市交流についてはそ

の事業の趣旨というものを明確にして、また、

市民の皆さんから御理解をいただきながら、実

のある交流事業が展開できるように努めていき

たいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 大変前向きな答弁をいただきま

してありがとうございます。 

  寒河江市では姉妹都市交流として大韓民国安

東市、それからトルコ共和国のギレスン市、国

内では神奈川県寒川町と長年にわたり交流をし

てまいりました。お互い歴史や文化は違いはあ

るものの、お互いを理解し合い長年交流を深め

てこられたことはすばらしいことであります。

これまでおつき合いをしていただいた諸先輩方

に敬意を表し、今後ともさらなる交流の発展を

願うところであります。 

  市長の見解があればお伺いして、この質問は

終わりたいと思います。 
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○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど来申しあげておりますけ

れども、これまでの姉妹都市の３つの都市と長

い間にわたって交流を深めてきましたが、交流

を深めてきたこと自体が寒河江市の歴史でもあ

るし、我々の誇りでもありますから、そういっ

たところを大変大事にしながら、さらに新しい

時代の交流のあり方なども含めて検討していき

ながら、さらに一層のきずなを深めていく事業

を展開していきたいというふうに考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 大変御答弁ありがとうございま

した。これからさらなるお互いの発展ができれ

ばいいのかなというふうに思っているところで

あります。 

  次に、通告番号22番、公園のあり方について

伺います。 

  市内にあります公園は、児童公園、都市公園、

近隣公園などさまざまな公園があると思います。

国の補助金や県の補助金、日赤あるいは赤い羽

根の補助金などさまざまあると思いますが、現

在寒河江市が管理している公園並びに把握して

いる公園の仕分けと箇所数、そして対応につい

て伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市が管理する公園の種類

と数、その対応ということでありますので、建

設管理課長のほうから具体的にお答えを申しあ

げたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  市が管理する公園の種別とその数についてで

ございますが、市が管理する公園には市の都市

計画で位置づけられ都市計画区域内に設置され

ている都市公園と、宅地開発を行う際に設置が

義務づけられている開発緑地、そして、それ以

外の市所有の土地につくられた公園に大別され

ます。 

  都市公園につきましては、その公園施設の状

況により総合公園、街区公園、広場公園、近隣

公園、都市緑地などに区別区分されます。 

  それぞれの公園の数でございますが、総合公

園は寒河江公園の１カ所、街区公園は八幡原第

１公園など22カ所、広場公園はほなみ団地第１

号公園など11カ所、近隣公園は西根公園など４

カ所、都市緑地は最上川寒河江緑地など８カ所

で、都市公園としては合計46カ所となります。 

  また、開発緑地は59カ所、その他の公園は21

カ所となっており、市全体として126カ所の公

園を管理しております。 

  なお、市内に54カ所の児童遊園が設置されて

おりますが、これにつきましては町会などが設

置者であり、遊具等の設置に際しては市の社会

福祉協議会から補助金が交付されておりますが、

管理につきましては全て設置町会などが行って

いるところでございます。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 改めてお伺いをしますと、126

カ所ということで大変多い数だなということを

改めて感じた次第であります。 

  市民の声としてはほとんど利用されていない

公園も多く見られると。雑草取りや落ち葉片づ

けなど、本当に町会の方々も管理に大変御苦労

をされている公園がいっぱいあるということで

あります。利用されていない公園はないのかと

いう声もあります。 

  現在の維持管理の内容について伺いたいと思

います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 維持管理の内容についても建設

管理課長のほうから具体的にお答えを申しあげ

たいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  市が管理する公園につきましては、それぞれ
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の公園が存在する町会などに通常の維持管理に

ついて御協力をいただいております。 

  内容としましては、それぞれの町会などの都

合に合わせ頻度などは自由に決めていただき、

公園内の除草、ごみ拾い、トイレがある場合に

は定期的なトイレ清掃、樹木がある場合には落

ち葉の清掃、公園の使用に際して邪魔になるよ

うな下枝の剪定などをお願いしており、これに

対しては年１回、少額ではありますが市から報

償をお出ししております。 

  なお、遊具等については毎年専門業者への委

託により安全点検を実施し、市において修繕、

更新等を行っているほか、高木の剪定について

は各町会から連絡や要望があった場合に状況を

確認し、専門業者に委託しているところでござ

います。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 答弁ありがとうございました。

町会や委員の方には幾ばくかはお支払いして管

理をしていただいているところもあるという話

でございました。 

  最後に、今後における対策と用途変更なども

含めてこんなことができないのかなということ

でお伺いをしていきたいと思います。 

  例えばあそこの郵便局、寒河江市の郵便局の

向かいにある公園ですが、木が鬱蒼と茂り暗く

てトイレも古く、利用されている方はほとんど

見かけたことがありません。先月末には落ち葉

が落ち、町会関係者も掃除をしても次々と落ち

葉が落ち、見た目も悪い状況が続いております。 

  このような場所についてはきれいに整備をし

て、駐車場や災害時の避難場所としてはどうか

というふうに思います。そうすれば、一時的に

は金はかかりますが管理費は極端に減るものと

思います。 

  また、ひがし公民館や郵便局、金融機関、飲

食店なども駐車場になれば利用できるわけであ

りますので、こういった利用はできないものな

のか。その他にも使われないような公園の用途

を変更するなどして、思い切って宅地として販

売するなどはできないのか、御意見を伺いたい

と思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の寒河江郵便局向かいの

公園、これ丸内緑地というふうに言っておりま

すけれども、この緑地については都市公園の中

の都市緑地に該当する公園というふうに位置づ

けられております。昭和56年に供用が開始され

て38年が経過しているところであります。 

  いきさつとしては、昭和56年ごろに県道天童

大江線の道路新設の事業に合わせて周辺の東寒

河江地区の都市整備が行われて、寒河江城址の

保全も含めて良好な都市環境を形成するという

目的で整備されて、樹木の植栽などによる緑の

オープンスペース確保のためなどもあって整備

されてきているものであります。 

  今、都市緑地、都市公園ということを申しあ

げましたが、都市公園というのは都市公園法に

よって整備がされてきているのでありますが、

都市公園法というのは大変基本的に保存という

ことが強く掲げられています。つまり用途変更

など廃止するなどという場合は非常に限定的で

ありまして、そういうようなものは大変ハード

ルが高いというふうになっております。 

  用途変更、つまり廃止が可能な場合としては、

廃止しようとする都市公園の代替となる公園が

周辺に設置された場合でありますとか、都市計

画事業に伴い公園以外の施設に変更する場合、

または人口が減少によって廃止したほうが公益

的であると判断される場合などに非常に限られ

ているというふうになっておりますので、そう

いう意味では御提案ありましたような用途変更

というのはかなり難しいというふうに考えられ

ますけれども、工法などいろいろ御提案もあり

ましたが、いろいろ工夫をしてその利活用を工

夫していく、工法などを検討してその利活用を



 - 95 - 

工夫していくということを考えてみたいという

ふうに思っております。 

  また、御質問にもありましたとおり、高齢化

あるいは市中心部の人口減少などによって大変

公園の管理作業が難しく、大変厳しくなってい

るというような御意見もさまざまな地域からい

ただいているのも事実でありまして、先ほど数

を申しあげましたが、どの公園も開設してから

結構な年数がたっているということは、樹木も

大木になっているというようなことがあって、

その落ち葉の量も多くなっているということが

ありますので、もちろん剪定なども小まめにし

ていくことにいたしますけれども、それだけで

なくてやはり思い切って樹木を大胆に伐採する

などということをしていかないと、公園管理に

かかわる町会などの皆さんの負担を軽減するこ

とになっていかないんだろうというふうに思わ

れますので、できるだけそういう対応をいろい

ろ検討して地域の皆さんと相談をしながらして

いきたいというふうに思います。 

  それからもう一つだけ、開発緑地というもの

も申しあげましたが、昨年度地元の町会の皆さ

んからの要望があって、除雪の雪押し場として

活用できるようにフェンスを撤去したり障害と

なる樹木を伐採などをして改良を行ったという、

そういう事例もつくらせていただきましたので、

地域によってそういう要望があって、これから

冬の期間になりますけれども、要望があれば

我々もできるだけ対応を進めていきたいという

ふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 大変ありがとうございます。 

  先ほど市長が言われたようにハードルが高い

とかいろいろな問題があって、するのも大変な

んだということでありますけれども、やはりあ

そこの公園を見ると先ほど市長が言ったように

木も大きくなってもう剪定するのも大変なよう

な状況でありますし、落ち葉が落ちる量も半端

でないぐらい多くて、近所の方も片づけなんか

していただいているんですけれども、幾ら片づ

けてもきれいにならないということであります

し、市の職員には優秀な方がこれほどいるわけ

ですから、どんな難問にも立ち向かってきれい

にしていただけるようにお願いをしたいなとい

うふうに思います。 

  最後になりますけれども、土地開発公社を初

め民間業者の開発による土地の開発に伴い一定

程度の緑地が義務づけられております。この体

系は決して満足できるとは言いにくい状況と感

じております。 

  将来近隣住民の負担を軽くするためにも行政

の主導のあり方が課題と思います。今後の対策

について要望させていただいて、私の質問を終

わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

後藤健一郎議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号23番、24番について、

６番後藤健一郎議員。 

○後藤健一郎議員 今回の一般質問、10人目とな

ります、後藤健一郎です。 

  私の前の一般質問で関連する事項もありまし

たので、そういうことも踏まえながら早速質問

に入らせていただきたいと思います。 

  通告番号23番、寒河江公園の整備と維持管理

についてです。 

  平成25年度に寒河江公園再整備基本計画が策

定されました。寒河江公園をつつじ園、歴史と

さくらの丘、青空広場、多目的運動広場、アカ

マツ林育成、花木林の６つのゾーンと市野球場、

アクセス道路、駐車場の３つの施設について順

次整備を行っていく計画となっております。現

在の進行状況について伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江公園再整備計画の進捗状

況について建設管理課長のほうから具体的にお
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答えを申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  寒河江公園再整備計画につきましては、御案

内のとおり都市計画決定しております公園区域

を54.1ヘクタールを６つのゾーンに分け整備を

進めるとともに、アクセス道路の整備や施設の

経年劣化を解消し、１年を通して楽しむことが

できる花咲か山とすべく、さらなる魅力づくり

を目指して整備事業に取り組んでおります。 

  再整備計画の進行状況でございますが、これ

までは、平成26年度から29年度までの４カ年を

かけて公園南側からの進入路、市道寒河江公園

アクセス線の整備を事業費約３億円を投じて整

備しております。また、平成26年度には市制施

行60周年記念事業に合わせ、つつじ園の拡張工

事及び園路新設工事を事業費約3,600万円で実

施しております。 

  本年度からはさくらの丘並びに青空広場ゾー

ンの整備に向け、公園用地、さくらの丘、外５

カ所ですが、民地の境界復元に取り組んでおり、

今後有利な補助事業などの活用を図りながら青

空広場ゾーンの整備を進めてまいりたいと考え

ております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 御答弁ありがとうございます。 

  今答弁を伺いまして、さまざまなところが今

現在進行しているということがわかりました。 

  しかし、今おっしゃったアクセス道路なんか

は非常にいい例なんですけれども、ぱっと見で

やはり劇的に変わらないとなかなか市民の皆さ

んには伝わりづらいというところがあるかと思

います。 

  私は議員という立場でありますので、いろい

ろな機会で市長あるいは担当課の方から進捗状

況というものを伺うことができます。しかしな

がら、市民の皆さんが全てそうかというと、や

はりそうではない方のほうが多いと思います。

したがって、平成25年の３月から４月にかけて

パブリックコメントを実施しておりますので、

市民の方の中にはいつあの計画のように変わる

んだろうと思っていらっしゃる方もある程度い

らっしゃると思います。 

  先ほど申しあげたとおり劇的に変わらないと

なかなか取り組んでいることが市民の皆さんに

は伝わりづらいので、こういった長期にわたる

大がかりな計画に関しては定期的に市民の皆さ

んへ進捗状況をお伝えしていかなければならな

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おっしゃるとおり、なかなか計

画が市民の皆さんにその進捗状況がわからない

ということがあろうかと思います。劇的に変わ

らなければわからない。 

  劇的に変わるというのはどういうことかとい

うと、やはり道路が新しく切れたり、今まで咲

かなかった花が一気に咲いたりとか、そういう

ことになるんだろうというふうに思いますが、

そのためのいろんな努力をしているわけなので、

やはり市報とかいろんな機会を通じて進捗状況

などを定期的にお知らせをして、また新しい話

題なども提供しながら、長岡山寒河江公園の状

況などもお知らせしていきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いを申しあげます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。そう

ですね、できるだけ丁寧にお伝えしていただけ

ればと思います。 

  この件に限らず、もちろん行政関係に限らず

なんですけれども、やはり動きがわからないと

いうのが一番もやもやするというか、要らぬ疑

問を持たれるようなことになると思いますので、

ぜひ丁寧に市民の皆さんへお伝えしていただけ

ればと思います。 

  寒河江公園の再整備に関しましては早急に進

めていただきたいというところもありますけれ
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ども、日本全体を見ますと公園の新設や拡張は

一段落し、国や県などからの整備に関しての有

利な補助というのはなかなか今ないという状況

だと思いますので、その辺に関してはできるだ

け今後も見据えながらいい補助事業とかあれば

どんどん進めるというような形でやっていただ

きたいと思います。 

  とは申しましても、これからの人口減少時代

は、新設拡張も大事なのですが、今あるものを

どうやって維持管理していくかが非常に重要に

なります。 

  その現状とか重要性についてはもうつい先ほ

どの沖津議員の質問にありましたし、市長の御

答弁にもありましたので割愛させていただきま

すけれども、よく自治体の時限爆弾と言われま

すが、間もなく高度成長期に整備されたものが

一気に更新の時期を迎えますので、今後の人口

動態を見据えて整備するものは整備する、ある

いは集約して整備する、取り壊すものは取り壊

すということが重要になりますので、寒河江市

でも平成28年に公共施設等総合管理計画を策定

しております。 

  その計画を見ますと、対象施設、１、建築系

施設、11の類型に分類した箱物等67施設、２、

インフラ系施設、道路、上下水道、公園となっ

ており、公園も課題を抱える公共施設の１つと

捉えていらっしゃることがわかります。 

  公共施設の老朽化に伴い維持管理費も増大傾

向にあることから、壊れてから直す事後的な維

持管理ではなく、壊れる前に直す予防保全的な

維持管理を行うことにより、施設の安全性の確

保や修繕に要する費用を縮減するため、建築系

施設はもちろん、総合公園や都市公園の長寿命

化計画を策定している自治体も少なくありませ

ん。 

  話を寒河江公園に戻しますけれども、これま

で先輩方あるいは同僚議員の質問で何度か取り

上げられましたつつじ園、こちらのツツジは最

近樹勢が落ちてきており、さまざまな手段を用

いても回復には数年かかるといった答弁があっ

たかと思います。先ほど申しあげたとおり、事

後的な維持管理は予防保全的な維持管理よりも

コストも時間もかかります。余りよい話ではあ

りませんけれども、つつじ園のツツジはまさに

その話のとおりになっているのではないかと私

は感じるところであります。 

  さて、さくらの丘の桜ですが、桜の開花状況

を見ますと、気象状況や品種の違う桜を植樹し

ていることを踏まえた上でも、私はやはりさく

らの丘の全体の樹勢が落ちてきているように感

じます。さくらの丘の現状について伺います。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５７分  

 再 開 午後 １時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 後藤議員からさくらの丘の現状

についての御質問をいただきましたが、関係者

の方に見ていただいて御意見なども頂戴してお

りますので、建設管理課長のほうから御答弁を

申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  さくらの丘の桜の木を初め、寒河江公園内に

植栽している松などの樹木につきましては、市

内の造園関係企業４社で組織されている寒河江

ランドスケープクラブが、ボランティア活動の

一環として毎年作業箇所を決め剪定作業を実施

してくださっております。ことしも春先にさく

らの丘の桜の木の剪定作業を行っていただきま

した。 

  その折に病気や害虫の被害状況について確認

していただきましたが、目立った病害虫の被害

は発生していないとのことで、樹齢が古くなっ
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てきたためにそれぞれの桜の品種の特性が強く

出るようになり、開花期のずれが大きくなって

いると思われるとのことでありました。 

  しかし、八重桜につきましては老齢化により

樹勢が衰えていること、その他の種類の桜につ

いては大木となったために過密状態となってい

ることに加え、葛などの雑草が旺盛なため、生

育環境としてはよい状況ではないとの御意見も

いただいているところでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 今、さくらの丘の桜の木の樹

勢、さくらの丘だけではなくて寒河江公園全体

を見ていただいているということでございまし

たけれども、その報告をしていただきました。 

  桜の木の樹勢もそうなんですけれども、今さ

くらの丘全体という形で見てみますと、現状は

桜の咲く春を過ぎると遊歩道はどこが遊歩道な

のかわからないぐらい雑草が生い茂っておりま

して、とても遊歩道を散歩できるような状態で

はございません。そして、今御答弁していただ

きましたけれども、やはり斜面は葛に覆われて

おりまして、場所によっては桜の木も葛に絡ま

れたり覆われたりとしているような状況でござ

います。その点から、今の御答弁にもありまし

たけれども、やはり生育環境が余りよくない状

態で、その周りの雑草とか桜以外の影響という

ものが非常に大きく今出てきているのではない

かと私は考えております。 

  そのほか、現状もそうなんですけれども、さ

くらの丘のすぐ横を通る形でアクセス道路がで

きましたので、さくらの丘の現状を目にする方

がふえたためだと思うんですけれども、やはり

維持管理にこれでいいのかというふうに疑問を

感じている市民の方からも声をいただいており

ます。 

  つつじ園はシルバー人材センターさんへの委

託、さくらの丘は市直営で管理をしているとい

う答弁が以前あったかと思いますけれども、さ

くらの丘の管理に関してそのときどんなことを

しているのかお答えいただいておりますので、

私は今年度どれぐらいの予算をとっているのか

数字でお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 さくらの丘の維持管理の予算に

ついて御質問いただきましたので、これも建設

管理課長のほうからお答えを申しあげたいと思

います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  ６月定例会の安孫子議員の御質問にお答えし

ましたとおり、さくらの丘の維持管理につきま

しては草刈りなどの除草作業が主なものとなり、

一部市のシルバー人材センターに委託して実施

するほかは市直営により適宜除草作業などを実

施しております。 

  これに加えまして、ボランティアを募っての

除草や清掃等活動を一昨年から年に２回実施し

ておりますが、本年度これまでに支出している

さくらの丘に関する維持管理費用としましては、

除草関係の消耗品や燃料費など約50万円となっ

ております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 今、明確に数字でお答えいた

だきました。50万円という数字でございます。 

  「桜切るばか、梅切らぬばか」という言葉が

ありますけれども、確かに桜の木自体は率先し

て手入れをするものではないかもしれません。

必要な事態になればということだと思うんです

けれども、やはり今のその50万円という金額を

聞くと、私はちょっとあの広さで50万円という

のは非常に少ないなというのが私の率直な感想

でございます。 

  私たち関係者は、今御説明もいただきました

けれども、天候とか樹齢によってというところ

を話を聞いてやむを得ない部分があるのかなと

いうふうに理解はいたします。しかしながら、
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市民の皆さん、そして訪れる観光客の皆さんが

そう思って納得していただけるかというと、な

かなかそうではないと言わざるを得ないと思い

ます。やはり、そのためには、先ほどから私何

回も言っていますけれども、劇的に変わる目に

見える形でやっていかなくてはいけないなと思

うところであります。 

  例えば近隣の桜の名所と言えば霞城公園がす

ぐ思いつくんですけれども、こちらは花見客が

訪れる場所の枯れ枝の除去だけで毎年200万か

ら250万円ほどの予算をとっているということ

でした。また、南陽市の桜の名所、烏帽子山公

園では約150万円の公園維持管理費をとってお

り、そのほか桜の樹勢回復のために200万円、

桜更新木植栽や土壌改良などにも予算をとって

いるということでございます。 

  もちろん規模や状況が異なりますので一概に

言えませんが、私はやはり先ほど上がった金額

ではさくらの丘の公園としての維持管理費とし

てはやはり足りないのではないかと思います。 

  公共施設などの維持保全の実施に当たっては、

最終的な責任は公共施設などの管理主体である

市にありますが、限られた職員で公共施設など

の維持保全を行うには限界があります。これか

らの公共施設などの日常的な維持保全に当たっ

ては、できる範囲の中で市民が参画できるよう

に促します。そのため地域で必要な公共施設な

どを「みんなで支える」理念の普及に努め、市

民が協力・実践できる体制づくりを検討します。

これはさきに申しあげた寒河江市公共施設等総

合管理計画に書いてある文章でございます。 

  私も今の時代、公共の場を全て行政が管理す

るというのは非常に難しい話だと思いますし、

郷土愛を育む、あるいは市民の方々の市政への

参画意識というものの向上のためにも、ことし

10月は天候により中止となりますけれども、年

２回行っていただいているボランティアによる

さくらの丘の草刈り、市長にも御参加いただい

ておりますけれども、ああいった形で広く皆さ

んから行っていただくというのは、これはやは

り必要ですし、すばらしいことだと思います。 

  しかしながら、３万平方メートルという広大

な敷地で、なおかつ斜面でありますので、維持

管理に関してボランティアの方を頼って行うと

いうのはやはり限度があろうかと思います。 

  近隣住民の方にお話を伺ったところ、さくら

の丘になる前はブドウ棚があったと。そのとき

はこのように雑草で覆い尽くされるようなこと

はなかった。寒河江公園の再整備計画では現在

果樹園のところが公園として整備されることに

なっている。その場所は今は果樹園なので手入

れが行き届いているが、公園になったら同じよ

うな状況になってしまわないだろうかと管理に

ついて危惧をされておりました。 

  私が申しあげるまでもございませんが、建物

や橋、道路などがつくられてからその役割を終

えるまでの費用、ライフサイクルコストで見ま

すと、公共施設は最初にかかる建設費というも

のに一番目が行きますけれども、その割合は全

体のうちのおよそ２割。その施設を適切に維持

管理し、最終的には解体するまでで８割。つま

り建設にかかった費用のおよそ４倍の費用が最

後までにはかかると言われております。公園は

建築物とは違いますので割合はこうではないと

は思いますけれども、いずれにしろ建設時の費

用の何倍もその後お金がかかるということは共

通していることかと思います。 

  ちなみに、寒河江公園再整備基本計画の公園

管理の現況には、都市公園の１平方メートル当

たりの管理費は全国で302円、山形県では174円、

本市では109円となっており、全国、県と比較

して低額という状況になっておりますというふ

うに記載されております。 

  つつじ園は植栽されてから40年以上、さくら

の丘の桜の木は植栽されてから30年以上たって

おりますので、寒河江公園の整備をしつつも同
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時進行で維持管理にも力を入れていかなければ

ならないと思いますが、寒河江公園の今後につ

いて、特に維持管理の費用という点について市

長の見解を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま後藤議員から御指摘の

とおり、寒河江公園、現在供用を開始している

部分だけでも33ヘクタールと大変広大な面積に

なっておりますので、その維持管理にもそれな

りの費用がかかってくるというふうになってお

ります。 

  ただ、るる御指摘ありましたとおり、つつじ

園、それからさくらの丘については名所として

市民はもとより多くの観光客の皆さんから来て

いただく、そういう場所になっておりますので、

近年大変樹勢が落ちているということ、つつじ

園についても桜についても言われておりますか

ら、我々としてはその維持管理をきちっと整え

て魅力ある公園にしていかなければならないと

いうふうに考えております。 

  今年度少し補正予算などもさせていただいて、

ツツジについては早期の樹勢回復なども取り組

ませていただいておりますけれども、なかなか

お話を聞くとやはり単発的な対応では将来的に

良好な維持管理にはなかなか難しいというよう

な御指摘も受けております。これまでの維持管

理体制、どこが不足していたのか、改善すべき

点はどうかなどということを造園関係業者など

の皆さんからいろいろアドバイスをいただいて

いるところであります。 

  また、今までの委託体制、委託という形のほ

かにやはり指定管理方式などということもとっ

ていく必要があるのかどうかなどについて検討

していかなければならないというふうに思って

いるところであります。 

  そういった施設の整備はもちろんであります

けれども、御指摘のような維持管理、特に公園

などについてはその維持管理のほうが大変重要

であろうというふうに思いますので、寒河江の

顔であるわけでありますので、ぜひ適切な維持

管理、管理の充実に一層努めていきたいという

ふうに考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。今御

答弁いただいて非常に具体的な内容も出てきた

ので、私はもう非常にそこについては安心をし

ているところであります。 

  一番最初冒頭に申しあげたところにも関連す

るんですけれども、やはり公園とか建物ってつ

くるときは国から有利な補助があったりするん

ですけれども、さっき言ったとおりつくるとき

は全体の２割と。ここに対しては補助があると。 

  でも、維持管理の、あと終わるまで８割お金

がかかると。ここは補助がないので自前でやっ

ていかなくてはいけないということで、非常に

やはり予算がかかるし、なかなか最初つくった

ときはそこまで、別に寒河江市がどうこうとい

うことではなくて、どうしてもつくるときはい

いけれども、その後の予算までどうしてもなか

なか見られないというところが寒河江だけでは

なく全国的な公共施設等の傾向かと思います。 

  公園に関して言いますと、国の方針もこれま

では経済成長とか人口増加というものを背景に

緑とオープンスペースの量の整備を急いでおり

ましたけれども、社会の成熟化、市民の価値観

の多様化を背景に緑とオープンスペースが持つ

多機能性を最大限に引き出すことを推進すると

いうほうに今国のほうでは方針を転換している

ようです。 

  さっきの沖津議員の答弁で市長おっしゃって

おりましたけれども、都市公園法ですね。こち

ら2017年に一部改正されておりまして、公募設

置管理制度、パークＰＦＩの支援制度というも

のも創設されておりますし、それに前後して公

民連携で都市公園を利活用して、維持管理とい

うことではなくてそれを利活用して稼ぐスペー
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スにするという取り組みが全国各地で行われて

おります。 

  いわゆるパークマネジメントと言われている

ことなんですけれども、都市公園の維持管理、

利活用にはさまざまな手段、方法があります。

やはりそういった手段を考慮して、先ほどもう

具体的な話、指定管理という名前も挙げていた

だいておりますけれども、市直営だけではなく

ていろんな方法を検討していただきたいと思い

ますけれども、市長の考えを再度その点につい

て伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど来申しあげておりますけ

れども、寒河江公園、花咲か山でありますし、

市民の憩いの場所、市民が誇る公園であります

ので、何としても特に花については毎年きれい

に咲き誇る、そして、春あるいは初夏を告げる

花を市民の皆さんに見ていただく、そういう場

所に今後ともしていかなければならないという

ふうに思っておりますので、そういう意味でい

ろんな手法を駆使しながら、知恵を出し合いな

がら、さらに市民の皆さんからもいろいろ御協

力をいただきながら、その復活を果たしていけ

ればというふうに思っておりますので、よろし

くお願いを申しあげます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  ぜひ今ある資源を有効に活用しつつ、そして

寒河江の顔ということでしたので、寒河江市民

が誇れる場所にしていただきますようお願い申

しあげて、この質問に関しては終わらせていた

だきたいと思います。 

  続きまして、通告番号24番、新学習指導要領

実施に伴う小学校の取り組みについてでありま

す。 

  学習指導要領は10年に一度改訂され、全国ど

の地域で教育を受けても一定水準の教育を受け

られるように定められている基準であり、各学

校はこの学習指導要領に基づいてカリキュラム

を編成をしております。 

  ことし４月から幼稚園、来年４月から小学校、

2021年４月から中学校、2022年から高校が全面

実施となります。今回の一般質問はすぐそこに

迫っております小学校に絞って伺いたいと思い

ます。 

  以降、学習指導要領改訂の全面実施を新学習

指導要領とさせていただきます。 

  前回、脱ゆとりということで授業時間数の増

加や新たに外国語活動が盛り込まれました。新

学習指導要領では、予測困難な時代にあっても

みずから学び、みずから考え、行動できる生き

る力を育むことを目指すとしております。 

  新学習指導要領について寒河江市としてどの

ように取り組んでいくのか、各学校にどのよう

な指導をするのか。ことしは移行期間になって

おりますので、もう既に行っていることもある

かと思いますけれども、それらを含めて伺いた

いと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員から御指摘ありましたよ

うに、来年４月から小学校においては全面実施

というふうになります。そのため、小学校にお

いて新学習指導要領の趣旨、先ほど議員からも

ございましたけれども、そういった趣旨を十分

に踏まえた教育課程の編成、実施がなされるよ

うに、これまでも校長会、教頭会、教務主任会、

また指導主事等による学校訪問などで指導助言

をしてまいりました。各学校においても移行措

置の内容に基づいて適正な教育活動が行われて

いるというふうに認識しております。 

  新学習指導要領の実施に当たっては、道徳の

教科化、それから３、４年生への外国語活動の

追加の導入、それから５、６年では外国語、今

度は活動ではなくて教科になるわけですが、そ

ういったものの導入、そして、プログラミング

教育の導入というものが大きな課題であるとい
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うふうに認識しております。 

  道徳の教科化につきましては、平成28、29年

度に市の教育研究所において道徳の教科化に向

けた研究に取り組んでおります。教科化に向け

て土台となる全体計画の作成、それから評価に

ついて情報交換しながら研修することで各学校

で準備を整えて、昨年度からもう既に先行実施

しているというふうな状況でございます。 

  外国語活動と外国語科への対応につきまして

は、昨年度と今年度の２カ年で市の英語教育推

進会議と共催をしまして、先生方が実際に授業

を見合ったり、また、全国学テの中学校の英語

の話すことという部分のそういった問題を解い

たりするなどして、指導と評価について研修会

を実施して、それらを各学校で生かしながら準

備を進めているといったところでございます。 

  また、今年度から３、４年生では年間35時間、

週にしますと１時間ですけれども、外国語活動

を実施しておりますし、５、６年生につきまし

ては年間70時間、週２時間の外国語科の授業を

先行実施しているといった状況であります。 

  そのためにアメリカ人の外国語指導助手、Ａ

ＬＴを３名配置していることに加えまして、昨

年度よりは外国語活動の授業支援あるいは充実

推進を目指して、日本人の外国語指導支援員、

ＡＥＴと言っておりますが、３名を配置しまし

て、担任教諭と一緒に授業を行うことで質の高

い学習指導要領に対応した学習になるように取

り組みを進めているといったところでございま

す。 

  プログラミング教育につきましては、全ての

教科等でコンピューターを利用して論理的思考

力を身につけさせるというものが狙いでありま

すので、今年度は北村山の視聴覚センターの指

導主事から学習の進め方というテーマで研修会

を実施しておりますし、教頭会においても県の

教育センターから指導主事を招聘して小学校プ

ログラミング教育についてというテーマで講義

と演習を行っております。 

  また、次年度からのプログラム学習を効果的

に行えるようにということで、今年度全ての小

学校に１クラスの児童が全員使用できるように

ということで、290台のタブレットを導入して

おりますので、それらを有効に活用しながら次

年度の指導にしっかりとつながるよう研究をし

てまいりたいというふうに考えております。 

  いずれにしましても、教育委員会としまして

は各学校において次年度からの新学習指導要領

による教育課程が円滑かつ効果的に実施される

ように、引き続き教育委員会として指導してま

いりたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 御答弁ありがとうございます。 

  今もう具体的な内容までも教育長のほうから

御説明いただいたので、簡単に言えばプログラ

ミング学習が始まる、道徳が教科になると、そ

して、外国語活動から現行の５、６年生から３、

４年生に早まって、しかも５、６年生になって

は正式な教科になるということで、非常に今簡

単に御説明いただきましたけれども、すごくボ

リュームある内容を今年度からもう実施してい

ただいているところであります。 

  また、今回の学習指導要領によって６年間の

標準授業時数は現行の5,645時間から5,785時間

と、非常にこちらも増加いたします。先ほど御

説明いただいたとおり、新しい内容も盛り込ま

れるし授業もふえると。そうなるとやはり先生

方は、教材やカリキュラムなど授業の全てを根

本からもう見直さなくてはいけないという状態

になっております。また、何を教えるかだけで

はなくて、どう教えるか、今以上の工夫が必要

になり、労働時間の増加が心配されております。 

  文部科学省、以下文科省としますけれども、

新学習指導要領では、学校教育の効果を常に検

証し改善することをカリキュラムマネジメント

の方策にもしております。 
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  現状でも先生方の長時間労働は非常に問題視

されておりまして、2019年１月、文科省の中央

教育審議会は「新しい時代の教育に向けた持続

可能な学校指導運営体制の構築のための学校に

おける働き方改革に関する総合的な方策につい

て」を取りまとめております。 

  もう既に学校で働き方改革の取り組みが始ま

っているかと思いますけれども、この先生方の

働き方改革について寒河江市ではどのように考

え指導しているのか、こちらももう既に行って

いるところがあると思いますので、そういった

部分を含めて伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員から御指摘のありました

2019年１月の中教審で出されました学校におけ

る働き方改革に関する総合的な方策についての

答申が取りまとめられて、その取り組みが全国

で進められていますと。 

  その答申の中ではこのような言い方をしてい

ます。子供のためであればどんな長時間勤務も

よしとするという働き方は、教師という職の崇

高な使命感から生まれるものであるが、その中

で教師が疲弊していくのであればそれは子供の

ためにはならないと、こういうふうに述べてお

ります。 

  さらに、学校における働き方改革の目的につ

いて、みずからの授業を磨くとともに、日々の

生活の質や教職の人生を豊かにすることで、み

ずからの人間性や創造性を高め、子供たちに対

して効果的な教育活動を行うことができるよう

になると、こういうことが働き方改革の目的と

して述べられております。 

  しかしながら、実際には公立小学校の教員は

授業や学習への対応だけではなくて、子供たち

の生徒指導上の問題あるいは事故への対応、保

護者との相談等への対応など、勤務時間外に及

ぶ業務が日常的に少なくないといった現状にご

ざいます。 

  教育委員会としましても、本市の教職員の勤

務実態把握のために、文科省で定めた公立学校

教師の勤務時間の上限に関するガイドラインと

いうものがございますが、それに基づいて時間

外勤務時間の状況の把握を行っておりますけれ

ども、ことし７月から調査を開始しております

が、小学校教諭の時間外勤務は７月と９月が約

４割の教員が文科省のガイドラインで定めてい

ます月45時間を上回る時間外勤務を行っている

という実態がございました。まずは業務の精選、

削減、効率化、改善を図っていくことで、この

ガイドラインで定められた月45時間、年間360

時間の実効性を高めることが重要だというふう

に考えているところでございます。 

  学校の働き方改革につきましては、県の教育

委員会でも昨年度に働き方改革の取り組みの手

引というものを策定をしております。業務削減

につながる効果的な取り組み事例を紹介して、

それを各学校への活用を促すとともに、今年度

はさらに事例の共有化と意識改革、そして、地

域、保護者に向けた啓発を進めるためにリーフ

レット「働き方改革通信」というものを毎月発

行しております。 

  各学校でもこれらを参考にして現状を分析し、

実現可能なものから精選しながら、教職員で知

恵を出し、議論を通して時間外勤務の削減に向

けて取り組んでいるというところでございます。

各学校からは、学力向上支援員等の活用、学校

行事の日程やその取り組みの見直し、定時退校

日や午前授業とするゆとりデーの設定、日課表

の見直し、ＰＴＡ活動の見直し等が働き方改革

の具体的な事例として報告されているところで

ございます。 

  教育委員会としましても、各学校の取り組み

を評価をしながら、今後策定が予定されており

ます山形県公立学校における働き方改革プラン

の動向も注視して、働き方改革にかかわる事例

等についても積極的に情報提供を行って、各学
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校の実情に応じた勤務時間内の業務改善につい

て適切に指導、そして学校における働き方改革

の実現に向けて取り組んでまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 今非常に、働き方、改革の内

容もそうなんですけれども、現状に関して非常

に今７月からの調査で４割の方が基準よりも上

回っているというんでしょうか、という状態に

なっているというお話を聞いて、非常に重い報

告だなと思って聞かせていただきました。 

  現状もそうなんですけれども、来年から新し

い新学習指導要領が始まるというと、授業数も

今よりもふえると。そして、新しい教科もふえ

ると。教え方もまた見直さなくてはいけないと。

ここを考えただけでももう時間がさらにかかる

ように感じるんですが、でも、先生方の働き方

改革も進めなくてはいけない。要は時間を圧縮

しなくてはいけないと。非常にこれは難しいと

ころになっていると思います。 

  そうなってくると、どうしても教科書以外の

学習、学校行事とか課外活動をやはり見直して

削らざるを得なくなってくるかと思います。 

  もうその動きは既に出ておりまして、例えば

市全体ですと、先日の渡邉議員の質問にもあり

ましたけれども、来年から市の陸上競技大会と

水泳大会が廃止となります。やはりこの２つの

大会は先生たちが運営しておりますので、もち

ろん競技内容とかもそうだと思うんですが、や

はりその大会運営のために先生たちが不在にな

ると。学校によっては自習をしなくてはいけな

いというようなところも出てくるというところ

は、もうこれは何とも改善できないところだっ

たのかなと私は思うところであります。 

  そのほか、大会とかに限らず、これまで各学

校で行っていた行事、例えば私たちの時代だっ

たら当たり前のように感じていた、やっていた

行事なども学校側と保護者とで話し合っている

ところもあると。ＰＴＡ活動の見直しなんてい

うお話も先ほどありましたけれども、そういう

ところがあると聞いております。 

  今後この動きはどんどん加速し、どんどんこ

ういった課外活動とか教科書以外の学習の時間

が廃止もしくは削減、縮小していくことになっ

てくると思いますし、これはもう変えようがな

いところではないかなと思っています。 

  ただ、そうなってくると、学校は教科書の学

習の場所だけになってくるのではないかという

ことを私は危惧しております。そして、私たち

はしようがない、こういうものもあるし、新し

いものもあるしと思うんですけれども、果たし

てこれが子供たち中心の取り組みなのかなと考

えると、ちょっとどうなんだろうというところ

が私の中にはあります。 

  子供たちはどんな才能を持って生まれたかわ

かりません。そして、その才能がいつ開花する

かもわかりませんし、何がきっかけでその才能

が目覚めるのかもわかりません。学習以外で才

能を開花させて活躍できる子のステージを奪っ

てしまうのではないかと。実際先ほどの話あっ

たとおりですが、陸上と例えば水泳が得意だっ

た子は、クラスではなくて学校全体から応援し

てもらえるという市の大会がなくなることによ

り、全体から応援してもらう数少ない機会、輝

けるステージが１つなくなってしまったわけで

すし、教科書の学習だけであれば、学習指導要

領はそういう意味合いなんですけれども、全国

結局どこでも同じ教育となってしまって、山形

らしさ、さがえっ子らしさというものがどんど

んなくなっていくんじゃないだろうか。Ｕター

ンのきっかけは自分のふるさとの思い出も要因

の１つと言われていますけれども、ではその小

さいときに寒河江で学んだこと、寒河江での思

い出というものも減っていってしまうんじゃな

いだろうか。 

  そもそも教科書の勉強だけで学校が楽しいと
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思えるのだろうかと、そんな危惧さえ私はして

おります。そもそも新学習指導要領では生きる

力を伸ばすとうたっているのに、教科書以外の

学習の時間が削られていくのでは、何か本末転

倒のような気さえもしております。 

  先ほど述べたとおり学習時間をとる。先生た

ちの働き方改革。そして、今申しあげた教科書

以外の学習、課外活動の時間。この兼ね合いと

いうのは物すごく難しい問題になっております

けれども、今見直しをしております教科書以外

の学習、課外活動について寒河江市としてどう

考えているのか伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員御質問ありましたけれど

も、来年度からの新学習指導要領への対応、そ

れから働き方改革も進めなければならない現状

では、学校が教科書以外の学習、つまり学校行

事や課外活動を削らざるを得なくなって、学校

が教科書だけの場所になってしまうのではない

かという、こういった危惧されての御質問であ

るというふうに認識をいたしました。 

  一方で、新学習指導要領の中で重視されてい

る理念の１つに社会に開かれた教育課程の実現

というものがございます。この社会に開かれた

教育課程でございますが、これからの時代を生

きていく子供たちに必要な資質能力は何かとい

うことについて学校と社会が共有化していく。

そして、学校、地域、保護者が合意形成を図り

ながら連携協働して、先ほど議員からございま

したけれども、子供たちに生きる力を育むこと

を第一に考えた学校経営が効率よく行われてい

くということが求められております。 

  これまで伝統的に行ってきた学校行事を見直

して、縮減あるいは縮小したりしている学校も

ございます。 

  また、新学習指導要領の中でうたわれており

ます、子供たちが協力してよりよい学校生活を

築くための体験的な活動を通して集団への帰属

感や連帯感を深め、公共の精神を養うというこ

とを大切にしながら、その活動の意味、意義を

問い直して子供たちの学習や活動が地域や社会、

実生活とつながって役立つという視点から改め

て問い直しをして内容を改善しているという学

校もございます。 

  縮減、縮小あるいは改善、いずれにおきまし

ても、目の前の子供たちの姿、地域の実情を踏

まえて各学校が設定する学校教育目標を実現す

るために、校長のリーダーシップのもとに教職

員全体でカリキュラムマネジメントを行いなが

ら、各学校が特色ある社会に開かれた教育課程

といったものを実現しようとしております。 

  教科書以外の教材あるいは人材を活用しての

特色ある実践ということを例を挙げて申しあげ

たいというふうに思います。 

  １つは、高松小学校で昨年度より３カ年間継

続で行われております県教育委員会指定の子ど

もベンチャーマインド事業というものがござい

ます。この事業は、社会とかかわりながらこれ

からの時代を生き抜くために必要となる起業家

精神の基盤となるベンチャーマインドを熟成す

るということを狙いとして、３年生から５年生

まで総合的な学習の時間に、地区の特色である

果樹栽培や稲作、特産の谷沢梅について地元の

北陵果樹研究会あるいは谷沢梅保存会等、地域

の方の支援を受けながら農業体験やチェリーラ

ンドでの販売を通して、生産、流通、販売等に

ついて体験を通して学習をしております。 

  もう一つは、今年度より市内全小中学校で実

施しておりますさがえっ子ライフデザインセミ

ナーでございます。この事業は、寒河江の未来

を担うさがえっ子が市内外の各界で活躍してい

る方々の講話等によって将来の人生設計を考え、

地元で生きることあるいは家庭をつくることの

大切さを学ぶということを狙いとしております。

これまで市内小中学校10校で19回実施しており、

残りの３校も今後実施予定であります。 
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  これまでの講師延べ30名でございますが、地

元で事業を営む経営者、農家、音楽家、医療関

係者、スポーツ関係者と、多数の方から講話を

していただいております。中には、実演とか、

子供たちが主体的に課題解決をできるというふ

うにワークショップ形式を取り入れたりしてく

ださっている方もおりますし、子供たちが将来

の人生設計について考えるきっかけになるとと

もに、子供たちの郷土愛、家族愛の醸成につな

がっているものというふうに考えています。 

  このセミナーは講師の方にとっても子供たち

に話す内容を練り上げるという中で、御自分の

人生や職業、寒河江についても振り返る貴重な

機会になっているというふうに感じております。 

  教育委員会としましても、今申しあげたこと

以外にも、次年度から市内５つの小中学校で学

校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクー

ルを先行的に導入して、地域とともにある学校

の取り組みを強力に進めていくこととしており

ます。加えて、全ての学校が社会に開かれた教

育課程を策定して、学校、家庭、地域連携によ

る魅力ある学校づくり、特色ある学校づくりが

これまで以上に推進されるように指導と支援を

してまいる考えでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  さがえっ子の将来を見据えていろいろな方策

をしていただいていると思いますけれども、子

供たちとやはり向かい合う時間をふやしながら

も長時間労働を是正すると。非常に相反するよ

うに聞こえますけれども、こういったことをな

すために知恵を絞らなくてはならないのが今で

あり、この来年度というのは非常に大きな転換

点になると私は考えております。 

  先週、国際学力調査で日本の読解力が15位と

前回より下がったというニュースが流れました。

ＰＩＳＡと言われる国際学力調査ですけれども、

日本の教育政策はこのＰＩＳＡに非常に大きく

影響を受けております。前回、2003年に順位が

下がったときにはＰＩＳＡショックと言われて、

いわゆる脱ゆとりの教育になるのはこれがあっ

たせいだと私は思うんですけれども、この後授

業数がふえてと、脱ゆとりにして、そして、

2012年には順位を上げたんですけれども、また

低下してきたと。 

  国の政策をここで話すのは違和感があります

し、ここまでこの新学習指導要領について質問

しておいてなんですけれども、やはり私はこの

ニュースを聞いたときはもう学習時間をふやす

というのが学力を伸ばすための方策としてちょ

っと違う方向になってきているのかなというと

ころも感じます。 

  このニュースを受けて、正式なコメントでは

ないのでお名前を伏せさせていただきますけれ

ども、講演等で全国を飛び回っている教育現場

の第一線にいらっしゃる先生に話を聞いたら、

子供たちがとても息苦しそうにしていると、そ

んな状態で数字が上がるはずがない、子供たち

が息苦しそうにしているのは子供たちが見てい

る大人が息苦しそうだからだとおっしゃってお

りました。子供たちが見ている大人というのは、

私たち親であったり、そして先生だと思います。 

  文科省が６月に公表した新時代の学びを支え

る先端技術活用推進方策では、目指すべき次世

代の学校教育の現場では子供たちのＩＣＴ活用

という教育だけではなくて、校務の効率化とい

うものも含まれておりまして、先生方の働き方

改革とあわせてＩＣＴ活用をどんどん進めてい

くという自治体も少なくありません。 

  現在、寒河江でもＩＣＴ活用によって校務の

省力化、効率化を進めていると思いますが、そ

ちらについて今後についても伺いたいと思いま

す。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 文科省では、子供の力を最大

限引き出す学びを実現するとともに、ＩＣＴを
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基盤とした先進技術を効果的に活用するという

ことで、６月25日に新時代の学びを支える先端

技術活用推進報告最終まとめを公表しておりま

す。この中で、ＩＣＴ機器の効果的活用は業務

の効率化につながり、学校の働き方改革にも資

するものであるというふうにされております。 

  先ほど申しあげました県教育委員会が策定を

しました働き方改革の取り組みの手引の中でも、

自治体の予算措置により教員の働き方改革に改

善が見られた事例の１つとして、校務支援シス

テム、それから一斉メールシステムの導入など、

ＩＣＴ機器の効果的活用が挙げられております。 

  これらを受けまして、本市におきましても学

校における業務の効率化を図るために、今年度

全ての学校に校務支援システムを導入しており

ます。これによってさまざまな情報の一元管理

ができるようになり、名簿情報の管理、出欠席

情報管理、成績処理、通知表作成、指導要領作

成などの業務をこのシステムで行っております。

既に導入済みであります学校保健総合管理シス

テムとも連動して、さまざまな情報を教員間で

共有することにより、きめ細かい指導ができる

ようになるというふうに考えているところであ

ります。 

  また、ＩＣＴ支援員を配置しまして、プログ

ラミング学習やタブレット活用に係る授業の支

援、各学校のホームページ作成や更新の作業、

パソコン等のメンテナンス、環境設定など、さ

まざまな業務支援を行っているところでござい

ます。 

  小学校におきましては来年度から新学習指導

要領全面実施への対応が求められて教員の負担

がふえるということが先ほど御指摘あったとお

り、そういうことが予想されるのではないかな

と思います。 

  教育委員会としましても教員の負担軽減を図

るために、ＩＣＴ機器の活用はもちろんであり

ますけれども、さまざまな業務の見直しあるい

は簡素化を検討しながら、働き方改革を推進し

てまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  非常にいいキーワードが出てきましたね。自

治体の予算措置でこういったものが効果が上が

るということでございましたので、私はやはり

子供が起きている時間で一番長い時間を過ごす

のは学校であり、一番接する時間が長いのは先

生です。私は親としての責任を押しつけるつも

りはありませんけれども、これは変えようのな

い事実でございます。なので、学校環境とか先

生方はやはり子供への影響が大きいものと思っ

ておりますし、未来を担う子供たちが集まって

いるということは、言いかえれば寒河江の未来

も学校環境や先生方の影響が大きいと私は思い

ます。 

  先ほどあったとおり自治体の予算措置という

ものが必要にはなりますが、ＩＣＴの活用とか

で省力化、効率化できるのであれば、言いかえ

れば予算で先生たちの労働時間が改善されるの

であれば、他の自治体に先駆けてでも積極的に

導入していくべきと考えますが、いかがでしょ

うか。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 先ほど申しあげましたように、

校務支援ソフトというものはいろいろなところ

で必要性が言われていますし、学校からもそう

いった求めがありまして、今年度導入すること

になりましたし、さまざま必要なこと、学校か

ら要望が出ておりますので、そういったことに

真摯に耳を傾けながら、そして子供たちのため

にどういったことができるのかということを、

予算が必要であれば教育委員会としてもいろい

ろ考えて要望していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 
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○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  もう今回の質問に関しては答弁者、教育長と

お願いしておったんで、本来は予算に関するこ

となので市長かもしれませんけれども、ぜひそ

ういうことでございますので、子供たちのため

にもそういったところで省力化できるのであれ

ばぜひそういった予算を前向きにとっていただ

きたいなと思います。 

  私はこの議会の中では若いほうでございます

ので、今今の問題もさることながら、やはり長

期展望に立った話というものを私たち若い世代

が特に頑張っていかなくてはならないと感じて

おります。寒河江公園の維持管理にしても新学

習指導要領による学校の環境づくりにしても、

10年後、20年後、その先をも考えて、ことしが、

今が大事、今始めなければならないと思いまし

て今回一般質問をさせていただきました。 

  これにて私の一般質問を閉じさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 

安孫子義徳議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号25番、26番について、

４番安孫子義徳議員。 

○安孫子義徳議員 令和元年最後の定例議会に当

たり、市民の代表として質問できますことに感

謝いたします。 

  12月に入り一段と寒さも厳しくなってきまし

た。６日には最上地方を中心に大雪になり、大

蔵村ではこの時期には珍しく１メートル13セン

チの積雪を観測しました。暖冬という予測もあ

りますが、いよいよ除雪の季節がやってまいり

ます。除雪や排雪など毎年のことでありますが、

安全・安心な市民生活を確保していただきます

ようよろしくお願いいたします。 

  さて、先日、還暦の年祝いということで中学

校の同窓会に出席してきました。恩師の先生に

も３名お越しいただき、高齢にもかかわらずか

くしゃくとしたお姿で、還暦を迎えた私たちに

さまざまな角度から人生の機微を話してくれま

した。 

  そのような中、懇親会の企画として同窓会の

中に精神科の名医がいるということで、川勝先

生の認知症についての講演をお聞きしました。 

  認知症に対する研究はかなり進んでいるよう

ですが、まだ完治できるまでは至っていないと

のことです。年をとることは誰もが経験してい

くことですが、恩師の先生のように元気でおら

れる方ばかりとは限りません。そこで、一人で

も多くの市民の方に健康で長生きしていただく

ため、また、認知症を患った場合にも安心して

暮らせる優しい寒河江市であってほしいと思い、

質問いたします。 

  通告番号25、高齢者の認知症対策について。 

  今、高齢者が元気で長生きされる人生100年

時代を迎えております。その一方、高齢者が増

加することにより認知症を患う方も増加傾向に

あります。認知症の高齢者は2011年には約460

万人でしたが、25年には団塊世代が75歳以上の

後期高齢者になることから、大幅に増加し700

万人に達するとの推計がされています。 

  政府や地方自治体は、医療や介護の専門家、

地域の人々と連携し、認知症高齢者がどうすれ

ば地域の中で暮らしやすい体制を構築できるか、

早急な対策が求められています。 

  政府は2015年に総合戦略新オレンジプランを

打ち出し、ひとり暮らしの高齢者の安全確認や

行方不明者の早期発見、保護など、地域での見

守り体制を強化する対策をまとめました。 

  認知症については、正しく理解し、認知症の

疑いのある高齢者を支援する初期集中支援チー

ム、認知症の人や家族を支える認知症サポータ

ー、自宅にこもりがちな認知症高齢者や家族が

安心して集える認知症カフェなどの活動が全国

に広がっています。 

  本市でも認知症についての知識の普及促進の
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一環として、認知症に対する正しい理解を持ち、

認知症の方や家族を温かく見守る応援者である

認知症サポーターの養成を行ってきました。本

市では、認知症サポーター養成講座の受講者数

の目標を１万人として、企業や地域住民と連携

強化による見守り支援活動の促進などに力を入

れてきたと思います。 

  本市における認知症の高齢者の数と今後の推

計はどのように考えているのか、さらに高齢化

が進む現状において認知症予防に向けた対策も

重要になってきますが、今後どのような取り組

みを実践しているのかを伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 安孫子議員から高齢者の認知症

対策について御質問いただきましたが、御案内

のとおり全国的に超高齢社会というふうに言わ

れております。寒河江市におきましても高齢化

率が年々上昇しておりまして、ことしの３月末

現在では31.1％ということになっております。 

  そういうことから、認知症になられる方も増

加しているものと思っております。思っており

ますが、寒河江市の認知症高齢者数、実数はど

うかという御質問でありますけれども、医師の

ほうから認知症の診断を受けた方だけでなくて、

受診されない未受診の潜在的な方というのもい

らっしゃるということでありますので、全数を

把握するというのはなかなか難しい状況であり

ます。 

  それで、ことしの６月に国より示された認知

症対策推進大綱というものがありますが、それ

では予防と共生を車の両輪として進めていくと

いうことを基本理念にしているわけであります

けれども、その中では平成30年では高齢者の約

７人に１人が認知症と推計しているというふう

に言われております。 

  寒河江市の高齢者数、現在、ことしの３月31

日現在では１万2,808人ということであります

から、ここから推計をすると約1,800人の方が

認知症というふうに推測をされます。そして、

これからますます高齢者の人口がふえていくと

いうことで、2025年、令和７年では高齢者数が

１万3,152人というふうに推計をされておりま

すので、その時点では2,000人を超えるものと

いうふうに推測をされているところであります。 

  そういった認知症の方々がふえていくという

ことを踏まえてさまざまな対策をしていかなけ

ればならないというふうに考えておりますし、

先ほど申しあげました国の推進大綱の中で予防

と共生というふうなことを理念としております

ので、それに沿った形で寒河江市のほうも進め

ているところであります。 

  認知症の予防に関しましては、現在実施して

おります認知症予防教室のさらなる充実、それ

からいきいき100歳体操、それから高齢者ふれ

あい元気サロンなどの実施箇所をさらに拡大を

していくということを考えております。やはり

社会参加を促して社会的な孤立の解消をしてい

く、そういうことを進めていくということに考

えております。 

  それから、やはり身近にできる運動を推進を

していく、運動不足を改善をしていく、そして、

それに伴って糖尿病でありますとか高血圧症な

どの生活習慣病を予防していくということが必

要でありますので、そういったことは認知症の

発症をおくらせる可能性が示唆されております

から、そういう保健事業あるいは介護予防事業

などと一体的な事業としてさらに展開をしてい

かなければならないというふうに考えておりま

す。 

  また、共生、ともに生きる共生の分野に関し

ましては、御指摘のとおりこれまでの認知症サ

ポーターの養成ということについて一層力を入

れていきたいというふうに思います。今は

5,000人台でありますけれども、やはり目標は

１万人でありますから、１万人の目標達成に努

力をしていく必要があるということであります。 
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  そして、市民の皆さんが協力をしながら、そ

して認知症を正しく理解をして、地域で見守る

共生社会というものを実現していければという

ふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 ありがとうございます。 

  今、市長から御答弁いただきましたけれども、

潜在的な認知症患者を含めると2､000人。私ち

ょっとこの数を把握していなかったので、ちょ

っとこの市においてはびっくりするような人数

なのかなと思っております。 

  先ほど御答弁いただきましたが、認知症サポ

ーターの養成、あとサポート体制など強化もし

ていただいておりますが、先ほど認知症サポー

ターの数を今5,600人ぐらいですか、いると思

うんですけれども、高齢者が徐々にふえていく、

若い世代の方がだんだん減っている。というこ

とは、認知症をサポートするこの幅がある。認

知症サポーターだけではなかなかこの認知症に

対してのサポートもうまくいかないのかなと思

います。 

  今、認知症の方のひとり歩き、また徘回への

声がけ、「どさ、いぐなやっす」など、積極的

に取り組んでいただいておりますが、一見して

必ずしもサポーターの方が認知症の方のひとり

歩きと判断できないときもあると思われます。 

  警察庁によると、認知症やその疑いで行方不

明になった人は、統計をとり始めた2012年の

9,607人からふえ始め、2018年には１万6,927人

と、６年連続増加している状況にあります。発

見まで日数がかかると亡くなるリスクが高まり、

認知症高齢者が行方不明になる場合の対応は地

方自治体にとって大きな課題となっていると思

います。 

  本市においても認知症高齢者が行方不明にな

ってしまった場合の対策についてお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきます認知症高齢

者が行方不明になったときの具体的な対策など

について、高齢者支援課長から具体的にお答え

を申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 鈴木高齢者支援課長。 

○鈴木 隆高齢者支援課長 お答えいたします。 

  認知症の方の行方不明に対する対策について

は、平成25年度に県内では先駆けとなる「さが

え無事帰る支援事業」として、徘回の心配のあ

る認知症等の方を事前に登録する事業を整備し

ており、現在124名の方が登録しております。

この事業は県警と地域包括支援センターが連携

し、行方不明者の手配など早期発見に向けた取

り組みを行うやまがた110ネットワークと連動

して行っております。 

  また、地域住民による見守り活動を充実させ

ていくことが重要であると考えており、徘回事

例を想定した声がけ訓練を実施しております。

ことしはより地域密着型の見守り体制を構築す

るために、10月に醍醐地区におきまして約60名

の参加者を得て、地区の防犯協会及び警察等と

連携し実施しております。 

  行方不明者の状況につきましては、寒河江警

察署調べによりますと平成30年の西村山管内の

行方不明届け出件数は５件、保護件数は23件で、

「さがえ無事帰る支援事業」の取り組みを始め

たころと比較すると大幅に減少しており、本事

業と声がけ訓練などにより地域全体のネットワ

ーク力が高まっていることが一因であると考え

ております。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 本市においてはそういう取り

組みが行方不明者の発見、またそういう助けに

なっているというふうな感じに聞こえましたけ

れども、私はやはり先ほど市長の御答弁の中に

認知症患者がまずふえているんだという話を伺

って、やはり先ほども申しましたけれども、そ

れだけの取り組みではなかなか厳しいものがあ

るんじゃないかということで次の質問に移らせ
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ていただきます。 

  ＧＰＳ活用による認知症高齢者の見守りの対

策についてです。 

  まず初めに、群馬県の取り組みについて紹介

させていただきます。 

  2015年９月から早期発見のために群馬県の各

自治体と協定を締結し、17年３月までに群馬県

内全15の警察と35の自治体で体制を整え、同意、

登録した高齢者の顔写真や体格、自転車の防犯

登録、手押し車の写真などの情報を共有してい

ます。認知症患者を自宅に閉じ込めるのではな

く、散歩もしてもらい、いざというときは社会

で捜す仕組みをつくる。積極的に取り組んでい

ます。 

  群馬県警によると、道に迷うおそれのある認

知症の人に全地球測位システム、以下ＧＰＳと

言います。この機器を貸し出す取り組みが功を

奏し行方不明者が大幅に減少し、警察などに届

ける前に見つけるケースがふえました。 

  群馬県高崎市は2015年10月から「はいかい高

齢者救援システム」を運用し、ＧＰＳを貸し出

して効果を上げています。貸し出した実働件数

の中で行方不明届の出された全件で保護につな

がり、約９割が１時間以内に発見となっており

ます。 

  方法は、ＧＰＳを靴に仕込んで、あとはベル

トにつけるお守り袋に入れるなどの方法があり

ます。そのうち靴がほぼ半数です。ＧＰＳは無

料ですが、靴は7,000円ほどかかるそうです。 

  認知症高齢者を外出させないようにすること

なく、行方不明になればすぐに見つけられる仕

組みを構築しました。見守りセンターでは行方

不明者の位置確認連絡を受けると、ＧＰＳ衛星

からの情報を検索し位置情報を確認して連絡す

る仕組みとなっています。 

  近隣自治体では朝日町が徘徊高齢者家族支援

事業ということで、機器の購入代金及び登録手

数料8,000円を上限に助成を行っているようで

す。 

  私はＧＰＳを活用した行方不明者の早期発見

に向けた取り組みは、今後の高齢社会において

不可欠になってくると思います。本市において

このＧＰＳ導入補助などの支援策についてどう

取り組んでいくのかを伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 安孫子議員御指摘のように、先

ほど御答弁申しあげましたが、2025年には大体

認知症の方が2,000人ぐらいになるのではない

かと。推測ですけれども。それを確かにサポー

ターをさらに養成してふやして１万人にしたと

きに、１万人の方で2,000人の人を仮に、机の

上での議論ですけれども、捜していくというこ

とになると、５人で１人を捜すというようなこ

とに計算上はなるわけです。そういう意味では、

なかなか１万人にサポーターを増勢をしたとし

ても、おっしゃるように大変厳しいところがあ

るのかなというふうにも思います。 

  そういう意味で、今御提案あったＧＰＳ機器

の活用については正確な位置情報がわかるわけ

でありますから、行方不明者の早期発見につな

がるというふうに思います。有効な方法ではな

いかなというふうに思います。 

  お聞きをすると、そのＧＰＳの機器を認知症

高齢者の方に確実に身につけていただくという

のが一工夫要るんだと、こういうふうなことで、

ですから靴などが一番有効だというのはそうい

う、多いというのはそういう理由かなというふ

うに思いますし、また、家族の方々の協力が不

可欠なのではないかというふうに思います。 

  御指摘のように県内でも昨年度時点でＧＰＳ

機器の利用に対する助成制度を実施している市

町村というのは７市町あると、村山市、東根市、

朝日町、大江町、舟形町、高畠町、三川町と、

こういうことで７つの市町があるということは

承知しております。 

  いろいろ実態も聞くとなかなか補助制度が活
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用がうまく図られていないというような実情も

聞きますので、その辺のところはもう少し詳し

く聞いて、どういう原因なのかということも聞

いていかなければならないというふうに思って

おります。 

  寒河江市としては県警とも十分連絡をとりな

がら、今、寒河江「無事かえる」事業というも

のを進めているところでありますので、そうい

う事業をさらに普及をして見守り体制を構築し

ていくということを一層進めていかなければな

らないというふうに考えております。 

  ただ、おっしゃるように認知症高齢者の方を

抱える御家族などの不安解消とか、さらに見守

り支援の観点から、御提案のＧＰＳの活用、さ

らには添付式ＱＲコードなどによって発見する

ことができるような方法なども聞いております

ので、そういったさまざまな手段があるという

ふうにも聞いておりますから、そういったとこ

ろもさらに情報収集を一層進めて認知症高齢者

の見守り対策をさらに充実をしていきたいとい

うふうに考えております。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 今の答弁は前向きだったのか

なと。前向きでないような発言かなと。やって

いただけるのか、それとも今からまだ考えてい

くのかという答弁に受けとめました。 

  本市では急発進防止装置などの補助金も、こ

れは国でようやく動いたようです。こういうも

のをいち早くやる本市でありますので、このＧ

ＰＳも早く取り込んでいただければ、先ほども

本当に、これ何回も言いますけれどもどんどん

高齢者がふえていく、これに対して割合的に言

うと認知症もふえていくという心配な点もあり

ますので、このＧＰＳ導入というものもお願い

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

  今、市長もＱＲコードということでお話しい

ただきましたけれども、ＱＲコードというのは、

認知症患者の爪、親指とかの爪にＱＲコードを

張り、その人の身分というのは当然わからない

わけですから、このＱＲコードにスマートフォ

ンのＱＲコードのアプリをかざしていただけれ

ば当局の電話番号、あと登録した番号、もちろ

んその人の家の名前とかうちの住所とか、そう

いうものは出ないわけですから、ＱＲコードな

んかもここに張って、これきっと３日、４日ぐ

らいもつという話でした。そういうＱＲコード

とかも今から考えていってもらえればなと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、通告番号26、小中学校における

携帯電話の持ち込みについて。小中学校におけ

る安全確保という観点から携帯電話の持ち込み

について御質問いたします。 

  小中学校における携帯電話の取り扱いをめぐ

っては、2008年に文部科学省から各都道府県教

育委員会等に対して方針を明確にするように通

知されています。その後、2009年に出された文

科省の通知では、学校における教育活動に直接

関係ないものとして、小中学校での持ち込みを

原則禁止とした経緯があります。 

  しかし、ことし２月、当時の文科省大臣が小

中学校へ携帯電話、スマートフォンを持ち込む

ことを原則禁止とした2009年の文科省通知を見

直すことを明らかにしました。 

  所持率が上がったことや緊急時に連絡がとれ

ないことを不安に思う保護者が、これは2018年

６月に最大震度６弱を記録した大阪北部地震が

発生し、高槻市内の女子児童が倒壊したブロッ

ク塀の下敷きになり亡くなる被害があり、地震

の発生は子供たちの朝の通学である午前７時58

分ごろで、子供の早期な発見の確認がしたくて

もできなかったことから、特別な事情がある子

供に限らず必要であれば携帯電話やスマートフ

ォンを持って登校できるようにしてほしいとの

意見が出されたことがきっかけで、通知の緩和

を含め検討するとのことです。 

  災害が各地で多発している現状において、通
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学時間帯などにすぐに連絡や確認がとれない場

所に子供がいた場合、保護者からすれば不安で

たまらないものではないでしょうか。 

  現在、子供用携帯電話で保護者など特定の相

手にしか通話やメールができない機能を持った

安価な携帯電話も発売されています。 

  小中学校への携帯電話の持ち込み禁止に対す

る見直しに関しては課題も多いこととは思いま

すが、本市の子供の安全確保という対策の観点

から小中学校への携帯電話を持ち込むことを検

討していくべきと考えますが、教育長の所見を

伺います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 小中学校における安全対策と

いう観点からの学校への携帯電話、スマートフ

ォンの持ち込みということでございますが、現

在の状況でありますけれども、毎年県の教育委

員会が実施している定期調査というものがござ

います。校内への携帯電話、スマートフォンの

持ち込みについてという調査がございます。 

  今年度は市内小中学校において学校への持ち

込みを禁止しているという学校が12校、特に指

導はしていないというのが小学校に１校ありま

すので、市内全ての小中学校においては携帯電

話は持ち込まれていないという状況でございま

す。 

  一方、情報化社会が進展する中で、携帯電話、

スマートフォンは児童生徒の生活に急速に普及

しているというのが現状でありまして、これも

2018年３月の内閣府の調査では、全国の小中学

校の携帯電話、スマートフォンの所有率は小学

生が55.5％、中学生が66.7％ということになっ

ております。 

  寒河江市においても今年度、これを毎年行っ

ている県教育委員会の定期調査でありますが、

小学生では26.1％、中学生では62.2％の所有率

ということで、この所有率は年々増加をしてき

ているというような状況にあります。 

  こういう状況にありますので、議員御指摘の

ように携帯電話、スマートフォンの小中学校へ

の持ち込みについての議論というものは避けて

通れないものになっていくのではないかという

ふうには考えております。 

  これも議員から御指摘がありましたけれども、

登下校中の児童生徒が地震等の災害発生に遭っ

たり犯罪被害に遭う事案が発生しているという

ことから、文部科学省が５月31日に2009年に通

知した小中学校においては持ち込み原則禁止と

いう携帯電話の取り扱いの方針を見直して、登

下校中の児童生徒の安全確保のために携帯電話、

スマートフォンの学校への持ち込みについて検

討するために有識者会議というものをスタート

させております。 

  この有識者会議では児童生徒の安全対策面だ

けではなくて、もちろん安全対策面から必要な

のではないかという議論もそうでありますけれ

ども、教育活動への影響、先ほども議員から御

指摘ありましたけれども、教育活動への影響あ

るいは管理のあり方、学校や保護者の負担など

も含めて議論を進めているというふうにお聞き

しています。方向性としては学校への携帯電話

持ち込み解禁に向けた検討になっていくのかな

というふうに思っております。 

  ただ、この会議に参加した委員からも、機器

が紛失した場合の対応あるいは責任の所在、ゲ

ームや歩きスマホなどへの対処、依存症や電磁

波問題への懸念など、解禁した場合の具体的な

課題についても示されております。 

  学校で最優先に考えなければならないのは何

をおいても子供たちの安全確保でありますので、

教育委員会としましても引き続き警察等の関係

機関との連携を一層強化して、通学路の点検あ

るいは見守りボランティア、ＰＴＡの街頭指導

など、地域、保護者の方々の協力を得ながら登

下校の安全確保には努めてまいりたいというふ

うに思います。 
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  同時に安全確保対策としての携帯電話、スマ

ートフォンの校内への持ち込みについては、先

ほど申しあげました有識者会議での議論やそれ

を受けての県の動向などを注視していきたいな

というふうに思いますし、必要性あるいは解禁

した場合の課題、こういったものの対応につい

ても、学校あるいは保護者の方としっかりと議

論をしていく必要があるというふうに考えてい

るところでございます。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 今、教育長からもありました、

本当に難しい問題であります。このスマートフ

ォンの取り扱いについては。高校などでは持っ

ていってもいいけれども学校に行ったらそうい

うボックスなんかに預けると。でも、やはりお

っしゃったとおり壊した場合誰が責任をとるの

か、それを小中学校なんかで求めていいのかと

いう話もあります。 

  しかし、私はここ何年か後にこのスマートフ

ォンはもう学校に持っていくのが当たり前の時

代が来るんではないかなと思っています。そん

なときにはやはりしっかりとしたルールづくり、

マニュアルづくり、保護者、ＰＴＡ、また地域

の皆様といろいろ話をしていただき、地域、学

校ともにルールづくりをしていただければなと、

これは要望です。要望ということで今回の私の

一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

 

阿部 清議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号27番、28番について、

16番阿部 清議員。 

○阿部 清議員 今12月定例会最後の一般質問に

なりました。よろしくお願いしたいと思います。 

  今回は12名の議員の一般質問ということで、

非常に有意義な一般質問になっていると思って

おります。 

  通告番号27番、新たな姉妹都市像について一

般質問をさせていただきます。台湾斗南鎮との

姉妹都市締結について伺います。 

  斗南鎮長が本市を訪れたのが11月１日であり

ますから、日にちはまだたっておりませんが、

鉄は熱いうちに打てと言われますので、よろし

く御答弁をお願いしたいと思います。 

  平成29年12月定例会で一般質問をいたしまし

た。佐藤市長からは以下のような答弁をいただ

きました。斗南鎮長から二度にわたって姉妹都

市締結について話があったということは大変あ

りがたい。思いを十分受けとめたい。姉妹都市

締結に当たっては市民の盛り上がりと理解が大

変重要である。議会の皆さんの意見を踏まえな

がら判断をしていく。今後も交流を積み重ねて

いくことによりいい結果に結びつくと非常に前

向きな答弁をいただきました。 

  それ以降、平成30年11月に斗南鎮長選挙があ

り、新しく沈鎮長が就任いたしました。寒河江

市との交流継続や姉妹都市の思いが変わらない

思いから、鎮長の友人である斗南ロータリーク

ラブ会長がことし２月に本市を訪問時、佐藤市

長に鎮長の親書を手渡しております。そして、

本年５月、安藤商工会会長が斗南訪問時に佐藤

市長の親書を沈鎮長に届けておられます。 

  それを受けまして、令和元年11月１日、台湾

斗南沈鎮長が奥様外10名で寒河江市を表敬訪問

いたしました。寒河江市も佐藤市長を初め、職

員一同、熱烈歓迎をいたしております。 

  沈鎮長は挨拶で姉妹都市になれるようさまざ

まな取り組みを進めていきたいとして、佐藤市

長も姉妹都市に向かっていけるのではないかと

話され、寒河江市で開催している自転車レース

やマラソンなどのスポーツイベントでの参加を

提案されました。沈鎮長も斗南を訪れ斗南の農

産物を食べてほしいと話をされ、和やかなひと

ときを過ごしたようでありました。 

  このような状況を見ていますと、友好都市に
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つなげることに妨げるものはないと思っており

ます。この姉妹都市締結についてもウイン・ウ

インの関係にあると言えるのではないでしょう

か。 

  そこで伺います。斗南鎮の沈鎮長は本市との

姉妹都市締結に大変前向きであります。来年に

でも佐藤市長が台湾斗南鎮に出向き、本市で開

催しているスポーツイベント参加を要請しては

いかがでしょうか。そのときに姉妹都市締結を

結ぶことについて考えを伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 阿部議員から台湾斗南鎮との姉

妹都市締結ということで御質問をいただきまし

たが、まず台湾に関してはこれまで寒河江市と

してはさくらんぼのトップセールス、それから

輸出のプロモーションなどを行ってきましたし、

さらには観光誘客事業ということで現地のメデ

ィアを招聘したり、また、台北市で開催された

日本東北６県感謝祭などへ参加をしたりして取

り組んできている。さくらんぼのセールスと観

光誘客ということで取り組んできたこれまでの

経過があります。 

  また、山形県においてもインバウンドの対象

として台湾ということを国際戦略の重要地域と

いうふうに位置づけて、トップセールス、チャ

ーター便の運航などに取り組んできていただい

ている状況であります。 

  一方、御案内のとおり寒河江ロータリークラ

ブの皆さんは、斗南ロータリークラブと姉妹ク

ラブということで長年にわたって交流、友好活

動を展開してきていただいております。そうい

った中で、交換留学生の受け入れでありますと

か、さまざまな事業を展開され、本市の国際交

流の取り組みに大きく貢献をしていただいてお

ります。大変我々も感謝を申しあげているとこ

ろであります。 

  先ほど御質問の中で経過がありましたが、先

月新たに就任された鎮長さん、沈暉勛鎮長氏を

初めとして斗南ロータリークラブの皆さんから

寒河江市を御訪問いただきました。 

  斗南鎮というのは人口が約４万5,000人であ

ります。農業が主力産業となっているわけであ

りまして、そういう意味では我が寒河江市との

共通点が多々あるというふうに理解をしている

ところであります。 

  鎮長さんが訪れていろいろな話をさせていた

だきましたが、先ほど阿部議員からもありまし

たが、さまざまな分野における交流について御

提案がありまして、特に台湾は世界最大の自転

車メーカーがある、そういう意味で自転車の産

業国、自転車産業の国であります。そういうこ

とから、サイクルスポーツイベントの交流など

が大いに可能性としてあるというふうに話が出

されて、今後お互いに検討していくということ

にさせていただきたいというふうに思っている

ところであります。 

  また、新鎮長さんより姉妹都市交流について

もぜひにというお話がありました。大変我々と

しては重く受けとめ、検討させていただきたい

というふうに思っております。 

  私は友好交流の促進に当たってはやはり市民

相互の幅広い分野での交流が基本だというふう

に理解をしておりますので、国際情勢あるいは

経済状況なども見きわめつつ、今後さらにさま

ざまな分野での市民レベルでの交流、それから

対話を重ねていきたいというふうに思っており

ます。 

  そうした取り組みの積み重ねによっておのず

と市民の皆さんの理解を得て、また、議員各位

の賛同をいただける、そういう結果につながっ

ていくんだというふうに思っているところであ

りますので、今回の訪問に鎮長さんの御提案な

どを十分受けとめさせていただいて前に進めて

いければというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 答弁ありがとうございます。 
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  台湾が自転車産業国であるというのは私も知

りませんでした。ただ、市長のほうからはこれ

からも台湾との姉妹都市に向かって頑張ってい

きたいということでありますが、我々ロータリ

ークラブも、来年の３月に寒河江市のほうから

中学生14名が台湾斗南のほうに行きまして短期

交換事業をやっていく予定をしております。 

  また、その次の年、再来年の１月には斗南の

ほうから14名のやはり中学生を寒河江市にお招

きをして短期交流事業を進めていきたいという

ことで、市民レベルでの事業を少しずつ拡張し

ながら頑張って斗南との姉妹都市が締結できる

ように頑張っていきたいなと思っているところ

でありますが、今までも斗南とは28年ぐらいの

つき合いの中で徐々に本市とのかかわりも深く

なってきているなという流れの中で、今までさ

まざまかかわってきた市民の皆さんもそろそろ

機も熟してきたのかなという話も出ております

ので、少しでも早い姉妹都市としての締結をよ

ろしくお願いしたいなと思っているところであ

ります。 

  続きまして、通告28番、文化財保存について

伺いたいと思います。 

  文化財の一般質問を行いますが、11月５日の

市報市史編さんだよりに「守ろう日田の波除け

地蔵」が掲載されました。この問題につきまし

ては私の地元でありますので余りにも表面には

出したくはないところでありますが、やはり文

化財の継続ということで、こういうこともあっ

たということで一例を出させていただきながら

答弁をよろしくお願いをしたいと思います。 

  文化財を末永く保存していくためにも、この

一般質問に対しての御答弁をよろしくお願いし

たいと思います。 

  日田の波除け地蔵尊はおよそ170年前に寄進

されたものであります。最上川の傍らの低平な

台地を開拓して集落を形成した日田地区は洪水

の常襲村落で、村内を舟で往来しなければなら

ない年もあり、洪水を防ぎながら安全な暮らし

を守るために波除け地蔵尊を段丘の先端に建立

したと掲載されておりました。その後、地蔵尊

は今まであった場所に移され、建立された波除

け地蔵堂、通称地蔵様であります。 

  平成31年３月下旬に行われた町会の総会時に

地蔵様の持ち主から取り壊しについて提案があ

りました。内容は、個人で管理している波除け

地蔵堂を周りに迷惑がかかる前に取り壊したい、

そのような話でありました。世話人の高齢化、

世代交代が進んでいないことや建物の老朽化等

もあり、周りの住民に迷惑がかかる前に自分で

できるときに壊してきれいにしたいとのことで

ありました。このまま地蔵様を引き継ぐ人があ

れば残したいとのことでもありましたが、名乗

り出る人はおりませんでした。 

  個人の意見としましては、今まで家内安全、

交通安全、子宝などの守り神として長年地域の

地蔵様として地域を守ってきたのだから何とか

ならないのか、建物は壊して石仏は端のほうに

まとめて安置できないのかなどの話は出ました

が、明確な判断が出ませんでした。 

  波除け地蔵尊の存続については市のほうにも

話を伺い、波除け地蔵堂と土地を市に寄贈した

い旨の話をしましたが、市としては引き受ける

ことはできない、市指定にもなっていないとの

理由で妙案もなく、個人の持ち物として９月の

取り壊しに至った経緯があります。 

  現在は、取り壊し前に最上川の洪水の歴史を

語る文化財として寒河江市の歴史に残さなけれ

ばならないと、波除け地蔵尊と外十数体の石仏

は高音寺の共同墓地に運ばれています。 

  なくなっていたかもしれない物件ですが、そ

のことを踏まえ市内の文化財の保存について伺

います。 

  （１）市内の指定文化財等の状況について。 

  ア、指定・登録文化財の件数について伺いま

す。本市にある国、県、市指定ごとに有形、無
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形、史跡名勝等の件数について伺いたいと思い

ます。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 日田の波除け地蔵尊など地域

に残る文化財をどのようにしていけば保存継承

していくことができるかという御質問でありま

すけれども、まず文化財の件数ということであ

りますが、文化財の体系として大きく分類をし

ますと、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、

そして史跡名勝等を含む記念物という種別がご

ざいます。 

  また、文化財保護の観点から制度として分類

をいたしますと、特に重要で保存の必要なもの

を国や県、市町村が指定し、強い規制と手厚い

保護を行うという指定文化財と、こういったカ

テゴリー、それから、指定文化財以外で届け出

制と指導、助言、勧告を基本とする緩やかな保

護措置を講じる登録有形文化財と、こういった

カテゴリーがあるようでございます。 

  御質問の文化財の点数でございますが、指定

文化財と登録有形文化財を国、県、市ごとにま

とめた件数でお答えをいたします。 

  現在、寒河江市にある文化財で国指定文化財

でございますが、本山慈恩寺本堂や慈恩寺旧境

内など８件ございます。県の指定文化財でござ

いますが、旧西村山郡役所や平塩舞楽など38件

でございます。それから、市指定文化財につき

ましては、本山慈恩寺阿弥陀堂、それから幸生

田植え踊りなど149件というふうになっており

ます。 

  このほか国登録有形文化財として寒河江市役

所庁舎がありますけれども、これを含めて３件

でございます。 

  でありますから、指定、登録合わせた総数は

198件ということになっております。 

  参考までに、現在県内において国、県、市町

村指定及び国登録文化財につきましては、100

件を超える件数を有する市町村というものが10

の市と町がございまして、寒河江市は鶴岡、酒

田、山形市に次いで４番目に件数が多いという

ふうな状況でございます。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 答弁ありがとうございます。 

  198件ということで非常に多い数だなと思っ

ておりますが、その国、県、市指定になった場

合には厳しい規制、それから手厚い保護という

ことで、この文化財に対してはこれからも残っ

ていくのかなと思います。 

  続いて、指定、登録されていない文化財の管

理について伺いたいと思います。 

  波除け地蔵なども同じように指定されており

ませんが、地域の歴史を伝える文化財を守るに

はどのような方法があるのか。管理者が不在と

なってしまった事例や市としての援助等につい

て伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 現在、文化財の保護を取り巻

く状況というものは、全国的に過疎化、少子高

齢化、社会状況の変化等を背景にしまして、地

域の貴重な文化財の滅失、散逸等の防止という

ものが課題になっております。 

  国ではこれらの状況を危惧して、未指定を含

めた文化財をまちづくりに生かしつつ、地域全

体で支え次世代へ継承していくために改正文化

財保護法をことし４月に施行しております。 

  これを受けまして、本市といたしましても今

年度より歴史文化振興検討委員会というものを

立ち上げて、本格的に寒河江市文化財保存活用

地域計画の策定に取り組んでいるところであり

ます。 

  御質問の指定、登録されている文化財の所有

者が不在になって管理ができなくなった場合の

指定解除、市への移管ということでございます

けれども、市が指定している有形文化財につき

ましては、文化財が市外へ移された場合や滅失

してしまった場合については指定から解除され
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るということになります。また、指定文化財を

市へ移管したいという場合につきましては、寄

附などにより市で受け入れを行っております。 

  また、未指定あるいは未登録の文化財につき

ましては、住民の皆様の御理解あるいは行政の

支援を受けることが難しいということから、恒

常的に管理していくことはより困難な状況にあ

るというふうに考えております。 

  これらの文化財を守り続けていくためには、

地域の方から文化財の価値を正しく理解してい

ただいて、歴史を伝える宝として、所有者のみ

ならず地域全体で文化財を継承していくという

ことが重要であるのではないかなというふうに

考えております。 

  これまで指定、登録されていない文化財で管

理者が不在になってしまった事例ということに

ついてでございますが、現在のところそのよう

な事例は把握しておりません。 

  未指定等の文化財につきましては、今後文化

財保存活用地域計画を策定していく中でさらに

調査を進めていく予定でございます。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 今、教育長のほうから指定、登

録されていない文化財の管理について伺いまし

た。 

  市指定などになっていた場合には、もしいな

くなった場合には移管とか、それから市として

の寄附の受け入れ等もあるようでありますが、

未登録の場合はなかなか難しい。地域としてそ

の文化財の継承をお願いしていくというような

話でありました。 

  波除け地蔵の場合は何も登録なっていなかっ

たということで、また後で質問のほうになると

思いますので、その節はよろしくお願いしたい

と思います。 

  ウの継承に向けた取り組みについて伺います。 

  管理費の助成、後継者育成、無形文化財も含

みますが、その取り組み、歴史的価値の理解促

進に向けた取り組みなど、どのような策をとっ

ていけるのか。特に地域の人にその文化財を守

っていく意義づけをしていくにはどうしたらい

いのか伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 先ほどの未指定等の文化財の

支援につきましてもう一言つけ加えさせていた

だきますけれども、未指定の文化財の支援とし

ましては、市として寒河江市の歴史文化ふるさ

と回帰事業という補助制度がございまして、歴

史、伝統、文化、生活等に係る活動や事業につ

いて５万円以上の事業費に対して３分の２以内

の補助という補助事業であります。このような

事業がございますので、多くの方に御利用、御

活用していただきたいというふうに考えている

ところであります。 

  また、市としましても文化財の適切な管理を

していただくための支援とか助言にも努めてま

いりたいというふうに思っております。 

  さて、継承に向けた取り組みというただいま

の御質問についてでございますけれども、市指

定文化財については市の指定文化財保護育成事

業費補助金というものがございまして、管理、

修理、伝承活動への支援というものを行ってお

ります。 

  国、県の指定、登録の文化財につきましては、

国、それから県の補助事業というものがありま

すので、この事業を活用することができます。 

  文化財の歴史的価値の理解促進ということに

ついてでございますが、市の取り組みとしまし

ては寒河江市史の発刊、それから先ほども議員

からお話がございましたが、市報の市史編さん

だよりの掲載、それから、生涯学習出前講座に

よる歴史講座、郷土館特別展、埋蔵文化財フェ

アなどの開催など、市民の皆様に随時市の歴史

情報の提供を行っているところであります。 

  その他行政以外からの支援を得る方法としま

しては、先日も話題になっておりましたけれど
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も、寒河江市から出土して山形大学附属博物館

が所蔵する結髪型土偶の修理などにこの手法が

用いられておりましたけれども、クラウドファ

ンディングという手法などもございますので、

今後とも時勢に応じた適切な文化財保護活動の

推進に努めていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 質問の中でちょっと抜けたとこ

ろがありますのでそのまま続けさせていただき

ます。 

  （３）の自然災害伝承碑について伺いたいと

思います。 

  国土地理院では昨年７月の西日本豪雨災害や

相次ぐ大規模災害を受け、2019年度から全国の

地方公共団体と連携して自然災害伝承碑の情報

収集を始めました。 

  自然災害伝承碑とは、過去に起きた津波、洪

水、火山災害、土砂災害等の情報を伝えるモニ

ュメントのことであり、国土地理院では集めた

情報をもとにことし６月から地図記号を新たに

作成し、順次地理院地図に掲載を始めていると

伺います。 

  波除け地蔵尊については、場所は移動しまし

たが、日田に住んだ人々の最上川洪水を防ごう

という祈りが込められた象徴的存在であります。 

  寒河江市内にはほかにも自然災害伝承碑と言

えるものがあるんでしょうか。また、調査はし

ているんでしょうか。市民に過去の災害史を伝

え今後の防災意識向上に活用していければと思

いますが、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 自然災害伝承碑というものに

つきましては、議員御指摘のとおり過去に起き

た自然災害等の情報を伝えるモニュメントであ

り、被害を受けた先人たちが後世の子孫に当時

の様子や教訓を伝えるためのメッセージでもあ

ります。 

  本市には現在国土地理院の地図に掲載されて

いる自然災害伝承碑はございませんが、それに

類するものとしましては、水除け信仰の対象で

ある波除け地蔵のほかに島地区の最上川堤防上

の法華供養塔と下高屋から光明寺に移された法

華供養塔があり、２つとも洪水の起こった場所

に築かれたものというふうに伝えられておりま

す。これら石像文化財につきましては、これま

でも市の歴史文化活動推進員の協力のもと継続

して調査を行っており、平成28年度の郷土館特

別展などでその調査結果の成果について公開し

てまいりました。 

  教育委員会としましては、議員より御提案い

ただいたように、市内の歴史遺産から市民の防

災意識の向上につながるよう、今後とも過去の

洪水、土砂災害などを知ることができるような

石碑等の把握に努め、情報を発信してまいりた

いというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。 

  今、教育長の話であれば波除け地蔵、それか

ら島、高屋のほうに洪水災害の神社があるとい

うことでありましたが、今回波除け地蔵さんは

市史編纂専門員の御協力によりまして残ること

ができましたが、今まで先人が築き上げた生活、

その一部としての文化財でありましたが、残念

ながら今回移動してしまった状況にもあります

ので、復活していくことは大変なことでありま

すが、語り継ぎながら後世に伝えられるような

文化財の保存の方法につきましては、今挙げら

れた３つのうちどこでも構いませんが、記念碑

として立てていただいて、寒河江市の最上川の

災害というものを後世まで語り継いでいけるよ

うな取り組みをよろしくお願いを申しあげまし

て、一般質問を終わりたいと思いますが、今回

最後ということでもっときちっと一般質問をし

ようとしましたが、まずなれていないというこ

とで紙面とタブレットが思うようにつながりま
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せんでした。心からおわびを申しあげまして一

般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

   散    会    午後２時５７分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第４号        第４回定例会 

   令和元年１２月１０日（火）  午前９時３０分開議 

 

   再  開   

日程第 １ 議第５４号 令和元年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ２ 議第５５号 寒河江市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の制定について 

 〃  ３ 議第５６号 寒河江市職員定数条例の一部改正について 

 〃  ４ 議第５７号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

 〃  ５ 議第５８号 寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃  ６ 議第５９号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃  ７ 議第６０号 寒河江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

 〃  ８ 議第６１号 寒河江市営住宅条例の一部改正について 

 〃  ９ 議第６２号 下水道事業の地方公営企業法全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について 

 〃 １０ 議第６３号 寒河江市下水道条例の一部改正について 

 〃 １１ 議第６４号 寒河江市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 

 〃 １２ 議第６５号 寒河江市水道給水条例の一部改正について 

 〃 １３ 議第６６号 山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する

協議について 

 〃 １４ 議第６７号 指定管理者の指定の期間の変更について 

 〃 １５ 議第６８号 土地の取得について 

 〃 １６ 議第６９号 市道路線の認定について 

 〃 １７ 請願第２号 次期食料・農業・農村基本計画に関する請願 

 〃 １８ 質疑 

 〃 １９ 予算特別委員会設置 

 〃 ２０ 委員会付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第４号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 
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  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第４号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第１、議第54号令和元年度

寒河江市一般会計補正予算（第５号）から日程

第17、請願第２号次期食料・農業・農村基本計

画に関する請願までの17案件を一括議題といた

します。 

 

質     疑 

 

○柏倉信一議長 日程第18、これより質疑に入り

ますが、所属する委員会の審査案件に関する質

疑は極力控えるとともに、概括的な質疑にとど

めていただくようお願いします。 

  初めに、議第54号令和元年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）に対する質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第55号寒河江市コミュニティセンタ

ーの設置及び管理に関する条例の制定について

に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第56号寒河江市職員定数条例の一部

改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第57号地方公務員法及び地方自治法

の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第58号寒河江市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第59号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部改正についてに対す

る質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第60号寒河江市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の制定について

に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第61号寒河江市営住宅条例の一部改

正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第62号下水道事業の地方公営企業法

全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第63号寒河江市下水道条例の一部改

正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第64号寒河江市公共下水道事業受益

者負担に関する条例の一部改正についてに対す

る質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第65号寒河江市水道給水条例の一部

改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第66号山形市との間における連携中

枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する

協議についてに対する質疑はありませんか。國

井議員。 

○國井輝明議員 質問させていただきます。 

  山形市との連携ということでの議案というこ

とでありますけれども、私自身、大変申しわけ

ございませんが、なかなか理解しにくいところ

がありまして、この中身につきましても具体的

な取り組む内容というのがちょっと見えにくい

とも感じております。 

  しかしながら、山形市との連携ということで、

とても大きな取り組みであると感じております
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し、まず市民に説明が余りないといいますか、

我々議員には議員懇談会で説明がありましたが、

そうした中にあって議決を先に先行してそうい

った議論のテーブルにのせて進めるということ

でありますので、我々も先に議決をするという

ことでの責任の重さをちょっと感じているとこ

ろであります。 

  そんな中で２点ほど確認の意味で質問させて

いただきたいと思っております。 

  具体的に山形市との協議を進める上で、全て

において連携して取り組むというふうになって

おりますけれども、寒河江市において今後全て

連携して進むということで書いてありますが、

できれば寒河江市が損をするようなことがない

のかどうか。もしこれから議論していく上で、

そうした万が一寒河江市が損をするようなこと

にならないようにしてほしいということについ

て、その辺の考え方についてお尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、連携中枢都市圏の形成に関

する連携協約について御質問をいただきました

が、これは山形市と周辺の自治体との協約とい

うことで今進められているわけでありますけれ

ども、当然のことながらお互いの自治体にとっ

て、今風に言えばウイン・ウインの関係を保つ

ような内容について、具体的に、後ろの別表に

あるような項目を総括的にまずテーブルに着い

て、その後に実際それぞれの項目について協議

を進めていって、お互いがこれから協約を結ん

でよくなるような項目について詰めていくとい

う最初のスタートだと理解をして進めていると

ころでありますので、当然寒河江にとっても、

もちろん山形市にとってもそれぞれ利益がある

というんですか、いい関係になるような項目に

ついて協議をしていくということになっており

ますので、そういう形で御理解をいただきたい

と思います。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ありがとうございます。市長の

答弁でしっかりとそういった答えをいただけた

ということは大変うれしく思いますし、力強く

感じます。 

  しかしながら、やはり中身が見えないという

ことに私自身ちょっと不安を感じますので、そ

の協議を進めた上で協約を結ぶというか、そし

てスタートさせてからなんですけれども、それ

を後戻りというか、もとに戻すことはできるの

かどうかということだけ、１点だけ確認をさせ

ていただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この連携協約は、そもそも地方

自治法第252条の２の規定に基づいて進めてい

くということになっているわけでありますけれ

ども、第252条の２の第４項において「連携協

約を変更し、または連携協約を破棄しようとす

るときは、前３項の例によりこれを行わなけれ

ばならない」ということで、またそのときは議

会にお示しをして議決をいただくという形にな

っております。規定になっておりますので、そ

ういう形で破棄したり変更したりして見直すと

いうことができるようになっておりますので、

そこは御理解をいただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 しっかり理解いたしました。ぜ

ひ山形市、寒河江市にとってウイン・ウインな

関係になるように進めていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○柏倉信一議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第67号指定管理者の指定の期間の変

更についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第68号土地の取得についてに対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  次に、議第69号市道路線の認定についてに対

する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第2号次期食料・農業・農村基本

計画に関する請願に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

予算特別委員会設置 

 

○柏倉信一議長 日程第19、予算特別委員会の設

置についてお諮りいたします。 

  議第54号令和元年度寒河江市一般会計補正予

算（第５号）については、議長を除く15人を委

員に選任して構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託の上審査することにしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第54号令和元年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）については、予算特別委

員会を設置し、これに付託の上審査することに

決しました。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第20、委員会付託でありま

す。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す委員会付託案件表のとおり、それぞれ所管の

委員会に付託いたします。 

 

 委員会付託案件表  

委 員 会 付 託 案 件 

総務産業常任委員会 

議第５５号、議第５６号、

議第５７号、議第５８号、

議第５９号、議第６０号、

議第６１号、議第６２号、

議第６３号、議第６４号、

議第６５号、議第６６号、

議第６８号、議第６９号、

請願第２号 

厚生文教常任委員会 議第６７号 

予算特別委員会 議第５４号 

 

 

   散    会    午前９時４０分 

 

○柏倉信一議長 以上で本日の日程は終了いたし

ました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第５号        第４回定例会 

   令和元年１２月１６日（月）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第 １ 議第５４号 令和元年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ２ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃  ３ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第 ４ 議第５５号 寒河江市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の制定について 

 〃  ５ 議第５６号 寒河江市職員定数条例の一部改正について 

 〃  ６ 議第５７号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

 〃  ７ 議第５８号 寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃  ８ 議第５９号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃  ９ 議第６０号 寒河江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

 〃 １０ 議第６１号 寒河江市営住宅条例の一部改正について 

 〃 １１ 議第６２号 下水道事業の地方公営企業法全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について 

 〃 １２ 議第６３号 寒河江市下水道条例の一部改正について 

 〃 １３ 議第６４号 寒河江市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 

 〃 １４ 議第６５号 寒河江市水道給水条例の一部改正について 

 〃 １５ 議第６６号 山形市との間における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する

協議について 

 〃 １６ 議第６８号 土地の取得について 

 〃 １７ 議第６９号 市道路線の認定について 

 〃 １８ 請願第２号 次期食料・農業・農村基本計画に関する請願 

 〃 １９ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２０ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第２１ 議第６７号 指定管理者の指定の期間の変更について 

 〃 ２２ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２３ 質疑・討論・採決 

 

日程第２４ 議第７０号 令和元年度寒河江市一般会計補正予算（第６号） 

 〃 ２５ 議第７１号 令和元年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第２号） 
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日程第２６ 議第７２号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２７ 議第７３号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 〃 ２８ 議案説明 

 〃 ２９ 委員会付託 

 〃 ３０ 質疑・討論・採決 

 〃 ３１ 議会案第３号 次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書の提出について 

 〃 ３２ 議案説明 

 〃 ３３ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前９時５５分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について、議会運営

委員長の報告を求めます。木村議会運営委員

長。 

   〔木村寿太郎議会運営委員長 登壇〕 

○木村寿太郎議会運営委員長 おはようございま

す。 

  本日の会議運営につきましては、去る12月13

日、委員５名出席並びに関係者出席のもと議会

運営委員会を開催し、協議いたしましたので、

その結果について御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、議第70号令和元年度寒河江市一

般会計補正予算（第６号）、議第71号令和元年

度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第２

号）、議第72号寒河江市特別職に属する者の給

与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の管

理者の給与等に関する条例の一部改正について、

議第73号寒河江市一般職の職員の給与に関する

条例の一部改正について及び議会案第３号次期

食料・農業・農村基本計画に関する意見書の提

出についての５案件であります。 

  このことにより議事日程の一部変更が必要と

なります。日程変更の詳細につきましては、お

示ししております日程表のとおり変更となりま

す。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申しあげ、御報告といたします。 

○柏倉信一議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員

長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 
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  よって、本日の会議運営は議会運営委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第１、議第54号令和元年度

寒河江市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

 

予算特別委員会の審査の

経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第２、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。渡邉予算特

別委員長。 

   〔渡邉賢一予算特別委員長 登壇〕 

○渡邉賢一予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第54

号令和元年度寒河江市一般会計補正予算（第５

号）であります。 

  12月10日、委員15名全員出席、当局からは市

長初め関係課長等出席のもと委員会を開会し、

議第54号を議題とし、質疑の後、各分科会に分

担付託し審査することにいたしました。 

  各分科会審査の経過につきましては、本日再

開されました委員会で詳しく報告されておりま

すので省略させていただきますが、各分科会と

も原案を了とすることに決した旨の報告があり

ました。 

  各分科会委員長の報告の後、委員長報告に対

する質疑を行い、討論を終結し採決に入りまし

た。 

  議第54号の採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第３、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第54号令和元年度寒河江市一般会計補正予

算（第５号）に対する委員長報告は可決であり

ます。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第54号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第４、議第55号寒河

江市コミュニティセンターの設置及び管理に関

する条例の制定についてから日程第18、請願第

２号次期食料・農業・農村基本計画に関する請

願までの15案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 
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○柏倉信一議長 日程第19、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。佐藤総

務産業常任委員長。 

   〔佐藤耕治総務産業常任委員長 登壇〕 

○佐藤耕治総務産業常任委員長 総務産業常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本委員会は、12月10日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第55号から議第66

号まで、議第68号及び議第69号並びに請願第２

号の15案件であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上、初めに議第

69号の審査を行い、次に議第61号、議第55号、

議第66号、議第56号から議第60号まで、議第62

号から議第65号まで、議第68号、請願第２号の

順で審査することを諮り、異議なく了承され、

そのように審査することに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第69号市道路線の認定についてを

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

たが、御報告する質疑もなく、討論を終結し採

決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  次に、議第61号寒河江市営住宅条例の一部改

正についてを議題とし、当局の説明を求め、質

疑に入りましたが、御報告する質疑もなく、討

論を終結し採決の結果、賛成多数をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第55号寒河江市コミュニティセンタ

ーの設置及び管理に関する条例の制定について

を議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し採決の結果、

賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議第66号山形市との間における連携中

枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する

協議についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「連携中枢都市圏を構成する要件と

参加対象となっている自治体はどこか」との問

いがあり、当局より「要件は、中心となる山形

市への通勤通学者の割合が本市の就業者数と通

学者数から見て0.1以上あることです。また、

現在対象となっている自治体は、山形市を含む

寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、

山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大

江町の６市６町です」との答弁がありました。 

  次に、討論に入りました。討論の内容を申し

あげます。 

  委員より「今後の方向性がこれによって決め

られてしまうことに不安を持ってしまう。また、

市民の皆さんはまだ理解していない点からも、

もう少し時間をかけて協議すべきではないかと

思うため反対する」という旨の反対討論があり

ました。 

  討論を終結し採決の結果、賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第56号寒河江市職員定数条例の一部

改正についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結

し採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議第57号地方公務員法及び地方自治法

の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結

し採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議第58号寒河江市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正についてを議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し採決の結果、賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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  次に、議第59号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部改正についてを議題

とし、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し採決の結果、賛成多

数をもって原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  次に、議第60号寒河江市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の制定について

を議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し採決の結果、

賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議第62号下水道事業の地方公営企業法

全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結

し採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議第63号寒河江市下水道条例の一部改

正についてを議題とし、当局の説明を求め、質

疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結し

採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議第64号寒河江市公共下水道事業受益

者負担に関する条例の一部改正についてを議題

とし、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し採決の結果、賛成多

数をもって原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  次に、議第65号寒河江市水道給水条例の一部

改正についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りました。 

  質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「これまで更新指定手数料なしだっ

たのを１件につき5,000円、新規指定手数料１

件につき3,000円だったのを１万円に改正した

いとのことだが、この手数料の算定基準をお聞

きしたい」との問いがあり、当局より「現在の

手数料は昭和46年に定めたもので、当時から見

て現在の消費者物価指数は約３倍になっていま

す。また、申請の受け付け、審査、データの入

力、指定書の交付、技術的な基準及び事務手続

に関する説明等の時間を勘案して再計算したも

のです」との答弁がありました。 

  討論を終結し採決の結果、賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第68号土地の取得についてを議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「購入した土地の地目は宅地になっ

ているが、普通、建物が建っていないと不動産

登記で宅地にできないのではないかと思うが、

どのような手続で地目を宅地にしたのか」との

問いがあり、当局より「購入した土地は生産力

の高い第１種農地であったため、一般的に農地

転用ができないところでした。この農地を宅地

に転用するための要件の一つとして、市開発公

社が寒河江市から委託を受けて宅地分譲をする

場合、この事業が県から認定を受けられれば転

用可能との条件があることから、県へ申請し認

定をいただきました。また、以前は建物が建て

られていないと宅地にできませんでしたが、現

在は登記官へ事業の説明をし、現場を見て了解

を得られれば宅地の登記が可能であるため、こ

の手続を行いました」との答弁がありました。 

  討論を終結し採決の結果、賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第２号次期食料・農業・農村基本

計画に関する請願を議題とし、担当書記による

請願文書朗読後、審査に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し採決の結果、賛成多数をも

って原案のとおり採択すべきものと決しました。 

  請願第２号が採択すべきものと決しましたの

で、請願第２号に係る意見書について、担当書

記による意見書案朗読後、審査に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し採決の結果、賛成多
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数をもって意見書案のとおり議会案を提出する

ことと決しました。 

  以上で、総務産業常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第20、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。（「は

い」の声あり）太田議員に申しあげます。何号

議案に対する討論ですか。（「66号です」の声あ

り）賛成討論ですか、反対討論ですか。（「反対

討論です」の声あり） 

  渡邉議員に申しあげます。何号議案に対する

討論ですか。（「66号です」の声あり）賛成討論

ですか、反対討論ですか。（「反対討論です」の

声あり） 

  そのほかに討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  それでは初めに、議第66号反対討論について、

太田陽子議員の発言を許します。太田陽子議員。 

   〔太田陽子議員 登壇〕 

○太田陽子議員 議第66号山形市との間における

連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に

関する協議について反対し、討論を行います。 

  私は、当初この連携協定については、山形市

と協定を結ぶだけだろうから、まずは話し合っ

てみてもよいかと考えていました。しかし、調

べてみると連携中枢都市圏構想とは、根本的な

狙いとして、近隣自治体間で公共施設や行政サ

ービスの連携をすることを通じて集約化を図ろ

うとするものであることがわかりました。政令

市や中核市のほか、82市を東京一極集中の是正

を名目に支援する中枢中核都市などさまざまな

圏域構想が乱立していますが、根本的な狙いは

同じものです。政府が目指す先には道州制も視

野にさらなる自治体の再編が狙われています。 

  平成の大合併で中心の市に吸収された地域で

は、合併の先頭に立った元首長や元議員たち、

そして住民から「地域から役場や役所がなくな

り、議員がいなく、地域の声が届かなくなり、

地域はますます寂れ、活力を失う事態が起きて、

大失敗だった」との声が上がっています。 

  同じように、広域連携ができれば市民の皆さ

んの声を行政サービスの中心になる山形市まで

届けなければならなくなります。広域連携は、

合併が進まなかった地域を合併にかわる制度で

取り込もうとするものです。これは考え過ぎで

はありません。 

  総務大臣経験者で、元鳥取県知事、地方制度

調査会副会長の経験もある片山善博氏は、山形

新聞の「時を語る」という記事で「この圏域構

想には乗るべきではない」と、次のように指摘

しています。「国は、地方が人口減少で大変に

なるから、各種の公共施設も市町村ごとに設置

するのでなく、圏域内で適正配置を心がけ、効

率的な財政運営が可能になるなど、いかにも地

方のことを心配しているように説明している。

しかし、国は、圏域構想を入り口は合併ではな

いが、合併への一律化と位置づけていて、合併

のときの合併特例債のような一見有利なニンジ

ンをぶら下げてくる。こんなものにひっかかり、

一たび圏域に組み込まれるともはや後戻りでき

なくなることを覚悟しておくべきだ。地域の百

年の計は国から小突かれたり誘導されたりして

決めるのではなく、住民自身が真剣に考えるこ

とから始めなければ展望は開けない。これが平

成の安易な大合併の貴重な教訓である」と、こ

のように片山善博氏は指摘しているのです。 

  安倍政権によるこうした地方政策では地方再

生はできません。今、国がやるべきことは、地
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方自治体が現に取り組んでいるさまざまな地域

活性化策を支援し、地域に住み続けられる安定

した雇用で、若者が安心して結婚、出産、子育

てできる社会をつくることです。 

  以上のことから、私は議第66号山形市との間

における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約

の締結に関する協議について反対いたします。 

○柏倉信一議長 次に、議第66号反対討論につい

て、渡邉賢一議員の発言を許します。渡邉議員。 

   〔渡邉賢一議員 登壇〕 

○渡邉賢一議員 議第66号について、反対討論を

したいと思います。 

  まず初めに申しあげますが、この提案の中の

経済産業省の事業であるＹ－ｂｉｚ（ワイビ

ズ）、山形市売上増進支援センターや海外観光

客の誘致、山形大学が建設中の重粒子線がん治

療施設のＰＲ、公共交通網の構築などで連携す

るということに対しては反対するわけではござ

いません。しかしながら、以下２つの理由にお

いて反対をしたいと思います。 

  まず、先日報告されました国の地方制度調査

会、自治体戦略2040構想第２次報告の中身であ

ります。この構想に関連してですけれども、自

治体のフルセット主義からの脱却、自治体職員

を半分に、柔軟に活用、スマート自治体、コン

パクトシティーという項目がありまして、これ

らをどんどん進めていけば、本市は山形市のベ

ッドタウンになっていく、人口減少に拍車がか

かる、さらに人、物、金、仕事が山形市に流れ

る、流出するおそれがある。先ほど太田陽子議

員もおっしゃっていましたけれども、隠れた合

併、ステルス合併とやゆされているわけでござ

います。 

  大切なのは地方自治法の理念と市民の議論と

いうことであると思います。山形市の中核市移

行による連携中枢都市圏協定締結に当たって最

も大切なことは、当面の行政課題の解決ととも

に地方自治法の理念と本市の関係条例の趣旨に

沿って自治体運営を行うことであると思います。

すなわち、まちづくりの将来像が住民福祉の増

進のためになるのか、住民、市民主体の意思が

的確に反映され、取り組もうとする基本姿勢が

示されているかどうかであると思います。 

  山形市は、これまで上山市や山辺町、中山町

との合併を検討してきたということですが、市

民の反対からその協議が破綻となり、人口30万

都市構想を断念してきました。今回も途中まで

は定住自立圏構想から東南村山地域を中心に検

討してきて、途中から本市を含めて６市６町に

拡大、後づけされたわけであります。 

  本市においても、かつて西村山全体の合併協

議が破綻、大江町と朝日町で、河北町と天童市、

東根市、そして本市と西川町、つまり寒河江、

西村山が３分割されるという非情な合併協議も

ございました。しかしながら、市民の賢明な選

択で自治の道を歩むことになり、合併を断念し

てきた経過がございます。そうした過去の歴史

を教訓に学んでいく必要があるかと思います。 

  ２つ目は、市民の理解、支持がなく、連携内

容も、常任委員会でふるさと納税などのことで

若干やりとりしましたけれども、本市にとって

は不利ではないかと思うからであります。周辺

６市６町との連携中枢都市圏の形成を目指す中

核市移行による広域行政について、市当局の説

明に市民の客観的な理解と支持がどこにあるの

かということで、先日の本会議において國井議

員の質問に「議会で承認されれば今後内容を示

していくし、議会の承認で変更や離脱もあり得

るんだ」ということで、佐藤市長は山形市とウ

イン・ウインの関係を築くものだと御説明され

ました。 

  全国で問題も指摘されていますが、最初から

締結ありきの提案と言わざるを得ません。今、

学校、病院、上下水道、公共交通など、広域化

による再編統合、再編ネットワークの課題、特

に災害時や感染症に対しては喫緊の重要課題だ
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と思っています。特に、定住自立圏も連携中枢

都市圏も、東京一極集中の進行や地方圏の衰退、

地域格差の是正に十分に対応した地域政策では

ないと思います。 

  識者もいろいろと指摘していますけれども、

広島大学名誉教授の森川洋氏はこのようにおっ

しゃっています。連携中枢都市圏の中心都市は、

東京に対する人口のダムとはならないし、地方

圏全域における生活条件の向上や経済成長の牽

引の役目を果たし得るものとは到底考えられな

いということであります。今後、連携中枢都市

圏が設定されることによって定住自立圏の進捗

率が一気に高まる可能性はあるが、その際は経

済的に元気な県庁所在地に、山形市ですね、人

や物、金、仕事が集中する。一層地域格差が顕

在化すると考えられるとおっしゃっているので

あります。 

  さらにはまた、詳細について出ている人事交

流であります。垣根は低くなりますけれども、

自治体職員の優秀な人材が山形市に吸い取られ、

本市では人材確保ができなくなるおそれがござ

います。 

  財政面では、合併特例債的な問題で、山形市

は特別交付税において有利とされますが、本市

など圏域の市町は一律1,500万円に限定される

となっています。交付税の二重取りはできませ

んし、圏域市町に対する財政的な支援はない。

交付金は中心都市に集中投下され、山形市のみ

をさらに発展させることになってしまいます。 

  広域連携が強調される当面の人口減少と少子

高齢化による地方自治体の直面する諸課題の解

決は、既に平成の市町村合併の必要性の中でも

強調されていました。しかしながら、そういっ

たものは結局問題解決にはなりませんでした。 

  そして、その理由と目標、効果をしっかりと

市民に示して、情報公開と説明責任による市民

の意思の反映でなければならないと思います。

このような過去の経過、そして今の状況など一

連の丁寧な手続が欠落していると思います。山

形市が求めている拙速な結論より市民の十分な

議論を優先させるべきであると思うからでござ

います。 

  以上２点について反対理由を申しあげ、また

この自治体戦略2040構想研究会第２次報告の問

題点などを申しあげ、私の反対理由とさせてい

ただきたいと思います。議員の皆様に反対とい

うことを訴えてこの討論を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○柏倉信一議長 ほかに討論はありませんか。

（「議長」の声あり）國井議員に申しあげます。

何号議案に対する討論ですか。（「66号です」の

声あり）賛成討論ですか、反対討論ですか。

（「賛成討論です」の声あり） 

  そのほかに討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  それでは、議第66号賛成討論について、國井

輝明議員の発言を許します。國井議員。 

   〔國井輝明議員 登壇〕 

○國井輝明議員 私は、寒政・公明クラブを代表

し、ただいま議題となっております議第66号山

形市との間における連携中枢都市圏の形成に係

る連携協約の締結に関する協議について、賛成

の立場から討論させていただきます。 

  この連携協約は、山形市と寒河江市が圏域全

体の経済成長の牽引、高次都市機能の集積、強

化及び圏域全体の生活関連機能サービスの向上

に関する取り組みを相互に連携して実施するこ

とにより、人口減少、少子高齢社会にあっても

一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済が維

持され、住民の暮らしを支えることが可能な魅

力あふれる圏域を形成することを目的とし、こ

れから協議に臨もうとするものであります。 

  私は本会議において２つの質問をさせていた

だきました。１つに、この協議に当たっては寒

河江市にメリットがあるように慎重に議論して

いただきたいこと、もう一つに、連携協約締結
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後、疑義が生じた場合、これを破棄し、もとに

戻せるのかということ。このことにつきまして

は、連携協約を締結するに当たってはしっかり

と協議し、お互いにとってウイン・ウインな関

係であることを条件にすること、また連携協約

締結後においても定期的な協議を行うこと、万

が一疑義が生じた場合は、地方自治法第252条

の２の３項で定めるとおり、もとに戻すことが

可能であることを確認させていただきました。

不安は何もないということです。 

  むしろお互いにとってウイン・ウインな関係

を持って山形市と協力することにより、さらな

る市民サービスの向上につなげられる可能性が

あるのです。例を挙げれば、１つに山形市売上

増進支援センター（Ｙ－ｂｉｚ）を活用し、売

り上げ増進を目的とした企業支援が受けられる

こと、１つに山形市の東京事務所等を活用した

移住促進ＰＲ、１つに寒河江市独自では設置の

難しい施設である山形市市民活動支援センター

や山形市男女共同参画センター等の施設が利用

可能になることで、専門家からのアドバイスを

得られるというメリットがあります。 

  以上のように、山形市と連携をとることによ

り高度なサービスを市民に提供できること、そ

して経済上経営規模が大きくなればそれだけ生

産性や経済効率が上がる、こうしたスケールメ

リットを生かし、さらなる市勢発展につなげて

いこうではありませんか。 

  以上を申しあげ、私の討論とさせていただき

ます。 

○柏倉信一議長 ほかに討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、議第65号及び議第66号を除く議第55

号寒河江市コミュニティセンターの設置及び管

理に関する条例の制定について、議第56号寒河

江市職員定数条例の一部改正について、議第57

号地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について、

議第58号寒河江市職員の育児休業等に関する条

例の一部改正について、議第59号寒河江市特別

職に属する者の給与等に関する条例の一部改正

について、議第60号寒河江市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい

て、議第61号寒河江市営住宅条例の一部改正に

ついて、議第62号下水道事業の地方公営企業法

全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について、議第63号寒河江市下水道条例の

一部改正について、議第64号寒河江市公共下水

道事業受益者負担に関する条例の一部改正につ

いて、議第68号土地の取得について、議第69号

市道路線の認定について、請願第２号次期食

料・農業・農村基本計画に関する請願の13案件

を一括して採決いたします。 

  ただいまの13案件に対する委員長報告はいず

れも可決及び採択であります。 

  13案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第55号から議第64号まで、議第68

号、議第69号及び請願第２号は原案のとおり可

決及び採択されました。 

  次に、議第65号寒河江市水道給水条例の一部

改正についてを起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第65号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、議第66号山形市との間における連携中

枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する

協議についてを起立により採決いたします。 
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  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第66号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第21、議第67号指定

管理者の指定の期間の変更についてを議題とい

たします。 

 

厚生文教常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第22、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。古沢厚

生文教常任委員長。 

   〔古沢清志厚生文教常任委員長 登壇〕 

○古沢清志厚生文教常任委員長 厚生文教常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本委員会は、12月10日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第67号の１案件で

あります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  議第67号指定管理者の指定の期間の変更につ

いてを議題とし、当局の説明を求め、質疑に入

りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「みなみ保育所は新たに建物をつく

り、再来年度に民設民営として開所するわけだ

が、古い建物の解体費用は誰が負担するのか」

との問いがあり、当局より「現在の建物につい

ては市の所有であるため、解体は市の負担によ

り行います。なお、新しい建物は同一敷地内で

通常保育を行いながら建設することになるため、

解体は新しい建物に子供たちが移った後に行い

ます。現在のところ令和３年度中に実施する予

定となっています」との答弁がありました。 

  委員より「選定結果について、評価項目９番

の運営実績が基準点２点に対して10点であり、

他の項目と比較しても高い得点となっているの

はなぜか」との問いがあり、当局より「当該指

定管理者については、みなみ保育所における過

去２回の更新を初め幼稚園、保育所の管理運営

実績を十分に重ねていることや、保護者からの

アンケート結果等を考慮した上で、選定基準に

基づき加点しているものです」との答弁があり

ました。 

  討論を終結し採決の結果、賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、厚生文教常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第23、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第67号指定管理者の指定の期間の変更につ

いてに対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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  御異議なしと認めます。 

  よって、議第67号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第24、議第70号令和

元年度寒河江市一般会計補正予算（第６号）か

ら日程第27、議第73号寒河江市一般職の職員の

給与に関する条例の一部改正についてまでの４

案件を一括議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第28、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 初めに、議第70号令和元年度寒

河江市一般会計補正予算（第６号）を御説明申

しあげます。 

  このたびの補正予算は、ふるさと納税の増加

に伴う基金積立金及び返礼品等経費の追加並び

に山形県人事委員会勧告等を踏まえた特別職給

与費及び職員給与費の追加などを行うものでご

ざいます。 

  その結果、11億673万2,000円の追加となり、

予算総額を歳入歳出それぞれ207億724万5,000

円とするものでございます。 

  次に、議第71号令和元年度寒河江市介護保険

特別会計補正予算（第２号）を御説明申しあげ

ます。 

  このたびの補正予算は、山形県人事委員会勧

告等を踏まえた一般職の給与改定及び人事異動

に伴う給与等経費の調整を行うものでございま

す。 

  その結果、４万5,000円の減額となり、予算

総額を歳入歳出それぞれ46億9,234万6,000円と

するものでございます。 

  次に、議第72号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正につい

てを御説明申しあげます。 

  山形県人事委員会勧告を踏まえ、特別職の期

末手当の支給月数を改定するため、所要の改正

をしようとするものでございます。 

  次に、議第73号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例の一部改正についてを御説明申し

あげます。 

  山形県人事委員会の勧告等を踏まえ、一般職

の給料月額、勤勉手当の支給月数及び住居手当

額等を改定するため、所要の改正をしようとす

るものでございます。 

  以上４案件について御説明を申しあげました

が、詳細につきましては関係課長より説明をい

たさせますので、よろしく御審議の上、御可決

くださいますようお願い申しあげる次第でござ

います。 

○柏倉信一議長 高林財政課長。 

○高林雅彦財政課長 私からは、議第70号令和元

年度寒河江市一般会計補正予算（第６号）につ

いて御説明申しあげます。 

  初めに、歳入につきましては、５、６ページ

の事項別明細書により御説明を申しあげます。 

  ９款地方交付税でありますが、普通交付税

673万2,000円を追加し、財源として活用するも

のであります。 

  16款寄附金は、ふるさと納税の増加に伴い11

億円を追加するものであります。 

  その結果、歳入補正総額は11億673万2,000円

となり、歳入予算の総額を207万724万5,000円

とするものであります。 

  次に、歳出について御説明申しあげます。 

  事項別明細書７、８ページの１款議会費から

15、16ページの10款教育費までの特別職給与費

及び職員給与費等につきましては、山形県人事
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委員会勧告を踏まえ、給料、職員手当等共済費

など673万2,000円を追加しようとするものであ

ります。 

  また、２款総務費１項総務管理費５目財産管

理費、基金管理事業につきましては、ふるさと

納税寄附金の増加に伴い、返礼品の調達費、寄

附受付サイト利用料、基金への積み立て等11億

円を追加しようとするものであります。 

  その結果、歳出補正総額を11億673万2,000円

とし、歳出予算の総額を207億724万5,000円と

するものであります。 

  以上、よろしくお願い申しあげます。 

○柏倉信一議長 鈴木高齢者支援課長。 

○鈴木 隆高齢者支援課長 私からは、議第71号

令和元年度寒河江市介護保険特別会計補正予算

（第２号）について御説明申しあげます。 

  初めに、歳入につきまして、４、５ページの

事項別明細書により御説明を申しあげます。 

  ３款国庫支出金及び５款県支出金については

地域支援事業交付金を追加し、７款繰入金につ

いては地域支援事業繰入金を追加し、その他一

般会計繰入金を減額するものであります。 

  その結果、歳入補正総額は４万5,000円の減

額となり、歳入予算の総額を46億9,234万6,000

円とするものです。 

  次に、歳出について、６、７ページの事項別

明細書により御説明を申しあげます。 

  １款総務費及び４款地域支援事業費について

は、山形県人事委員会勧告等を踏まえた一般職

の給与改定及び人事異動に伴う給与等経費の調

整を行うものであります。 

  その結果、歳出補正総額は４万5,000円の減

額となり、歳出予算の総額を46億9,234万6,000

円とするものです。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽伸子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 私からは、初めに議第72号寒河江市特別職に

属する者の給与等に関する条例及び寒河江市立

病院事業の管理者の給与等に関する条例の一部

改正について御説明申しあげます。 

  山形県人事委員会勧告を踏まえ、特別職の期

末手当の額を100分の５月分引き上げるため、

所要の改正をしようとするものであります。 

  次に、議第73号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例の一部改正について御説明申しあ

げます。 

  山形県人事委員会勧告等を踏まえ、一般職員

の給料月額の平均改定率0.07％引き上げ、勤勉

手当の額の100分の５月分引き上げ、住居手当

額の改定等所要の改正をしようとするものであ

ります。 

  以上、よろしくお願い申しあげます。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第29、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第70号から

議第73号までの４案件については、会議規則第

37条第３項の規定により委員会付託を省略した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第30、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議第70号令和元年度寒河江市一般会計補正予

算（第６号）に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第71号令和元年度寒河江市介護保険
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特別会計補正予算（第２号）に対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第72号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正につい

てに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第73号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例の一部改正についてに対する質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第70号令和元年度寒河江市一般会

計補正予算（第６号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第70号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、議第71号令和元年度寒河江市介護保険

特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第71号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、議第72号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例及び寒河江市立病院事業の

管理者の給与等に関する条例の一部改正につい

てを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第72号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、議第73号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例の一部改正についてを採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第73号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第31、議会案第３号次期食

料・農業・農村基本計画に関する意見書の提出

についてを議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第32、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議案となっております議会案第３号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り提案理由の説明を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、提案理由の説明を省略することに決

しました。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第33、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議会案第３号について質疑はありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議会案第３号次期食料・農業・農村

基本計画に関する意見書の提出についてを採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第３号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

   閉    会    午前１１時０１分 

 

○柏倉信一議長 これにて令和元年寒河江市議会

定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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    寒河江市議会議長   柏  倉  信  一 

 

 

    会議録署名議員   月  光  裕  晶 

 

 

    会議録署名議員   國  井  輝  明 
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令和元年１２月１０日（火曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  太  田  陽  子  委員     ３番  鈴  木  み ゆ き  委員 

   ４番  安 孫 子  義  徳  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  後  藤  健 一 郎  委員     ７番  伊  藤  正  彦  委員 

   ８番  渡  邉  賢  一  委員     ９番  古  沢  清  志  委員 

  １０番  佐  藤  耕  治  委員    １１番  太  田  芳  彦  委員 

  １２番  沖  津  一  博  委員    １３番  國  井  輝  明  委員 

  １４番  荒  木  春  吉  委員    １５番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １６番  阿  部     清  委員 

○欠席委員（なし） 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 野 英 行  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  設 楽 伸 子  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

高 林 雅 彦  財 政 課 長  那 須 清 人  市民生活課長 

門 口 隆 太  
農林課長（併）
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 武 田 伸 一  商工推進課長 

後 藤 芳 和  慈恩寺振興課長  片 桐 勝 元  健康福祉課長 

小 林 博 之  子育て推進課長  大 沼 利 子  学校教育課長 

小 泉   尚  
ス ポ ー ツ 
振 興 課 長     

○事務局職員出席者 

田 宮 信 明  事 務 局 長  東海林 茂 美  局 長 補 佐 

齋 藤 晴 光  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第１号  第４回定例会 

   令和元年１２月１０日（火）   本会議終了後開議 

 

   開  会 

日程第 １ 議第５４号 令和元年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 質疑 

 〃  ４ 分科会分担付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前９時５０分 

 

○渡邉賢一委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を開会いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○渡邉賢一委員長 日程第１、議第54号令和元年

度寒河江市一般会計補正予算（第５号）を議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○渡邉賢一委員長 日程第２、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 

 

質     疑 

 

○渡邉賢一委員長 日程第３、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、直接予算

にかかわる部分に絞って発言され、また執行部

におきましても、質問者の意をよく捉えられ、

簡潔にして適切に答弁されますよう御協力願い

ます。 

  初めに、議第54号第１表中歳入全部について

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第２款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款及び歳出第４款について質

疑はありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第６款及び歳出第７款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第11款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第54号第２表について質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○渡邉賢一委員長 日程第４、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す分科会分担付託案件表のとおり、それぞれの

分科会に分担付託いたします。 

 

 分科会分担付託案件表 

分 科 会 分担付託案件 

総務産業分科会 

議第５４号第１表中歳入全

部、歳出第２款の一部、歳

出第６款、歳出第７款、歳

出第１１款、第２表 

厚生文教分科会 

議第５４号第１表中歳出第

２款の一部、歳出第３款、

歳出第４款、歳出第１０款 

 

 

   散    会    午前９時５２分 

 

○渡邉賢一委員長 本日はこれにて散会いたしま

す。 

  御苦労さまでした。 
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令和元年１２月１６日（月曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  太  田  陽  子  委員     ３番  鈴  木  み ゆ き  委員 

   ４番  安 孫 子  義  徳  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  後  藤  健 一 郎  委員     ７番  伊  藤  正  彦  委員 

   ８番  渡  邉  賢  一  委員     ９番  古  沢  清  志  委員 

  １０番  佐  藤  耕  治  委員    １１番  太  田  芳  彦  委員 

  １２番  沖  津  一  博  委員    １３番  國  井  輝  明  委員 

  １４番  荒  木  春  吉  委員    １５番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １６番  阿  部     清  委員 

○欠席委員（なし） 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 野 英 行  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  設 楽 伸 子  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

高 林 雅 彦  財 政 課 長  那 須 清 人  市民生活課長 

門 口 隆 太  
農林課長（併）
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 武 田 伸 一  商工推進課長 

後 藤 芳 和  慈恩寺振興課長  片 桐 勝 元  健康福祉課長 

小 林 博 之  子育て推進課長  大 沼 利 子  学校教育課長 

小 泉   尚  
ス ポ ー ツ 
振 興 課 長     

○事務局職員出席者 

田 宮 信 明  事 務 局 長  東海林 茂 美  局 長 補 佐 

齋 藤 晴 光  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第２号  第４回定例会 

   令和元年１２月１６日（月）   午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第５４号 令和元年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ２ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ３ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前９時３０分 

 

○渡邉賢一委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○渡邉賢一委員長 日程第１、議第54号令和元年

度寒河江市一般会計補正予算（第５号）を議題

といたします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○渡邉賢一委員長 日程第２、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○渡邉賢一委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。佐藤総務産業分科会委員長。 

  〔佐藤耕治総務産業分科会委員長 登壇〕 

○佐藤耕治総務産業分科会委員長 おはようござ

います。 

  総務産業分科会における審査の経過と結果に

ついて御報告申しあげます。 

  本分科会は、12月10日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第54号第１表

中歳入全部、歳出第２款の一部、歳出第６款、

歳出第７款及び歳出第11款並びに第２表であり

ます。 

  審査に入る前に、審査の都合上、初めに第１

表中歳入全部の審査を行い、次に歳出第２款の

一部、歳出第６款、歳出第11款、歳出第７款の

順で審査を行うこととし、その後第２表を審査

することを諮り、異議なく了承され、そのよう

に審査することに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 
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  初めに、議第54号令和元年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第54号第１表中歳出第２款の一部を

議題とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「史跡慈恩寺旧境内整備事業に計上

されている委託料と工事請負費の具体的な内容

をお聞きしたい」との問いがあり、当局より

「委託料の主な内容は、危険木の伐採業務とし

て、慈恩寺本堂裏にある避雷針付近の杉、熊野

神社の杉、八面大荒神社の松の木を全伐する経

費、また標識設置の実施設計と工事管理業務の

経費となります。工事請負費は、標識と案内説

明板の設置費になります」との答弁がありまし

た。 

  討論を終結し採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第54号第１表中歳出第６款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し採決の結果、賛成多数

をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第54号第１表中歳出第11款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し採決の結果、賛成多数

をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第54号第１表中歳出第７款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「技術振興販路拡大推進事業で商店

街消費喚起イベント補助金が計上されているが、

どのような内容に補助するのか」との問いがあ

り、当局より「寒河江市物産連絡協議会と一店

逸品会の２団体が初市で販売セールを実施する

お知らせとしての広告費等へ補助するもので

す」との答弁がありました。 

  討論を終結し採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第54号第２表を議題とし、当局の説

明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、討

論を終結し採決の結果、賛成多数をもって原案

を了とすることに決しました。 

  以上で総務産業分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○渡邉賢一委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。古沢厚生文教分科会委員長。 

  〔古沢清志厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○古沢清志厚生文教分科会委員長 厚生文教分科

会における審査の経過と結果について御報告申

しあげます。 

  本分科会は、12月10日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第54号第１表

中歳出第２款の一部、歳出第３款、歳出第４款

及び歳出第10款であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第54号令和元年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）第１表中歳出第２款の一

部を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し採決の結果、

賛成多数をもって原案を了とすることに決しま

した。 

  次に、議第54号第１表中歳出第３款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「みなみ保育所の駐車場用地取得に

ついて、当該地にはたしか小屋などが建ってい

ると思うが、その解体費用も市で支払うのか」

との問いがあり、当局より「当該地については

あくまでも所有者が建屋を解体し、その後引き

渡していただくことになります。ただし、用地
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取得を依頼する土地開発公社にはそれらを加味

した土地建物の補償費を含め積算をお願いする

ものです」との答弁がありました。 

  委員より「なか保育所、みなみ保育所の用地

取得について、なぜこのタイミングになったの

か」との問いがあり、当局より「なか保育所に

ついては、当初建設が始まった時点で当該地に

は借家等があり、居住されている方もおられた

ため、土地建物の所有者の方にも無理に移転を

お願いしていたものではありませんでした。こ

のたび居住されていた方が退去されるというこ

とで、所有者の方からの打診もあり、車両のス

ムーズな通行確保や駐車場として有効に活用で

きるということから取得しようとするものです。

みなみ保育所については、相手方からの申し出

があり、それを受ける形になります。保育所建

てかえ工事時の送迎車両等の駐車スペース確保

のほか、新保育所完成後に入り口を広くとれる

ようになり、駐車台数を多く確保できることや、

指定避難場所として避難者のスムーズな移動に

もつながると判断したものです」との答弁があ

りました。 

  討論を終結し採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第54号第１表中歳出第４款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、御

報告する質疑もなく、討論を終結し採決の結果、

賛成多数をもって原案を了とすることに決しま

した。 

  次に、議第54号第１表中歳出第10款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「小中学校への小型除雪機の配置に

ついて、小学校は寒河江、寒河江中部、南部の

３校、中学校は陵東、陵南の２校へ新たに配置

するとのことだが、その他の学校への配置状況

はどうなっているのか」との問いがあり、当局

より「今回の５校については、他地区に比べ積

雪がそれほど多くないということから未配置で

した。その他の学校へは既に配置されているこ

とから、今回の措置により全校に配置されるこ

とになります」、委員より「小型除雪機は操作

に危険が伴うが、安全対策はどのように考えて

いるか」との問いがあり、当局より「あくまで

操作になれた用務員が使用するようにするなど、

配置の際にも十分注意するよう指導を行いたい

と考えています」との答弁がありました。 

  委員より「さくらんぼマラソン大会負担金に

ついては、来年度の大会をＰＲするためと伺っ

たが、当初予算ではなく、このタイミングで補

正予算に計上した理由は何か」との問いがあり、

当局より「大会のＰＲが不足しているとの声が

寄せられていることもあり、年度が明けてから

行う予定のＰＲを前倒しして進めていきたいと

いうのが主な理由になります」との答弁があり

ました。 

  委員より「具体的なＰＲ方法を教えてほし

い」との問いがあり、当局より「県内放送局の

うち２社を選定しテレビでのＰＲを行うほか、

東京ドームで開催されるふるさと祭り東京2020

というイベントにブースを設けてＰＲを行う予

定です」との答弁がありました。 

  討論を終結し採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすることに決しました。 

  以上で厚生文教分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○渡邉賢一委員長 日程第３、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第54号令和元年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）を採決いたします。 

  本案に対する各分科会委員長報告は、いずれ

も原案を了とするものであります。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第54号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

   閉    会    午前９時４４分 

 

○渡邉賢一委員長 以上をもって予算特別委員会

を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  渡 邉 賢 一 

 


